
学習評価及び指導要録の

改善等に関する指導資料

愛媛県教育委員会



はじめに

　平成29年３月に小学校及び中学校学習指導要領が告示されたことに

伴い、学習評価及び指導要録についても改善が行われようとしていま

す。

　今回の改訂では、学校教育法第30条第２項で定める、いわゆる学力

の三要素に沿って各教科等における目標や内容が整理され、観点別学

習状況の評価についても、資質・能力の三つの柱に即して「知識・技

能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」の３観点

に整理されました。

　３観点とも従前の趣旨と大きく変わるものではありませんが、特

に、「主体的に学習に取り組む態度」の観点については、「各教科等の

学習内容に関心をもつことのみならず、よりよく学ぼうとする意欲を

もって学習に取り組む態度を評価する」という考えが改めて強調され

ており、学習のめあてや見通しを子ども自身に考えさせることや、振

り返りの場面を適切に設けて目標の達成状況を自己評価させることな

どがより一層求められます。

　また、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を通し

て各教科等における資質・能力を確実に育成する上で、学習評価は重

要な役割を担っています。学習評価を真に意味のあるものとするため

にも、これまで同様、目標・指導・評価の一体化を図ることが重要です。

　本書の第１部には、「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校

等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通

知）」（文部科学省　平成31年３月29日）に基づいた、学習評価の改善

に関する基本的な考え方、指導要録や記載すべき事項等についての解

説を、また、第２部には、その具体的な記入例を掲載しています。第

３部には、各学校における指導要録作成に当たって参考となる資料を

抜粋して掲載しています。

　本書が各学校・各地域における学習評価の妥当性、信頼性を高める

ための研究の充実につながり、全ての公立小中学校において指導要録

の作成及び活用が適切に行われることを期待します。

　　令和２年３月

愛媛県教育委員会　　
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第１部

指導要録作成等に関する基本的な考え方
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第１章　総説

第１節　指導要録の法的性格

１　指導要録の性格

　　指導要録は、学校教育法施行令第31条に規定された「児童等の学習及び健康の状況を記

録した書類の原本」として、その基本的な性格は、児童生徒の学籍並びに指導の過程及び

結果の要約を記録し、その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿とな

るものであり、各学校で学習評価を計画的に進めていく上で重要な表簿（平成22年５月11

日付け　初等中等教育局長通知）とされている。

２　指導要録の作成

　　学校教育法施行規則第24条第１項に、「校長は、その学校に在学する児童等の指導要録（学

校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をい

う。）を作成しなければならない。」と規定されており、校長に指導要録の作成が義務付け

られている。

３　指導要録の様式

　　指導要録の様式や記入の決定については、公立学校の場合、所管の教育委員会が指導要

録の様式や記入上の注意の決定並びに記入について一定の定めをすべきものであり（地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第１号、第４号、第５号、第９号）、県教育

委員会においては、平成12年４月１日付けで、学校教育法施行細則から指導要録の様式を

定めた第19条を削除した。ただし、学習指導要領の改訂に際しては、文部科学省が示す参

考様式に基づき、県教育委員会において参考例を作成するとともに記入例も示しており、

今回も同様の対応をとる。

４　指導要録の内容構成

　　各設置者による指導要録の様式の決定や各学校における指導要録の作成の参考となるよ

う、記載する事項等が「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒

の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（平成31年３月29日付け　文部科学省

通知）（以下「改善等通知」という。）によって以下のとおり、示された。

　○　学籍に関する記録は、「学籍の記録」のほか、学級、整理番号、学校名及び所在地、

校長氏名印、学級担任者氏名印を記入する欄によって構成する。

　○　指導に関する記録は、「各教科の学習の記録」、「特別の教科 道徳の記録」、「外国語活

動の記録」（小学校）、「総合的な学習の時間の記録」、「特別活動の記録」、「行動の記録」、「総

合所見及び指導上参考となる諸事項」、「出欠の記録」及び児童生徒氏名、学校名、学級、

整理番号を記入する欄によって構成する。

５　指導要録の保存や廃棄

　　指導要録は、学校教育法施行規則第28条に、「学校において備えなければならない表簿」

の一つとされており、指導要録は法令に基づく公簿として、校長の責任において保存すべ

きものである。学籍に関する記録については児童生徒が卒業した翌日以降20年間、指導に

関する記録については５年間保存しなければならない。

　　この期間を過ぎた指導要録については、学校の責任において適切に廃棄することが必要

である。なお、その際には、指導要録の廃棄を記録した処理簿の作成、個人情報が確実に

保護される廃棄方法の選定など、適切な手続きが必要である。
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　　情報通信技術を活用して電磁的記録として保存する場合は、特に改ざん防止やデータの

流出・消失等への対応に留意する。

第２節　学習評価について

１　今回（平成29年）の改善の概要

　　学習評価は、学校における教育活動に関し、児童生徒の学習状況を評価するものである。

各教科等の評価については、学習状況を分析的に捉える「観点別学習状況の評価」が小学

校及び中学校学習指導要領（平成29年文部科学省告示第63、64号）及び特別支援学校小学

部・中学部学習指導要領（平成29年文部科学省告示第73号）（以下「小学校学習指導要領等」

及び「中学校学習指導要領等」という。）に定める目標に準拠した評価として実施するも

のとされている。観点別学習状況の評価とは、学校における児童生徒の学習状況を、複数

の観点から、それぞれの観点ごとに分析する評価のことである。児童生徒が各教科等での

学習において、どの観点で望ましい学習状況が認められ、どの観点に課題が認められるか

を明らかにすることにより、具体的な学習や指導の改善に生かすことを可能とするもので

ある。各学校において目標に準拠した観点別学習状況の評価を行うに当たっては、観点ご

とに評価規準を定める必要がある。評価規準とは、観点別学習状況の評価を的確に行うた

め、学習指導要領に示す目標の実現の状況を判断するよりどころとなるものである。「主

体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を通して、各教科等における資質・能力

を確実に育成する上で、学習評価の在り方が極めて重要であり、すなわち、学習評価を真

に意味のあるものとし、指導と評価の一体化を実現することがますます求められている。 

　　このため、「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」（平成31年１月21日　中央

教育審議会　初等中等教育分科会　教育課程部会）では、以下のように学習評価の改善の

基本的な方向性が示された。  

　①　児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 

　②　教師の指導改善につながるものにしていくこと 

　③　これまで慣行として行われてきたことでも、必要性・妥当性が認められないものは見

直していくこと 

　　今回の学習指導要領改訂に向けた中央教育審議会における議論においては、「生きる力」

という理念をより具体化し、学校教育法第30条第２項が定めるいわゆる学力の三要素（「基

礎的な知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力その他の能力」、「主体的に学習に取り組

む態度」）を議論の出発点としながら、教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力を

以下の三つに整理した。

　ア　「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」

　イ　「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・

判断力・表現力等」の育成）」

　ウ　「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生か

そうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵
かん

養）」

　　学習指導要領の各教科等における目標や内容についても、資質・能力の三つの柱に基づ

いて再整理された。観点別学習状況の評価については、こうした教育目標や内容の再整理

を踏まえて、小・中・高等学校の各教科を通じて、３観点に整理された。
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　　各教科の学習評価においては、平成29年改訂においても、学習状況を分析的に捉える「観

点別学習状況の評価」と、これらを総括的に捉える「評定」の両方について、学習指導要

領に定める目標に準拠した評価として実施するものとされた。改善等通知では、以下のよ

うに示されている。 

【小学校及び特別支援学校小学部の指導要録】 

［各教科の学習の記録］ 

Ⅰ　観点別学習状況 

　　小学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして、その実現状況を観点ごと

に評価し記入する。その際、 

   　　「十分満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・Ａ 

　　　「おおむね満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・Ｂ 

　　　「努力を要する」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｃ

　のように区別して評価を記入する。 

Ⅱ　評定（第３学年以上） 

　　各教科の評定は、小学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして、その実

現状況を、 

　　　「十分満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

　　　「おおむね満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・２ 

　　　「努力を要する」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

　のように区別して評価を記入する。 

  評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり、「Ⅰ　観点別学習状況」

において掲げられた観点は、分析的な評価を行うものとして、各教科の評定を行う場

合において基本的な要素となるものであることに十分留意する。その際、評定の適切

な決定方法等については、各学校において定める。

【中学校及び特別支援学校中学部の指導要録】 

（中学校学習指導要領等に示す必修教科の取扱いは次のとおり） 

［各教科の学習の記録］ 

Ⅰ　観点別学習状況（小学校児童指導要録と同じ） 

　　中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして、その実現状況を観点ごと

に評価し記入する。その際、  

　　　「十分満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・Ａ 

　　　「おおむね満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・Ｂ 

　　　「努力を要する」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｃ

　のように区別して評価を記入する。 
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Ⅱ　評定 

　　各教科の評定は、中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして、その実

現状況を、 

　　　「十分満足できるもののうち、特に程度が高い」状況と判断されるもの・・・５ 

　　　「十分満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

　　　「おおむね満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・３ 

　　　「努力を要する」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

　　　「一層努力を要する」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・１ 

　のように区別して評価を記入する。 

　評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり、「Ⅰ　観点別学習状況」

において掲げられた観点は、分析的な評価を行うものとして、各教科の評定を行う場

合において基本的な要素となるものであることに十分留意する。その際、評定の適切

な決定方法等については、各学校において定める。

　　また、観点別学習状況の評価や評定には示しきれない児童生徒一人一人のよい点や可能

性、進歩の状況については、「個人内評価」として実施するものとされている。改善等通

知においては、「観点別学習状況の評価になじまず個人内評価の対象となるものについて

は、児童生徒が学習したことの意義や価値を実感できるよう、日々の教育活動等の中で児

童生徒に伝えることが重要であること。特に『学びに向かう力、人間性等』のうち『感性

や思いやり』など児童生徒一人一人のよい点や可能性、進歩の状況などを積極的に評価し

児童生徒に伝えることが重要である」と示されている。 

 

　　「各教科における評価の基本構造」を踏まえた３観点の評価それぞれについての考え方

は、以下の⑴～⑶のとおりとなる。なお、この考え方は、外国語活動（小学校）、総合的

な学習の時間、特別活動においても同様に考えることができる。 

 

　⑴　「知識・技能」の評価について 

　　　「知識・技能」の評価は、各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得

状況について評価を行うとともに、それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用し

たりする中で、他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等を理解したり、技能

を習得したりしているかについても評価するものである。 

  　　「知識・技能」におけるこのような考え方は、従前の「知識・理解」（各教科等におい

て習得すべき知識や重要な概念等を理解しているかを評価）、「技能」（各教科等におい

て習得すべき技能を身に付けているかを評価）においても重視してきたものである。 

 

　⑵　「思考・判断・表現」の評価について 

　　　「思考・判断・表現」の評価は、各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する

等のために必要な思考力、判断力、表現力等を身に付けているかを評価するものである。

「思考・判断・表現」におけるこのような考え方は、従前の「思考・判断・表現」の観

点においても重視してきたものである。 
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　⑶　「主体的に学習に取り組む態度」の評価について 

　　　「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び

必要な方策等について（答申）」（平成28年12月21日　中央教育審議会）において、「学

びに向かう力、人間性等」には、①「主体的に学習に取り組む態度」として観点別学習

状況の評価を通じて見取ることができる部分と、②観点別学習状況の評価や評定にはな

じまず、こうした評価では示し切れないことから個人内評価を通じて見取る部分がある

ことに留意する必要があるとされている。すなわち、②については観点別学習状況の評

価の対象外とする必要がある。 

　　　「主体的に学習に取り組む態度」の評価に際しては、単に継続的な行動や積極的な発

言を行うなど、性格や行動面の傾向を評価するということではなく、各教科等の「主体

的に学習に取り組む態度」に係る観点の趣旨に照らして、知識及び技能を習得したり、

思考力、判断力、表現力等を身に付けたりするために、自らの学習状況を把握し、学習

の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしているかど

うかという意思的な側面を評価することが重要である。 

　　　従前の「関心・意欲・態度」の観点も、各教科等の学習内容に関心をもつことのみな

らず、よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む態度を評価するという考え方

に基づいたものであり、この点を「主体的に学習に取り組む態度」として改めて強調す

るものである。 

　　　本観点に基づく評価は、「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観

点の趣旨に照らして、 

　　①　知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりすることに

向けた粘り強い取組を行おうとしている側面 

　　②　①の粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調整しようとする側面

　　という二つの側面を評価することが求められる。実際の評価の場面においては、双方の

側面を一体的に見取ることも想定される。ここでの評価は、児童生徒の学習の調整が「適

切に行われているか」を必ずしも判断するものではなく、学習の調整が知識及び技能の

習得などに結び付いていない場合には、教師が学習の進め方を適切に指導することが求

められる。  

  

２　改善等通知における特別の教科 道徳、外国語活動（小学校）、総合的な学習の時間、特

別活動の指導要録の記録 

  　改善等通知においては、各教科等の指導要録における学習の記録について、以下の⑴～

⑷のように示されている。 

  

　⑴　特別の教科 道徳について 

　　　小学校等については、改善等通知別紙１に、「道徳の評価については、28文科初第604 

号「学習指導要領の一部改正に伴う小学校、中学校及び特別支援学校小学部・中学部に

おける児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」に基づき、学習活

動における児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を個人内評価として文章で端的に

記述する」とされている。（中学校等についても別紙２に同旨）

　⑵　外国語活動について（小学校） 

  　　改善等通知には、「外国語活動の記録については、評価の観点を記入した上で、それ
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らの観点に照らして、児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴を記入する等、

児童にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する」とされている。また、「評

価の観点については、設置者は、小学校学習指導要領等に示す外国語活動の目標を踏ま

え、別紙４を参考に設定する」とされている。 

 

　⑶　総合的な学習の時間について 

  　　小学校等については、改善等通知別紙１に、「総合的な学習の時間の記録については、

この時間に行った学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で、それら

の観点のうち、児童の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等、

児童にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する」とされている。また、「評

価の観点については、各学校において具体的に定めた目標、内容に基づいて別紙４を参

考に定める」とされている。（中学校等についても別紙２に同旨） 

 

　⑷　特別活動について 

　　　小学校等については、改善等通知別紙１に、「特別活動の記録については、各学校が

自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点を記入した上で、各活動・学校行事ごとに、

評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に、○印を記

入する」とされている。また、「評価の観点については、学習指導要領等に示す特別活

動の目標を踏まえ、各学校において別紙４を参考に定める。その際、特別活動の特質や

学校として重点化した内容を踏まえ、例えば『主体的に生活や人間関係をよりよくしよ

うとする態度』などのように、より具体的に定めることも考えられる。記入に当たって

は、特別活動の学習が学校や学級における集団活動や生活を対象に行われるという特質

に留意する」とされている。（中学校等についても別紙２に同旨） 

　　　なお、特別活動は学級担任以外の教師が指導する活動が多いことから、評価体制を確

立し、共通理解を図って、児童生徒のよさや可能性を多面的・総合的に評価するととも

に、確実に資質・能力が育成されるよう指導の改善に生かすことが求められる。 

 

３　障がいのある児童生徒の学習評価について 

  　学習評価に関する基本的な考え方は、障がいのある児童生徒の学習評価についても変わ

るものではない。 

  　障がいのある児童生徒については、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、個々

の児童生徒の障がいの状態や特性および心身の発達の段階に応じた指導内容や指導方法の

工夫を行い、その評価を適切に行うことが必要である。また、指導内容や指導方法の工夫

については、学習指導要領の各教科の「指導計画の作成と内容の取扱い」の「指導計画作

成上の配慮事項」の「障害のある児童生徒への配慮についての事項」を参考とする。

  

４　評価の方針等の児童生徒や保護者との共有について  

  　学習評価の妥当性や信頼性を高めるとともに、児童生徒自身に学習の見通しをもたせる

ために、学習評価の方針を事前に児童生徒と共有する場面を必要に応じて設けることが求

められており、児童生徒に評価の結果をフィードバックする際にも、どのような方針によっ

て評価したのかを改めて児童生徒に共有することも重要である。 

  　また、児童生徒の学習評価の妥当性・信頼性を高めるためには、学習指導要領下での学

習評価の在り方や基本方針等について、様々な機会を捉えて保護者と共通理解を図ること

が非常に重要である。
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第２章　指導要録に記載すべき事項

第１節　全般的な留意事項

１　記入の時期

　　指導要録は、常に児童生徒の在学の実態と一致させる必要があるため、原則として次の

時期に記入する。（Ｐ.56参照）

　⑴　入学時

　　ア　学籍に関する記録

　　　　児童生徒の氏名・性別・生年月日・現住所、保護者の氏名・現住所、入学前の経歴

入学年月日、学校名及び所在地

　　イ　指導に関する記録

　　　　児童生徒の氏名、学校名

　⑵　学年当初

　　ア　学籍に関する記録

　　　　学級、整理番号、年度、校長氏名、学級担任者氏名

　　イ　指導に関する記録

　　　　学級、整理番号

　⑶　学年末

　　ア　学籍に関する記録

　　　　校長印、学級担任者印

　　イ　指導に関する記録

　　　　各教科の学習の記録、特別の教科 道徳の記録、外国語活動の記録（小学校）

　　　　総合的な学習の時間の記録、特別活動の記録、行動の記録

　　　　総合所見及び指導上参考となる諸事項、出欠の記録

　⑷　卒業時

　　ア　学籍に関する記録

　　　　卒業年月日、進学先学校名及び所在地（小学校）、進学先・就職先等（中学校）

　　　　欄外の卒業・転学等と年度

　⑸　事由発生時

　　ア　学籍に関する記録

　　　　欄外の卒業・転学等と年度、編入学、転入学、転学・退学等の欄の外、学校名及び

所在地、児童生徒及び保護者の氏名・現住所、校長氏名、学級担任者氏名についても、

異動事項があれば、その都度記入する。

　　イ　指導に関する記録

　　　　総合所見及び指導上参考となる諸事項、出欠の記録

２　変更事項の処理

　　異動や変更が生じた場合は、旧事項を２本線で消除し、新事項を記入する。なお、この

場合には、訂正印を押印しない。

３　誤記事項の処理

　　記入事項の誤記を訂正する場合には、誤記事項に２本線を引いて消除して訂正事項を記

入し、訂正箇所に訂正印を押印する。（原則として学級担任者）
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４　選択肢がある場合の処理

　⑴　児童生徒の現住所の欄の「郡・市」については、該当する方を○で囲み、他は消除し

ない。

　⑵　児童生徒の現住所の欄の「町・番地・番・号」については、該当する方に記入し、他

は消除しない。

　⑶　入学・編入学等の欄の「第１学年入学、第　学年編入学」については、該当しない方

を２本線で消除する。

５　記入上の留意事項

　⑴　一般的な留意事項

　　　記入事項は全て横書きとし、用語はなるべく普遍的なものを用いる。記述は正確で客

観的に、かつ簡潔に書く。文字は原則として常用漢字、アラビア数字及び現代仮名遣い

を用いる。

　　　記入に当たっては、黒インク（摩擦熱等で無色になるものは不可）を用い、不鮮明な

ものや変色するものは避ける。なお、コンピュータ等を使用した電磁的記録については、

当該市町（学校組合を含む。以下同じ。）教育委員会の規定による。

　⑵　ゴム印の使用

　　　次の欄の記入に際しては、ゴム印を使用してもよい。その場合は、明瞭な印を用い、

スタンプインクの質も20年間の保存に耐えうるものを用いる。

　　ア　学籍に関する記録

　　　　学級、整理番号、卒業・転学等と年度、児童生徒の性別・生年月日・現住所、保護

者の現住所、入学前の経歴、入学年月日、卒業年月日、進学先学校名及び所在地（小

学校）、進学先・就職先等の欄（中学校）、学校名及び所在地、年度、校長氏名、学級

担任者氏名

　　イ　指導に関する記録

　　　　児童生徒の氏名、学校名、学級、整理番号、各教科の学習の記録、外国語活動の記

録における評価の観点（小学校）、総合的な学習の時間の記録における学習活動及び

評価の観点、特別活動の記録、行動の記録、出欠の記録

　⑶　情報通信技術の活用について

　　ア　設置者において、個人情報を確実に管理する環境が整備されている場合は、設置者

の判断により電磁的記録による作成が可能である。この場合、校長と学級担任者の氏

名及び押印については、電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法

律第102号）第２条第１項に定義する「電子署名」をいう。）を行うことで替えること

ができる。

　　イ　指導要録は外部に対する証明機能を有することから、原本の真実性の保持、改ざん

防止、長期保存への対応等に留意する必要がある。また、個人情報保護等の観点から

データの流出や消失等の防止にも細心の配慮が必要である。
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第２節　学籍に関する記録

　学籍に関する記録は、児童生徒の第１学年の入学当初又は転入学・編入学等の際に記入し、

記入後、異動を生じたときは、その都度変更事項を記入する。記入に当たっては、原則とし

て学齢簿の記載事項に基づいて、関係事項を記入する。

　学齢簿は、市町教育委員会が住民基本台帳に基づいて編製するものである（学校教育法施

行令第１条、第２条）。入学又は転入学に当たっては、市町教育委員会が就学児童生徒通知

書により、学齢児童生徒の氏名・性別・生年月日・現住所等及び保護者の氏名・現住所等を

通知するものであるから、学校は、その記載事項に基づいて関係事項を記入する。

　なお、学校において学齢簿の記載に誤りを発見した場合には、市町教育委員会に連絡して

学齢簿を訂正し、常に学齢簿と指導要録の学籍の記録に相違がないようにしなければならな

い。

１　学級と整理番号

　　この欄は、各学校において、指導要録を整理したり、保存したりする便宜を考慮して設

けたものである。

　⑴　学級

　　　毎学年の所属学級の名称、例えば、「１・２・Ａ・Ｂ・松・竹」等を記入する。１学

年が１学級及び複式学級の場合は、右下がりの斜線を記入する。ただし、学級名がある

場合は記入してもよい。

　⑵　整理番号

　　　所属学級（複式学級の場合は学年）における児童生徒の番号を記入する。指導要録の

整理番号や出席簿等の出席番号は、単に文書を整理しやすいように学校や地域の実情に

応じて付すものであり、その順序性や他の公簿への準用等の法的規定はない。（文部科

学省見解）

２　児童又は生徒の欄

　⑴　氏名

　　　児童又は生徒の氏名は学齢簿の記載に基づき、楷書で、見やすく、大きく記入し、ふ

りがなを付ける。

　　　なお、名前が平仮名や片仮名の場合もふりがなを付ける。

　⑵　性別

　　　男女のいずれかを記入する。

　⑶　生年月日

　　　学齢簿の記載に基づき、アラビア数字で記入する。

　⑷　現住所

　　　学齢簿の記載に基づき、現住所を記入する。

　　　「郡・市」については、該当を○で囲み、「番地・番・号」については、該当する方に

記入し、他は消除しない。

　　　現住所に変更のある場合は、旧住所を２本線で消除し、新住所をその下に記入する。

　　　この場合、市町教育委員会が訂正した学齢簿に基づいて記入し、学齢簿の記載事実と

相違しないように配慮する。

３　保護者の欄

　⑴　氏名

　　　「氏名」の欄には、児童生徒に対して親権を行う者を記入し、親権を行う者のいない
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ときは後見人を記入する。氏名にはふりがなを付ける。例えば、父母と離れて祖父母等

の家から通う児童生徒の場合でも、この欄に記入するのは祖父母等ではなく、親権者と

しての父母になる。また、親権者は一般的に父母であるが、その内の実質的に親権を行

う方を記載する。

　⑵　現住所

　　　児童又は生徒の欄に準じて記入する。児童生徒の現住所と同一の場合には、「児童（生

徒）の欄に同じ」と略記する。現住所の変更は、児童又は生徒の欄に準じて処理する。

４　入学前の経歴の欄

　　小学校又は中学校に入学するまでの保育関係（在籍していた幼稚園、特別支援学校幼稚

部、保育所又は幼保連携型認定こども園等）又は教育関係（在籍していた小学校又は特別

支援学校小学部）の略歴を記入する。また、児童生徒が入学前に外国で教育を受けた場合

は、その実情を記入する。入学前の教育歴が複雑であって、入学後の指導上必要と考えら

れるものについても、その実情を記入する。

【記入例】

○　同一市町内の場合

入 学 前 の 経 歴 令和○年○月から令和○年○月まで○○幼稚園在園

○　県外又は他市町の保育所に在所していた場合

入 学 前 の 経 歴
令和○年○月から令和○年○月まで○○立保育所在所

○○県○○市○○町○○番地

○　入学前に外国で教育を受けた場合

入 学 前 の 経 歴

○○○○国○○市

セントラル・エレメンタリースクール卒業

令和○年○月から令和○年○月まで

同　セントラル・セカンダリースクール在学

５　入学・編入学等の欄

　⑴　入学の場合

　　　児童生徒が第１学年に入学した年月日を該当欄に記入し、「第　学年編入学」の文字

は２本線を引いて消除する。

　　　入学年月日は、市町立の学校にあっては、市町教育委員会が、学校教育法施行令（第

５条～第８条）に基づいて就学予定者の保護者及び就学させるべき学校の校長に対して

通知した入学期日（４月１日が適当）を記入する。

　　（注） 学齢簿に記入する入学年月日及び卒業年月日は、それぞれ教育委員会が通知した

入学期日、校長が卒業を認定した期日であって、これらの期日は、原則として、４

月１日又は３月31日とすることが適当である。（昭和29年８月12日　文部省回答）

　　　指定された入学期日よりも遅れて出校した場合にも、指定された入学期日を記入する。

出校するまでの期間の出欠の扱いは、休業日を除いて、通知の遅延など特別の事情がな

い限り、欠席日数に計算する。

　　　他の学校に入学した者が第１学年の中途に転入学した場合は、この欄に記入しないで、

「転入学」の欄に記入する。
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　⑵　編入学等の場合

　　　次の事由で編入学した場合、その年月日（市町教育委員会が指定した期日）と学年を

該当欄に記入するとともに、編入学以前の教育状況、編入学の事由等も年月日の下の余

白に記入し、「第１学年入学」の文字を２本線で引いて消除する。

　　ア　海外から帰国して編入学した場合

　　イ　少年院（少年院法による施設）から編入学した場合や学校教育法第18条の規定によ

り就学義務の猶予又は免除を受けていた者が、その事由消滅により就学義務が発生し、

編入学した場合

　　ウ　学校教育が実施されていない他県の児童自立支援施設（児童福祉法第44条）から編

入学した場合

　　（注） 児童福祉法の一部を改正する法律（平成９年法律第74号７附則第７条１項）の規

定により、本来は児童自立支援施設においては学校教育が義務付けられており、学

校教育が実施されている場合は編入学ではなく、転入学とする。

【記入例】

入 学

編 入 学 等

令和○年○月○日　　　　　第　１　学年入学

　　　　　　　　　　　　　第　３　学年編入学

○○国から帰国　○○市日本人学校第２学年修了　第３学年編入学

入 学

編 入 学 等

令和○年○月○日　　　　　第　１　学年入学

　　　　　　　　　　　　　第　５　学年編入学

令和○年○月○日第５学年在学中に○○病のため就学猶予　病気回

復により第５学年編入学

６　転入学の欄

　　他の小学校又は中学校から転入学してきた場合に、市町教育委員会が転入学を認めた年

月日、学年、前に在学していた学校名、所在地及び転入学の事由等を記入する。

　　この場合、校長は新しく指導要録を作成するとともに、転入学してきた児童生徒を受け

入れた日を、前に在学していた学校に速やかに通知し、その学校からその児童生徒の指導

要録の写しの送付を受け、これを新しく作成した指導要録と併せて保存する。

　　なお、小・中学校における転入学は、学齢簿の編製の手続きを経て行われるものである

から（学校教育法施行令第３条、第４条）、公立学校にあっては、学校で直接児童生徒を

受け入れることなく、市町教育委員会と十分連絡を取って遺漏のないようにしなければな

らない。

【記入例】

転 入 学

年 月 日・ 学 年 　令和○年○月○日　　　第○学年

前 在 籍 学 校 名 　○○県○○市立○○小学校

所 在 地 　○○県○○市○○町○○番地

事 由 　転居のため
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７　転学・退学等の欄

　　入学・編入学等及び転入学として記入された日以降における異動について記入する。

　　なお、「転学・退学等」の欄に記入した児童生徒の指導要録は、在学者と別の綴りに整理・

保存する。

　⑴　転学の場合

　　　他の同種の学校に転学する場合に、次の要領で記入する。

　　ア　その学校を去った年月日を上部の括弧のある年月日欄に記入する。

　　イ　転学先の学校が受け入れた前日の年月日を括弧のない年月日欄に記入する。

　　ウ　即日転学（学校を去る日と、新しい学校に転入学する日が同日）の場合は、括弧の

ある年月日と括弧のない年月日を同じにする。その場合、転学先の学校は受け入れ日

をその期日の翌日とすると、新旧両校に在籍が重複することはなくなる。

　　エ　括弧のある年月日と括弧のない年月日が異なる場合、その間の期間は、その児童生

徒の籍は元の学校にあるが、出欠の扱いは計算外の日数として、出席統計から除外す

る。

　　オ　転学先の学校名、所在地、転入学年及びその事由等を記入する。

【記入例】

転 学

退 学 等

年 月 日・ 学 年
　（令和○年○月○日）　

　令和○年○月○日　　　第○学年

転 学 先 学 校 名 　○○県○○市立○○小学校

所 在 地 　○○県○○市○○町○○番地

事 由 　転居のため

　⑵　退学等の場合

　　　次の場合、校長が退学を認めた年月日を、括弧のない年月日欄に記入し、その事由を

付記する。

　　ア　在外教育施設や外国の学校に入学するため退学する場合

　　イ　学齢（満15歳に達した日の属する学年の終わり）を超過している児童生徒が退学す

る場合

　　（注） 学齢超過による退学者の場合は、退学後の状況を、「進学先学校名及び所在地」（小

学校）、「進学先・就職先等」（中学校）の欄に記入する。

　　ウ　児童生徒が死亡した場合

　⑶　その他の場合

　　　次の場合、「在学しない者」として取り扱い、校長が在学しない者と認めた年月日を、

括弧のある年月日欄に記入し、その事由等を付記する。

　　ア　就学義務猶予・免除措置がなされた場合

　　イ　少年院に入院する場合（ただし、入院前に在籍していた学校に学籍を残す場合を除く。）

　　ウ　学校教育が実施されていない他県の児童自立支援施設に入所する場合

　　エ　１年以上居所不明で欠席を続けている場合
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【記入例】

転 学

退 学 等

年 月 日・ 学 年
　（令和　年　月　日）　

　令和○年○月○日　　　第○学年

転 学 先 学 校 名 　○○日本人学校

所 在 地 　○○国○○州○○市○○

事 由 　保護者の転勤に伴う転居のため

転 学

退 学 等

年 月 日・ 学 年
　（令和○年○月○日）　

　令和　年　月　日　　　第○学年

転 学 先 学 校 名 　自宅療養

所 在 地 　児童の現住所に同じ

事 由 　○○○○のため就学免除

８　卒業の欄

　　校長が卒業を認定した年月日（３月31日が適当）を記入する。

　（注１） 学齢簿に記入する入学年月日及び卒業年月日は、それぞれ市町教育委員会が通知

した入学期日、校長が卒業を認定した期日であって、これらの期日は、原則として、

４月１日又は３月31日とすることが適当である。（昭和29年８月12日　文部省回答）

　（注２） 卒業証書の期日は、校長が卒業を認める卒業証書授与式の期日とする例がある。

９　進学先学校名及び所在地（小学校）、進学先・就職先等（中学校）の欄

　⑴　小学校の場合

　　　進学した中学校名（中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部を含む。）及び所在

地を記入する。

　⑵　中学校の場合

　　　卒業後の進学先・就職先等を次の要領で記入する。ただし、記入後の異動について記

載する必要はない。

　　ア　進学した者については、進学した学校名及び所在地を記入する。

　　イ　就職した者については、就職先の事業所名及び所在地を記入する。

　　ウ　就職しながら進学した者（定時制高校の生徒等）については、就職先の事業所と進

学先学校の両者について名称及び所在地を記入する。

　　エ　家事、家業に従事した者については、その旨を記入する。

　　オ　卒業の際に進路未定で記入できない場合は、進路未定と記入する。

　　カ　学齢超過による退学者についても、この欄に退学後の状況を記入する。

10　学校名及び所在地（分校名・所在地等）の欄

　　学校名とその所在地を正確に記入する。学校名及び所在地の変更がある場合を考慮し、

できるだけ欄の左上に寄せて記入しておくことが望ましい。

　⑴　学校名

　　　国、公、私立の別が明らかになるように、例えば、○○市（町、学校組合）立○○小

（中）学校と記入する。

　　　分校の場合には、本校名及び所在地を記入した上で、その下部に分校名及び所在地を

併記する。ただし、分校名を記入することによって児童生徒が不利益を被る恐れのある

場合は、記入しなくてもかまわない。（文部科学省見解）



－ 14 －

【記入例】

年度

学年
区分

令和○年度 令和○年度 令和○年度 令和○年度

１ ２ ３ ４

校 長 氏 名 印

○○　○○

（４月～６月15日）

○○　○○㊞
（６月16日～３月）

○○　○○㊞ ○○　○○㊞ ○○　○○㊞

学 級 担 任 者

氏 名 印

○○　○○㊞ ○○　○○

（４月～６月15日）

○○　○○㊞
（６月16日～３月）

○○　○○㊞
（４月～９月３日）

（11月21日～３月）

○○　○○

（９月４日～11月20日）

○○　○○

（４月～８月31日）

○○　○○㊞
（９月１日～３月）

学級変更のため

　⑵　所在地

　　　県名、郡市町名、字名、番地を正確に記入する。

　⑶　学校名・所在地の変更

　　　学校名又は所在地が変更された場合には、旧学校名又は旧所在地を２本線で消除し、

新学校名又は新所在地を記入し、その年月日と事由を余白に記入する。ただし、統合に

よって校名又は所在地が変更になった場合は、現在の校名又は所在地の下に、新しい校

名又は所在地を記載する。この場合は、現在の校名又は所在地を２本線で消除しない。

11　校長氏名印、学級担任者氏名印の欄

　⑴　校長及び学級担任者氏名印

　　　原則として、学年当初又は児童生徒の転入学があったときに記入する。校長又は学級

担任者が同一年度内に代わった場合には、その都度後任者の氏名を前任者の下部に併記

し、それぞれの氏名の下に括弧書きで、在職又は担任期間を記入する。

　　ア　校長が学年末に休職しているときは、校長氏名の下部に職務代理者の氏名を併記、

押印し、それぞれの氏名の下に括弧書きで在職期間を記入する。

　　イ　学級担任者氏名は、教員の産前産後の休暇中・育児休業中等に臨時的任用の教員が

代わって担当した場合などに、その氏名を記入する。その担任期間を氏名の下に括弧

書きで記入する。

　⑵　校長及び学級担任者の印

　　　学年末にその指導要録の記入が完結したとき、又は児童生徒が転学・退学等をした場

合には、そのときの責任者である校長及び学級担任者が押印する。印は認印でかまわな

い。

　　　校長又は学級担任者が同一年度内に代わった場合には、前任者は押印しない。臨時的

任用の教員が担当している期間中に学年末になったり、児童生徒の転学等に際してその

指導要録の記入に当たったりした場合は、その教員が押印する。

　　　なお、氏名の記入及び押印については、電子署名を行うことで替えることも可能であ

る。
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第３節　指導に関する記録

　指導に関する記録は、①児童生徒の氏名、学校名、学級、整理番号、②各教科の学習の記

録、③特別の教科 道徳の記録、④外国語活動の記録（小学校）、⑤総合的な学習の時間の記

録、⑥特別活動の記録、⑦行動の記録、⑧総合所見及び指導上参考となる諸事項、⑨出欠の

記録の各欄によって構成する。

　各学校においては、児童生徒の学習の実現状況を客観的に評価するための評価規準の作成、

評価方法の工夫等に取り組むとともに、補助的な記録簿を工夫するなどして、日常の学習指

導の過程や成果などについて継続的、総合的に把握することが必要である。

　なお、障がいのある児童生徒の指導に関する記録については、「第４節　障がいのある児

童生徒に関する記録」を参照する。

１　各教科の学習の記録

　⑴　「観点別学習状況」について

　　　学習評価における観点については、学習指導要領を踏まえ、「知識・技能」、「思考・判断・

表現」、「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理されている。

　　ア　記入の仕方

　　　　学習指導要領に示す各教科の目標に照らして、その実現状況を観点ごとに、次のよ

うにＡ、Ｂ、Ｃの３段階で評価する。

「十分満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・Ａ 

「おおむね満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・Ｂ 

「努力を要する」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｃ

　　イ　評価を行う上での留意事項

　　　　実際の評価に当たっては、教科の特質や観点の趣旨に応じて評価方法の適切な選択

や組合せを工夫し、客観的で妥当な評価が行われるようにするとともに、次の三つの

点を意識する。

　　　①　児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと

　　　②　教師の指導改善につながるものにしていくこと

　　　③　これまで慣行として行われてきたことでも、必要性・妥当性が認められないもの

は見直していくこと

　⑵　「評定」について

　　ア　記入の仕方

　　　○　小学校

　　　　◦　第３学年以上の各教科の学習の状況について、小学校学習指導要領等に示す各

教科の目標に照らして、その実現状況を総括的に評価し記入する。

　　　　◦　各教科の評定は、小学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして、その

実現状況を次のように３段階で評価する。

「十分満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

「おおむね満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・２ 

「努力を要する」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
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　　　○　中学校

　　　　◦　各学年における各教科の学習の状況について、中学校学習指導要領等に示す各

教科の目標に照らして、その実現状況を総括的に評価し記入する。

　　　　◦　各教科の評定は、中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして、その

実現状況を次のように５段階で評価する。

「十分満足できるもののうち、特に程度が高い」状況と判断されるもの・・・・５

「十分満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・４

「おおむね満足できる」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・３

「努力を要する」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

「一層努力を要する」状況と判断されるもの・・・・・・・・・・・・・・・・１

　　イ　観点別評価から評定への総括方法について

　　　　指導要録に記載する評定は、簡潔で分かりやすい情報を提供するものとして、児童

生徒の各教科の学習状況について、学習指導要領に示す各教科の目標に照らして、そ

の実現状況を総括的に評価するものである。基本的には、学年末の観点別評価を総括

したものである。

　　　【観点別学習状況の評価の評定への総括例】

小　学　校 中　学　校

評定 判定基準 評定 判定基準

３ ＡＡＡ ５ ＡＡＡ

２
ＡＡＢ、ＡＢＢ ４ ＡＡＡ、ＡＡＢ

ＢＢＢ、ＢＢＣ、ＢＣＣ ３ ＡＢＢ、ＢＢＢ、ＢＢＣ

１ ＣＣＣ ２ ＢＣＣ、ＣＣＣ

１ ＣＣＣ

　　　◦　上の例は、Ａ、Ｂ、Ｃの組合せで総括し、３観点の重み付けをせず、全てを均等

としている。

　　　◦　観点別評価の結果が同じであれば、各学校で同じ評定結果となり、整合性がある

が、児童生徒一人一人の実際の実現状況を反映したものにならない場合も考えられ

るため、注意が必要である。

　　　◦　学習評価の結果の活用に際しては、観点別学習状況の評価と、評定の双方の特徴

を踏まえつつ、その後の指導の改善等を図ることが重要である。

　　　　学校として学級間、学年間等で統一のとれた評価を実施する上で、各学校において

は校長のリーダーシップの下に、評価規準の作成や評価方法を検討し、共通理解を図

る必要がある。また、評価結果について教師同士で検討することも必要である。この

ような組織的な取組を継続し、定着させていくことにより、学習評価の妥当性、信頼

性等が高まり、保護者への説明責任を果たすことにつながる。

　　　　なお、異なる学校段階の間で児童生徒の学習状況の円滑な伝達に配慮することが必

要であることから、評価の結果が進学等において活用される市町又は一定の地域で学

校ごとに観点の規準を明らかにし、また、評定の総括方法を示すなどして評価につい

ての学校間の水準の共通化を図ることも必要である。市町教育委員会など設置者等に

あっては、各学校における評価の客観性への取組を積極的に支援したり、評価規準等
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の研究開発を進めたりするとともに、評価についての教師の力量を高めるため研修を

充実させるなどの支援を講ずることが必要である。

　⑶　各教科の学習に関する所見について

　　　各教科の学習の記録の所見については、児童生徒の成長の状況を総合的に捉えるもの

として、「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に文章で端的に記述する。

　　ア　記入上の基本的な考え方

　　　　各教科の学習について総合的に見た児童生徒の特徴を記載するものであり、児童生

徒の学習意欲を高める観点からも、他の児童生徒との比較ではなく、当該児童生徒の

よさや可能性、進歩の状況などを積極的に評価する。

　　イ　主な記入内容

　　　○　学習全体として見られる個々の特徴などの個人内評価事項

　　　○　学年初めから学年末にかけて学習面で進歩した状況などの個人内評価事項

　　　○　学級・学年など集団の中での相対的な位置付けに関すること

　　　○　児童生徒の体力の状況及び学習に影響を及ぼす健康の状況に関すること

　　　○　学校教育法施行規則第54条、第79条に従い、児童生徒の履修困難な教科について、

特別の処遇をとった場合、その状況に関すること

　　　○　その他、特に指導が必要である場合には、その事実に関すること

　　ウ　記入例

◦全ての教科で授業態度は意欲的である。

◦国語科では、簡単な構成を考えて文章を書く力が身に付いた。

◦社会科では、社会的事象についての思考力や判断力に優れている。

◦算数科では、九九の習得に向け、粘り強く努力した。

◦論理的な思考力に優れており、数学科や理科において力を発揮した。

◦英語科への関心が高く、ＡＬＴとの会話を意欲的に行った。

◦英語科では、自分の考えや気持ちなどを話したり書いたりする力が高まった。

◦○○科では堅実な取組が見られ、基礎的な知識及び技能が身に付いた。

◦美術科への関心が高く、豊かな表現力で○○を制作した。

◦体育科では、リズミカルに踏み越し飛びができるようになった。

◦保健体育科の球技に意欲的に取り組み、高い能力を発揮した。

◦自主学習に意欲的に取り組み、理科や社会科の幅広い知識を身に付けた。



－ 18 －

２　特別の教科 道徳の記録

　　学習活動における児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を個人内評価として文

章で端的に記述する。

　⑴　目標

　　　学習指導要領第１章総則の第１の２の⑵に示す道徳教育の目標に基づき、よりよく生

きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を

見つめ、物事を（広い視野から）多面的・多角的に考え、自己の（人間としての）生き

方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育

てる。　　　　　　　　 　※（　　）は、中学校の目標

　⑵　評価の基本的な考え方

　　ア　評価の意義

　　　　道徳科において養うべき「道徳性」とは、人間としてよりよく生きようとする人格

的特性であり、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を諸様相とする内面的資質で

ある。このような道徳性が養われたか否かは、容易に判断できるものではない。

　　　　しかし、授業における指導のねらいとの関わりにおいて、「児童生徒の学習状況や

道徳性に係る成長の様子」を様々な方法で捉え、個々の児童生徒の成長を促すととも

に、それによって教師自らが指導を評価し、改善に努めなければ、道徳性を養う道徳

教育の要としての道徳科の役割を果たすことはできない。

　　　　児童生徒の学習状況は、指導によって変わる。適切な評価によって、道徳科の授業

を改善し、児童生徒の道徳性の育成につなげることが重要である。

　　イ　評価の視点

　　　　評価は、道徳科の目標に明記されている学習活動に着目して行う。

　　　○　一面的な見方から多面的・多角的な見方へと発展させているかどうか。

　　　　（目標）「自己を見つめ、物事を（広い視野から）多面的・多角的に考える」

　　　○　道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかどうか。

　　　　（目標）「自己の（人間としての）生き方についての考えを深める」

　　ウ　留意事項

　　　　道徳科の評価は、調査書には記載せず、入学者選抜の合否判定に活用することのな

いようにする。

　⑶　「特別の教科 道徳の記録」の欄

　　ア　記入の仕方

　　　○　個々の内容項目ごとではなく、年間や学期にわたって児童生徒がどれだけ成長し

たかという大くくりなまとまりを踏まえた評価とする。

　　　○　他者との比較ではなく、児童生徒一人一人がいかに成長したかを積極的に受け止

めて認め、励ます個人内評価として記述式で行う。

　　イ　記入例

○　一面的な見方から多面的・多角的な見方へと発展させているかどうか。

　◦　道徳的価値について、自分の立場と相手の立場を比べ、一つの見方ではなく

様々な角度から捉えて考えようとしていた。

○　道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかどうか。

　◦　読み物教材の登場人物を自分に置き換えて考え、現在の自分自身を振り返り、

自らの行動や考えを見直していた。



－ 19 －

〈ふさわしくない例〉

●　児童生徒の道徳性や道徳的行為に対する評価

　◦　親切であり、優しい心をもっている。

　◦　道徳科で学んだ礼儀を実践に移し、心を込めた挨拶ができるようになった。

●　道徳科の目標に明記されている学習状況ではない視点での評価

　◦　積極的に挙手をして発表した。

　◦　きまりの大切さについて、ワークシートに記述した。

　※　「道徳の評価に関する指導資料」（平成30年３月　愛媛県教育委員会）にも記入例を記

載しているので、参考にする。
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３　外国語活動の記録（小学校）

　　評価の観点を記入した上で、それらの観点に照らして、児童の学習状況に顕著な事項が

ある場合にその特徴を記入する等、児童にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記

述する。

　⑴　目標

　　　外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞く

こと、話すことの言語活動を通して、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力

を次のとおり育成することを目指す。

　　ア　外国語を通して、言語や文化について体験的に理解を深め、日本語と外国語との音

声の違い等に気付くとともに、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむようにする。

　　イ　身近で簡単な事柄について、外国語で聞いたり話したりして自分の考えや気持ちな

どを伝え合う力の素地を養う。

　　ウ　外国語を通して、言語やその背景にある文化に対する理解を深め、相手に配慮しな

がら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。

　⑵　評価の基本的な考え方

　　ア　評価の観点とその趣旨

　　　　文部科学省は、評価の観点とその趣旨を下表に示している。この３観点は、外国語

活動の目標を構成する、育成を目指す資質・能力の三つの柱である「知識及び技能」、「思

考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」のそれぞれに関わる目標（ア

～ウ）に対応するものとなっている。

観　点 趣　旨

知識・技能

　外国語を通して、言語や文化について体験的に理解

を深めている。

　日本語と外国語との音声の違い等に気付いている。

　外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しんでいる。

思考・判断・表現
　身近で簡単な事柄について、外国語で聞いたり話し

たりして自分の考えや気持ちなどを伝え合っている。

主体的に学習に取り組む態度

　外国語を通して、言語やその背景にある文化に対す

る理解を深め、相手に配慮しながら、主体的に外国語

を用いてコミュニケーションを図ろうとしている。

　　　設置者は、評価の観点を設定する際、小学校学習指導要領等に示す外国語活動の目標

を踏まえ、「改善等通知別紙４」を参考とする。

　　イ　評価の仕方

　　　○　知識・技能

　　　　　単元の中で使用することが設定されている語句や表現の定着状況を評価するもの

ではなく、それらを用いて活動を行っていれば、「慣れ親しんでいる」と判断する。

児童の活動の観察、活動の中で児童が作成したものやワークシート等によって評価

する。

　　　○　思考・判断・表現

　　　　　観点の趣旨の中の「身近で簡単な事柄」とは、児童がよく知っている人や物、事

柄のうち、簡単な語彙や基本的な表現で表すことができるものを指している。児童

の活動の観察、活動の中で児童が作成したものやワークシート、自己評価等によっ

て評価する。
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　　　○　主体的に学習に取り組む態度

　　　　　①知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりするこ

とに向けた粘り強い取組を行おうとする側面と、②粘り強い取組を行う中で、自ら

の学習を調整しようとする側面、という二つの側面を、児童が実際に言語活動を行っ

ている状況を観察するなどして評価する。

　　ウ　留意事項

　　　○　単元ごとに評価する観点を絞っておくなど、効率的な評価を工夫する。

　⑶　「外国語活動の記録」の欄

　　ア　記入の仕方

　　　○　外国語活動については、設定された評価の観点に即して文章記述による評価を行

う。改善等通知には、「児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴を記入

する等、児童にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する」とあるが、

これは、顕著な事項がなければ評価を記入しなくてもよいということではない。文

章記述は一人一人の児童について行うものであるが、従来の観点別に記述するので

はなく、観点に即して、児童の学習状況を文章で端的に記述する。

　　　○　児童のよい点、学習に向かう態度や自らの学習を調整しようとする態度、進歩の

状況などを踏まえて、一人一人の児童の特徴等を簡潔に記述する。

　　　○　３観点それぞれについて記述する必要はなく、児童の成長が見られるポイントに

ついて、簡潔に記述する。

　　イ　記入例

○　知識・技能

　◦　友達の好きなものについて聞き取っていた。

　◦　ＡＬＴの発音をまねて英語らしく発音しようとしていた。

　◦　英語と日本語（外来語）の発音の違いに気付いていた。

　◦　同じジェスチャーが、国によって異なる意味を表すことがあることに気付いて

いた。

　◦　ＡＬＴの国の紹介を聞いて、内容を理解していた。

　◦　目的地への行き方を尋ねたり答えたりする英語を理解していた。

　◦　自分の誕生日について英語で言ったり、友達の誕生日を聞き取ったりしていた。

　◦　建物を示す英語を聞いたり言ったりしていた。

○　思考・判断・表現

　◦　自分の食べたいものをメニューから選んで話していた。

　◦　友達の自己紹介を聞いて、その中から友達の誕生月を理解し、ワークシートに

記入していた。

　◦　感謝の気持ちを相手に伝えようと工夫しながら、表情やジェスチャーなどを付

けて話していた。

　◦　相手が行きたい場所を踏まえ、方向や動きを指示する表現を使って目的地への

行き方を説明していた。

　◦　友達の好きな食べ物を踏まえ、おすすめの店を紹介していた。

　◦　目的地やその行き方が相手に伝わるよう工夫して尋ねたり答えたりしていた。
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○　主体的に学習に取り組む態度

　◦　相手と気持ちよく挨拶しようとしていた。

　◦　大切なところを強調しながら自己紹介していた。

　◦　自分のしたいことや好きな食べ物について積極的に伝えようとしていた。

　◦　相手の話を最後までしっかり聞こうとしていた。

　◦　友達の特技について進んでインタビューしていた。

　◦　進んで友達に誕生日を尋ねたり自分の誕生日を答えたりしていた。



－ 23 －

４　総合的な学習の時間の記録

　　実施した学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で、それらの観点の

うち、児童生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等、児童生

徒にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。

　⑴　目標

　　　探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよ

く課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成するこ

とを目指す。

　　ア　探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題

に関わる概念を形成し、探究的な学習のよさを理解するようにする。

　　イ　実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・

分析して、まとめ・表現することができるようにする。

　　ウ　探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、

積極的に社会に参画しようとする態度を養う。

　⑵　評価の基本的な考え方

　　ア　評価の観点

　　　　各学校は、学習指導要領に示された総合的な学習の時間の目標及び学校教育目標を

踏まえ、自校の総合的な学習の時間の目標を定める。次に、この目標を実現するため

にふさわしい「探究課題」と「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・

能力」を示した内容を決定した上で、観点を設定する。観点の設定に当たっては、次

のような方法が考えられる。

　　　①　他教科等との関連を明確にして定める。

　　　　【観点例】「知識・技能」

　　　　　　　 　「思考・判断・表現」

　　　　　　　　  「主体的に学習に取り組む態度」　 など

　　　②　学習指導要領に示された総合的な学習の時間の目標を踏まえて定める。

　　　　【観点例】「課題の解決に必要な知識・技能」

　　　　　　　　「課題設定の力」「情報収集の力」

　　　　　　　　「整理・分析の力」「まとめ・表現する力」

　　　　　　　　「主体的・協働的に取り組む態度」

　　　　　　　　「社会に参画しようとする態度」           　　　　　　　　　

など

　※　なお、育成を目指す具体的な資質・能力のうち、「思考力、判断力、表現力等」については、

現行の「学習方法に関すること」の視点に、「学びに向かう力、人間性等」については、

現行の「自分自身に関すること及び他者や社会との関わりに関すること」の視点に対応

しており、この二つの資質・能力における観点の設定の際には、探究課題に留意しなが

ら、これまで各学校が設定した観点をそのまま生かすことができると考えられる。

・・・「知識・技能」に該当

・・・「思考・判断・表現」

に該当

・・・「主体的に学習に取り

　　　　　組む態度」に該当
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　　イ　評価の仕方

　　　　各観点に関して、児童生徒にどのような力が身に付いたのかを適切に把握するため

に、学習状況についてある一定の望まれる姿を想定し、実際の児童生徒の学習状況と

照らし合わせて丁寧に見取る。

　　　　なお、児童生徒の具体的な学習状況の評価をするために考慮すべきことは、次の三

つである。

　　　①　信頼される評価

　　　　○　教師間での確認がなされた評価の観点や評価規準に基づく評価であること

　　　　○　各学校が定めた評価の観点を１単位時間で全て評価しようとするのではなく、

年間や、単元などの内容のまとまりを通して、一定程度の時間数の中において評

価すること

　　　②　多面的な評価

　　　　○　児童生徒の成長を多面的に捉えるために、多様な評価方法や評価者による評価

を適切に組み合わせること

　

　　　③　学習の過程に関する評価

　　　　○　評価を学習活動の終末だけではなく、事前や途中に適切に位置付けること

　　ウ　留意事項

　　　○　児童生徒の個人として育まれたよい点や進歩の状況などを積極的に評価する。

　　　○　評価の材料となる具体的事実が曖昧なまま、「しっかり取り組んだ」「分かりやす

くまとめた」にとどまるのではなく、「できるようになった」など児童生徒の成長

を具体的な資質・能力として見取る。

　⑶　「総合的な学習の時間の記録」の欄

　　ア　記入の仕方

　　　○　学習活動

　　　　　実施した学習活動のうち、児童生徒の学習や成長に影響を与えたと思われる活動

を取り上げ、簡潔に記述する。

　　　○　観点

　　　　　各学校が定めた観点を記述する。

　　　○　評価

　　　　　観点のうち、児童生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記述

する等、児童生徒にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。
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　　イ　記入例

　　　○　小学校

学年 学習活動 観　点 評　価

３

「大好き、私たちの町」

◦町の特徴調べ

◦課題の解決に必要

な知識・技能

◦課題発見力

◦主体的・協働的に

取り組む態度

◦自己の生き方

◦調査メモを基に、駅の周辺施設

を絵や地図に整理することで、

その特徴をしっかり捉えなが

ら、調査結果を分析する力を身

に付けた。

４

「ふるさとの味は今！」

◦郷土料理を取り入れ

た給食メニューの考

案

◦新聞、パンフレット

制作

◦知識・技能

◦思考・判断・表現

◦主体的に学習に取

り組む態度

◦給食メニューの考案では、栄養

教諭の話や調査したことを基

に、思考ツールを用いて自分の

考えをまとめることができた。

◦広報活動を通して、郷土料理の

すばらしさに気付き、故郷に愛

着をもつとともに、地域の一員

としての自覚を深めることがで

きた。

５

「発見！ものづくりの

よさと自分らしい生

活」

◦自動車の性能を高め

るプログラミング

◦ものづくりに携わる

人々へのインタビュー

◦知識・技能

◦課題設定の力

◦情報収集の力

◦将来設計の力

◦社会参画の力

◦他のグループとの交流では、改

善点を指摘してもらうことで、

プログラミングのよさやものづ

くりの本質をより深く理解する

ことができた。

◦インタビューを通して、ものづ

くりに携わっている人々の思い

をまとめることで、自己の生き

方についての考えを深めること

ができた。

　　　○　中学校　

学年 学習活動 観　点 評　価

１

「ふるさと環境改善プ

ロジェクト」

◦川の環境調査

◦環境改善提案会

◦知識・技能

◦課題追究力

◦自己対話力

◦人間関係力

◦水をきれいにする簡易装置の実

験を通して、失敗を生かしなが

ら、環境改善に向けたよりよい

方法を追究する力が向上した。

◦提案会では、友人の意見を尊重

しながら、環境改善に向けた方

法を積極的に話し合うことがで

きた。

２

「働く意味を探ろう」

◦地域で働く人の話を

聞く会

◦職場体験学習

◦知識・技能

◦課題追究力

◦自己対話力

◦人間関係力

◦職場体験学習を通して、働く人

の仕事に対する姿勢や思いに触

れることで、働くことの意義を

理解し、将来の進路設計を真剣

に考えるようになった。
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５　特別活動の記録

　　各活動・学校行事ごとに、各学校が自ら定めた評価の観点に照らして十分満足できる活

動の状況にあると判断される場合に、○印を記入する。

　⑴　目標

　　ア　特別活動の目標（第１の目標）

　　　　集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実

践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解

決することを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目指す。

　　　◦　多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることに

ついて理解し、行動の仕方を身に付けるようにする。

　　　◦　集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意

形成を図ったり、意思決定したりすることができるようにする。

　　　◦　自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、集団や社会にお

ける生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、自己の（人間としての）生き

方についての考えを深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

※（　　）は、中学校の目標

　　イ　各活動・学校行事の目標

内　容 目　　標

学 級 活 動

　学級や学校での生活をよりよくするための課題を見いだし、解決する
ために話し合い、合意形成し、役割を分担して協力して実践したり、学
級での話合いを生かして自己の課題の解決及び将来の生き方を描くため
に意思決定して実践したりすることに、自主的、実践的に取り組むこと
を通して、第１の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。

児 童 会
（ 生 徒 会 ）
活 動

　異年齢の児童（生徒）同士で協力し、学校生活の充実と向上を図るた
めの諸問題の解決に向けて、計画を立て役割を分担し、協力して運営す
ることに自主的、実践的に取り組むことを通して、第１の目標に掲げる
資質・能力を育成することを目指す。

クラブ活動
※小学校のみ

　異年齢の児童同士で協力し、共通の興味・関心を追求する集団活動の
計画を立てて運営することに自主的、実践的に取り組むことを通して、
個性の伸長を図りながら、第１の目標に掲げる資質・能力を育成するこ
とを目指す。

学 校 行 事
　全校又は学年の児童（生徒）で協力し、よりよい学校生活を築くため
の体験的な活動を通して、集団への所属感や連帯感を深め、公共の精神
を養いながら、第１の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。

※（　　）は、中学校の目標

　⑵　評価の基本的な考え方

　　ア　評価の観点

　　　　特別活動の目標及び内容を踏まえ、自校の実態に即し、改善等通知の例示を参考に、

各学校における評価の観点とその趣旨を設定する。その際、特別活動の特質や学校と

して重点化した内容を踏まえて、具体的な観点を設定する。観点の設定に当たっては、

次のような方法が考えられる。

　　　①　特別活動における「評価の観点及びその趣旨」を基にして定める。

　　　　【観点例】「よりよい生活を築くための知識・技能」

　　　　　　　　「集団や社会の形成者としての思考・判断・表現」

　　　　　　　　「主体的に生活や人間関係をよりよくしようとする態度」
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　　　②　特別活動における資質・能力の観点（「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」）

をもとに重点化を図って定める。

　　　　【観点例】「集団や社会に参画するための知識・技能」

　　　　　　　　「協働してよりよい生活や人間関係を築くための思考・判断・表現」

　　　　　　　　「主体的に目標を立てて共によりよく生きようとする態度」

　　　③　社会参画に重点化を図って定める。

　　　　【観点例】「多様な他者と協働するために必要な知識・技能」

　　　　　　　　「集団や社会をよりよくするための思考・判断・表現」

　　　　　　　　「主体的に集団生活や生活をよりよくしようとする態度」

　　イ　評価の仕方

　　　　児童生徒一人一人のよさや可能性を積極的に認めるようにするとともに、特別活動

で育成を目指す資質・能力がどのように成長しているかということについて、各個人

の活動状況を基に、評価を進めていく。また、児童生徒が自己の活動を振り返り、新

たな目標や課題をもてるようにするために、活動の結果だけなく活動の過程における

児童生徒の努力や意欲などを積極的に認めたり、児童生徒のよさを多面的・総合的に

評価したりする。

　　ウ　評価の観点を具体化した例

　　　○　学級活動「⑴ア　学級や学校における生活上の諸問題の解決」（小学校低学年）

における設定例

　　　【ねらい】 教師の助けを得ながら、話合い活動の準備ができるようにする。

観　　点 目指す児童の姿（評価方法）

よりよい生活を築くための

知識・技能

　活動の準備の仕方や進め方を理解している。

（行動観察・学級活動ノートの記述分析）

集団や社会の形成者としての

思考・判断・表現

　議題について自分の考えをもち、話合いの順序な

ど計画について考え、準備している。 （行動観察）

主体的に生活や人間関係を

よりよくしようとする態度

　学級生活に関心をもち、話合いの準備に進んで取

り組もうとしている。 　（行動観察）

　　　○　学級活動「⑴イ　学級内の組織づくりや役割の自覚」（中学校）における設定例

　　　【目標】 学級生活をより豊かにするために、創意工夫を生かして効率的に係活動を進

め、信頼し合って活動することができるようにする。

観　　点 目指す生徒の姿（評価方法）

よりよい生活を築くための
知識・技能

　係活動の必要性や効率的な活動の仕方について理
解している。

（行動観察・学級活動ノートの記述分析）

集団や社会の形成者としての
思考・判断・表現

　創意工夫を生かして見通しをもって活動計画を立
て、信頼し支え合って実践している。

（行動観察・係活動計画表の記述分析）

主体的に生活や人間関係を
よりよくしようとする態度

　自分のよさを生かす活動を見付け、自主的に係活
動に取り組もうとしている。

（行動観察・学級活動ノートの記述分析）
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　　　○　学校行事「⑴　儀式的行事」（小学校高学年）における設定例

　　　【ねらい】 厳粛で清新な気分を味わい、行事を節目として希望や意欲をもってこれか

らの生活に臨もうとする態度を養う。

観　　点 目指す児童の姿（評価方法）

よりよい生活を築くための

知識・技能

　全校的な学校行事で、自分がとるべき態度や行動

を理解している。

（行動観察・自己評価ノートの記述分析）

集団や社会の形成者としての

思考・判断・表現

　上級生としての自覚をもち、下級生の模範となる

という心構えで式に臨んでいる。  （行動観察）

主体的に生活や人間関係を

よりよくしようとする態度

　式の意義を理解し、厳粛な気持ちで参加しようと

している。 （行動観察・生活ノートの記述分析）

　　　○　学校行事「⑷　旅行・集団宿泊的行事」（中学校）における設定例

　　　【目標】 日常とは異なる環境や集団生活において、自然や文化・社会に親しみ、新た

な視点から学校生活や学習活動の意義を考えようとする態度を養う。

観　　点 目指す生徒の姿（評価方法）

よりよい生活を築くための

知識・技能

　集団で行動する時の公衆道徳や乗り物利用などの

マナーを心得ており、安全な行動に努めている。

（行動観察）

集団や社会の形成者としての

思考・判断・表現

　集団宿泊的行事が有意義で楽しいものになるよ

う、ねらいを理解し、自分たちで諸計画を工夫して

立てて参加している。

（行動観察・活動計画表の記述分析）

主体的に生活や人間関係を

よりよくしようとする態度

　集団宿泊先について、自分から意欲的に情報収集

を行い、期待感を高めている。

（行動観察・学級活動ノートの記述分析）

　　エ　留意事項

　　　○　各活動、学校行事について具体的な評価の観点を設定し、評価の場や時期、方法

を明らかにする。その際、特に学習過程についての評価を大切にする。

　　　○　児童会（生徒会）活動や学校行事における児童（生徒）の姿を、学級担任者以外

の教師とも共通理解を図り、適切に評価できる体制を整える。

　⑶　「特別活動の記録」の欄

　　ア　記入の仕方

　　　○　特別活動の記録については、各学校が自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点

を省略せず記入した上で、各活動・学校行事ごとに、十分満足できる活動の状況に

あると判断される場合に、○印を記入する。

　　　○　小学校において、クラブ活動を行わなかった学年には右下がりの斜線を引く。

　　　○　評価の観点が在学中に変更される可能性があることを想定して、観点の欄の下側

は空けておくことが望ましい。
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　　イ　記入例

　　　○　小学校

内　容 観点　　　　　　　　学年 １ ２ ３ ４ ５ ６

学 級 活 動 ◦よりよい生活を築くための知識・技能

◦集団や社会の形成者としての思考・

判断・表現

◦主体的に生活や人間関係をよりよく

しようとする態度

○ ○ ○ ○ ○

児童会活動 ○ ○

クラブ活動 ○ ○

学 校 行 事 ○

　　　○　中学校

内　容 観点　　　　　　　　学年 １ ２ ３

学 級 活 動
◦よりよい生活を築くための知識・技能

◦集団や社会の形成者としての思考・

判断・表現

◦主体的に生活や人間関係をよりよく

しようとする態度

○ ○ ○

生徒会活動 ○

学 校 行 事 ○ ○

　⑷　特別活動に関する事実及び所見について

　　ア　記入の仕方

　　　　特別活動における具体的な事実及び所見については、「総合所見及び指導上参考と

なる諸事項」の欄に記入する。その際、特別活動が人間形成に関わる多様な資質や能

力の育成を目標としていることから、児童生徒の十分満足できる活動の状況を積極的

に認めるようにすることが大切である。

　　　○　事実の記入に当たっては、所属する委員会名（係名）及び学校行事における役割

などが客観的に伝わるものになるよう留意する。

　　　○　所見の記入に当たっては、活動の状況や進歩の状況及び活動を通して見られる児

童生徒の特徴に関する記述が中心となる。

　　　○　その他、特に指導が必要である場合には、その事実に関することを記述する。
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　　イ　記入例

　　　○　小学校

内　容 事　　実　　及　　び　　所　　見

学 級 活 動
◦学級会では、司会の役割を理解し、意見をまとめることができた。

◦学級の「お楽しみ会」では、友達と協力して、企画・運営に貢献した。

児童会活動
◦飼育委員として、えさやりを欠かすことなくうさぎの世話を行った。

◦１年生を迎える集会では、進行係として、中心的役割を果たした。

クラブ活動
◦一輪車クラブのクラブ長として、活躍した。

◦器楽クラブに所属し、練習の成果を生かして演奏した。

学 校 行 事
◦運動会の全校リレーでは、意欲的に練習し、優勝に貢献した。

◦高齢者福祉施設訪問では、高齢者と積極的に交流した。

　　　○　中学校

内　容 事　　実　　及　　び　　所　　見

学 級 活 動
◦学級の諸課題を自らの課題として捉え、建設的な意見を述べた。

◦自分自身について振り返り、将来の進路について積極的に発表した。

生徒会活動
◦生徒会長として、文化祭の企画・運営に尽力した。

◦学習委員として、２分前着席の呼び掛けを確実に行った。

学 校 行 事
◦体育大会では、ブロックの応援リーダーとして活躍した。

◦文化祭実行委員として、文化祭の企画・運営に貢献した。
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６　行動の記録

　⑴　評価の基本的な考え方

　　ア　「行動の記録」の項目及び趣旨

　　　　「行動の記録」は、各教科、特別の教科 道徳、外国語活動（小学校）、総合的な学

習の時間、特別活動やその他学校生活全体にわたって認められる児童生徒の行動の様

子を評価し、記録するものである。児童生徒の行動の様子について、長所を中心に分

析的かつ総合的に捉え、これからの指導に生かし、児童生徒自らがよさや可能性に気

付き積極的に伸ばしていくようにするためのものである。特に、改正教育基本法や学

校教育法の一部改正の趣旨を反映させるとともに、学校における多様な教育活動全体

における行動の様子を評価するものであるという性格に留意する必要がある。

○　小学校

項　目 学　年 趣　　　旨

基本的な
　生活習慣

第１学年及び第２学年
安全に気を付け、時間を守り、物を大切にし、気
持ちのよい挨拶を行い、規則正しい生活をする。

第３学年及び第４学年
安全に努め、物や時間を有効に使い、礼儀正し
く節度のある生活をする。

第５学年及び第６学年
自他の安全に努め、礼儀正しく行動し、節度を
守り節制に心掛ける。

健康・
　体力の向上

第１学年及び第２学年
心身の健康に気を付け、進んで運動をし、元気
に生活をする。

第３学年及び第４学年
心身の健康に気を付け、運動をする習慣を身に
付け、元気に生活をする。

第５学年及び第６学年
心身の健康の保持増進と体力の向上に努め、元
気に生活をする。

自主・自律

第１学年及び第２学年 よいと思うことは進んで行い、最後までがんばる。

第３学年及び第４学年
自らの目標をもって進んで行い、最後まで粘り
強くやり通す。

第５学年及び第６学年
夢や希望をもってより高い目標を立て、当面の
課題に根気強く取り組み、努力する。

責任感

第１学年及び第２学年
自分でやらなければならないことは、しっかり
と行う。

第３学年及び第４学年
自分の言動に責任をもち、課せられた役割を誠
意をもって行う。

第５学年及び第６学年
自分の役割と責任を自覚し、信頼される行動を
する。

創意工夫

第１学年及び第２学年 自分で進んで考え、工夫しながら取り組む。

第３学年及び第４学年
自分でよく考え、課題意識をもって工夫し取り
組む。

第５学年及び第６学年
進んで新しい考えや方法を求め、工夫して生活
をよりよくしようとする。

思いやり・協力

第１学年及び第２学年
身近にいる人々に温かい心で接し、親切にし、
助け合う。

第３学年及び第４学年
相手の気持ちや立場を理解して思いやり、仲よ
く助け合う。

第５学年及び第６学年
思いやりと感謝の心をもち、異なる意見や立場を
尊重し、力を合わせて集団生活の向上に努める。

生命尊重・
　自然愛護

第１学年及び第２学年 生きているものに優しく接し、自然に親しむ。

第３学年及び第４学年
自他の生命を大切にし、生命や自然のすばらし
さに感動する。

第５学年及び第６学年 自他の生命を大切にし、自然を愛護する。
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勤労・奉仕

第１学年及び第２学年 手伝いや仕事を進んで行う。

第３学年及び第４学年 働くことの大切さを知り、進んで働くようにする。

第５学年及び第６学年
働くことの意義を理解し、人や社会の役に立つ
ことを考え、進んで仕事や奉仕活動をする。

公正・公平

第１学年及び第２学年 自分の好き嫌いや利害にとらわれないで行動する。

第３学年及び第４学年 相手の立場に立って公正・公平に行動する。

第５学年及び第６学年
誰に対しても差別をすることや偏見をもつこと
なく、正義を大切にし、公正・公平に行動する。

公共心・公徳心

第１学年及び第２学年
約束やきまりを守って生活し、みんなが使うも
のを大切にする。

第３学年及び第４学年
約束や社会のきまりを守って公徳を大切にし、
人に迷惑をかけないように心掛け、伸び伸びと
生活する。

第５学年及び第６学年
規則を尊重し、公徳を大切にするとともに、我
が国や郷土の伝統と文化を大切にし、学校や人々
の役に立つことを進んで行う。

○　中学校

項　目 趣　　　旨

基本的な生活習慣
自他の安全に努め、礼儀正しく節度を守り節制に心掛け、調和のある
生活をする。

健康・体力の向上
活力のある生活を送るための心身の健康の保持増進と体力の向上に
努めている。

自主・自律
自分で考え、的確に判断し、自制心をもって自律的に行動するとと
もに、より高い目標の実現に向けて計画を立て根気強く努力する。

責任感 自分の役割を自覚して誠実にやり抜き、その結果に責任を負う。

創意工夫
探究的な態度をもち、進んで新しい考えや方法を見付け、自らの個
性を生かした生活を工夫する。

思いやり・協力
誰に対しても思いやりと感謝の心をもち、自他を尊重し広い心でと
もに協力し、よりよく生きていこうとする。

生命尊重・自然愛護 自他の生命を尊重し、進んで自然を愛護する。

勤労・奉仕
勤労の尊さや意義を理解して望ましい職業観をもち、進んで仕事や
奉仕活動をする。

公正・公平
正と不正を見極め、誘惑に負けることなく公正な態度がとれ、差別
や偏見をもつことなく公平に行動する。

公共心・公徳心
規則を尊重し、公徳を大切にするとともに、我が国の伝統と文化を
大切にし、国際的視野に立って公共のために役に立つことを進んで
行う。

　　イ　評価の仕方 

　　　　各学校においては、設置者が定めた「行動の記録」の項目及びその趣旨に基づき、

具体的な行動場面を設定し、評価する。ただし、「行動の記録」の項目の設定に当たっ

ては、教育基本法第２条や学校教育法第21条に示されている義務教育の目標、学習指

導要領第１章総則や第３章「特別の教科 道徳」に示す道徳の目標や内容、内容の取

扱いで重点化を図ることとしている事項、同第１章総則において示す体育・健康に関

する指導等を踏まえる必要がある。

　　　　評価を行う際、教師は児童生徒の行動を項目別に漠然と見るのではなく、それらの

特性を自分のものとして身に付けているかを評価し、そのことを通して児童生徒一人
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一人がもっている個性やよさを見いだすようにしなければならない。また、評価の対

象が児童生徒の学校における多様な教育活動全体に関わるため、各学校においては、

評価についての具体的な観察方法や規準について、妥当性や信頼性が高められるよう、

共通理解を図っておくことが必要である。

　　ウ　留意事項

　　　○　各教科、特別の教科 道徳、外国語活動（小学校）、総合的な学習の時間、特別活

動やその他学校における多様な教育活動全体にわたって認められる児童生徒の行動

について、場面ごとの規準に照らして、評価する。

　　　○　教師が児童生徒一人一人の心情や行動を把握し、客観的な根拠に基づいて評価す

る。

　　　○　観察ノート等を用い、児童生徒の具体的な行動を記録するなど、一人一人を認め

ながら伸ばす資料の充実を図る。

　　　○　評価を指導に生かしていくために、学級担任者とその他の教師が積極的に情報交

換を行い、指導に関する協力体制を作っておく。

　　エ　趣旨の具体化の例

○　小学校

　①　基本的な生活習慣

学年 内　容 「十分満足できる」状況例

第
１
・
２
学
年

○安全に気を付ける。

○時間を守る。

○物を大切にする。

○気持ちのよい挨拶をする。

○規則正しい生活をする。

○交通のきまりを守って安全に通学する。

○廊下や階段は、ルールを守って歩く。

○安全に気を付けて楽しく遊ぶ。

○時刻を守り、時間を大切にして行動する。

○自分の持ち物には名前を書き、最後まで大切に扱う。

○身近な人に元気よく挨拶をする。

○早寝、早起き、朝ご飯の習慣が身に付いている。

第
３
・
４
学
年

○安全に努める。

○物や時間を有効に使う。

○礼儀正しく節度のある生

活をする。

○交通規則を守って安全に通学する。

○ルールを守り、安全に気を付けて遊ぶ。

○自他の物を大切に扱い、後始末をきちんとする。

○日課表や時計を見て、自分で考えて行動する。

○進んで挨拶をしたり、丁寧な言葉遣いで話したり

する。

第
５
・
６
学
年

○自他の安全に努める。

○礼儀正しく行動する。

○節度を守り節制に心掛け

る。

○交通規則を遵守し、下級生にも気を配って安全に

通学する。

○気持ちのよい挨拶や、時と場、相手に合った言葉

遣いをする。

○時間を上手に使ったり、進んで身の回りの整理・

整頓をしたりする。
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　②　健康・体力の向上

学年 内　容 「十分満足できる」状況例

第
１
・
２
学
年

○心身の健康に気を付ける。

○進んで運動をする。

○好き嫌いをしないで食べる。

○手洗いやうがい、歯磨きを丁寧にする。

○元気よく外で遊ぶ。

第
３
・
４
学
年

○心身の健康に気を付ける。

○運動する習慣を身に付け

る。

○健康を考え、好き嫌いをせずに何でも食べる。

○手洗いやうがい、歯磨きを進んでする。

○進んで外で遊び、運動に親しむ。

第
５
・
６
学
年

○心身の健康の保持増進に

努める。

○体力の向上に努める。

○体の成長を考え、偏食をせず、好き嫌いなく食べる。

○手洗いや歯磨きを励行し、清潔さを保つ。

○生活の仕方を見直し、健康に気を付けて生活する。

　③　自主・自律

学年 内　容 「十分満足できる」状況例

第
１
・
２
学
年

○よいと思うことは進んで

行う。

○自分がやらなければなら

ないことは、最後までが

んばる。

○進んで挙手をし、自分の意見をはっきりと言う。

○自分の考えを素直に言って楽しく遊ぶ。

○学習や作業は最後まで行う。

○進んで役割を引き受け、最後までやり抜く。

第
３
・
４
学
年

○自らの目標をもって進ん

で行う。

○自分でやろうと決めたこ

とは、最後まで粘り強く

やり通す。

○疑問点について積極的に質問し、解決しようとする。

○自分の考えをしっかりともち、よいと思うことは

実行する。

○友達の意見に流されず、自分の思ったことをはっ

きりと発言する。

第
５
・
６
学
年

○夢や希望をもってより高

い目標を立てる。

○当面の課題に根気強く取

り組み、努力する。

○自分の意思で考え、正しいと判断したことを最後

までやり抜く。

○困難な問題に直面しても、粘り強く解決しようと

努力する。
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　④　責任感

学年 内　容 「十分満足できる」状況例

第
１
・
２
学
年

○自分がやらなければなら

ないことを、しっかりと

行う。

○引き受けた仕事を最後まで進んでする。

○使った道具や用具を進んで片付ける。

○係や当番の仕事を進んでする。

第
３
・
４
学
年

○自分の行動に責任をもつ。

○自分の役割を理解し、課

せられた役割を誠意を

もって行う。

○よく考えて行動し、自分の行動に責任をもつ。

○物を借りたときは、丁寧に扱い、期日までに返す。

○分担した仕事を、責任をもってやり遂げる。

○係や当番の仕事を、誠意をもって行う。

第
５
・
６
学
年

○自分の役割と責任を自覚

する。

○自分の行動に責任をもち、

信頼される行動をする。

○自分の責任を果たすために、誠意をもって取り組む。

○分担した作業は、周囲のことも考え、責任をもっ

て最後までやり抜く。

○自分の行動に責任をもち、間違いがあれば、素直

に認める。

　⑤　創意工夫

学年 内　容 「十分満足できる」状況例

第
１
・
２
学
年

○自分で進んで考え工夫す

る。

○みんなが楽しく遊べるように工夫する。

○課題に対して、自分なりの解決方法を見付ける。

○係や当番の仕事を手順よく行う。

第
３
・
４
学
年

○自分でよく考える。

○課題意識をもって、工夫

して取り組む。

○学級生活の向上に役立つアイデアを進んで発表する。

○ノートに分かりやすくまとめたり、使い方を工夫

したりする。

○係や当番などの仕事の仕方を工夫する。

第
５
・
６
学
年

○進んで新しい考えや方法

を求める。

○工夫して自分の生活をよ

りよくしようとする。

○新しいアイデアや方法を生かした計画を立案し、

実行する。

○時間の使い方や学習の仕方を工夫する。

○自分が分担した仕事の仕方を工夫し、効果的に進

める。
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　⑥　思いやり・協力

学年 内　容 「十分満足できる」状況例

第
１
・
２
学
年

○身近にいる人々に温かい

心で接し、親切にし、助

け合う。

○自分の好き嫌いにとらわれず、友達に接する。

○困っている友達の手助けをする。

○友達と協力して、学習や係の仕事をする。

○身近にいる友達と仲よく活動する。

第
３
・
４
学
年

○相手の気持ちや立場を理

解し、思いやりの心を

もって親切にする。

○友達と仲よく助け合う。

○困っている人の相談に乗ったり、励まし合ったり

する。

○相手の気持ちや立場を考えて行動する。

○方法や分担を相談し、互いに力を合わせて活動する。

○友達の意見を聞き、助け合って活動する。

第
５
・
６
学
年

○思いやりと感謝の心をも

ち、親切にする。

○異なる意見や立場を尊重

し、広い心で接する。

○力を合わせて集団生活の

向上に努める。

○相手の立場に立って考え、親切にする。

○異なった意見や立場を尊重し、協力し合って活動

する。

○誰に対しても分け隔てなく接し、みんなと楽しい

雰囲気をつくる。

　⑦　生命尊重・自然愛護

学年 内　容 「十分満足できる」状況例

第
１
・
２
学
年

○生きているものに優しく

接し、自然に親しむ。

○広場や公園などの自然の中で楽しく遊ぶ。

○小動物に関心をもち、大切に世話をする。

○自分で植えた植物を大切に育てる。

○遠足などの校外活動で後始末を進んで行い、公園

や野山の美化に努める。

第
３
・
４
学
年

○自他の生命を大切にし、

生命や自然のすばらしさ

に感動する。

○山、川、海岸などの自然の美しさを知り、大切に

する。

○優しい気持ちで動植物の世話をし、大切にする。

○自分や他人の生命をかけがえのないものとして、

大切にする。

第
５
・
６
学
年

○自他の生命を大切にし、

自然を愛護する。

○自分のできる範囲で、自然環境を守る活動をする。

○自然のすばらしさや季節の変化が生活に与えてい

る恩恵に気付き、そのよさを感じ取る。

○生きることの喜びを知り、自他の生命を尊重しな

がら学校生活を送る。
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　⑧　勤労・奉仕

学年 内　容 「十分満足できる」状況例

第
１
・
２
学
年

○進んで手伝いをする。

○進んで仕事をする。

○学級や友達の仕事を進んで手伝う。

○係や当番の仕事を進んでする。

○清掃や作業を進んで行う。

第
３
・
４
学
年

○働くことの大切さを知

り、進んで働く。

○係や当番活動の仕事の大切さを知り、自分から進

んで仕事をする。

○清掃や作業などを熱心にする。

○自分から仕事を見付けて働く。

第
５
・
６
学
年

○働くことの意義を理解

し、人や社会の役に立つ

ことを考え、進んで仕事

や奉仕活動をする。

○委員会活動の意義を理解し、学校生活の向上のた

めに進んで活動する。

○校内や地域の美化活動などに進んで取り組む。

　⑨　公正・公平

学年 内　容 「十分満足できる」状況例

第
１
・
２
学
年

○自分の好き嫌いや利害に

とらわれないで行動す

る。

○友達の意見をよく聞いて、正しいと思う意見に賛

成する。

○よいことと悪いことを区別し、よいと思うことを

進んでする。

○ルールを守り、楽しく活動する。

第
３
・
４
学
年

○相手の立場に立って、公

正・公平に行動する。

○意見が対立しても相手の意見をよく聞いて判断する。

○正しいと判断したことは、自信をもって行う。

第
５
・
６
学
年

○誰に対しても、差別や偏

見をもつことなく、正義

を大切にし、公正・公平

に行動する。

○意見が対立しても、公平に判断し、正しいと思う

考えを支持する。

○善悪を公正に見極め、正しい判断の下に行動する。
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　⑩　公共心・公徳心

学年 内　容 「十分満足できる」状況例

第
１
・
２
学
年

○約束やきまりを守る。

○みんなが使うものを大切

にする。

○遠足や見学などの校外活動では、約束やきまりを

守る。

○みんなが使うものを大切に使い、後始末をする。

○学級・学校のきまりや約束を守って生活する。

第
３
・
４
学
年

○約束や社会のきまりを

守って公徳を大切にする。

○人に迷惑をかけないよう

に心掛け、伸び伸びと生

活する。

○みんなが使うものを大切に使い、使用後はきちん

と整頓する。

○公共の乗り物や施設を、マナーを守って利用する。

○約束やきまりの意義を理解し、それらを守る。

第
５
・
６
学
年

○規則を尊重し、公徳を大

切にする。

○我が国や郷土の伝統や文

化を大切にする。

○学校や人々の役に立つこ

とを進んで行う。

○きまりの意義を理解した上で、学校や社会のきま

りを進んで守る。

○遠足や修学旅行などの校外活動では、ルールやマ

ナーを守る。

○地域の伝統的な行事に関心をもち、進んで参加する。

○先人の働きや文化財に関心をもち、それらを大切

にする。

○公共物の大切さが分かり、他の人のことを考えて

利用する。



－ 39 －

◯　中学校

　①　基本的な生活習慣

内　容 「十分満足できる」状況例

○自他の安全に努める。

○礼儀正しく行動する。

○節度を守り節制に心掛け調和の

ある生活をする。

○交通規則をよく守り、安全に通学する。

○自他の安全を考え、常に落ち着いた行動をする。

○誰に対しても気持ちのよい挨拶をし、適切な言葉

遣いで話す。

○礼儀の意義を理解し、時と場に応じた適切な言動

をとる。

○遅刻や欠課がなく、決められた時間を守る。

○身の回りの整理・整頓ができ、進んで教室などの

片付けや後始末をする。

○自分の持ち物を大切にし、提出物や学習用具の忘

れ物をしない。

○金銭を大切にし、無駄遣いをしないように心掛ける。

　②　健康・体力の向上

内　容 「十分満足できる」状況例

○活力ある生活を送るため、心身

の健康の保持増進に努める。

○活力ある生活を送るため、体力

の向上に努める。

○友人と明るく和やかに接し、常に前向きな態度で

生活する。

○自ら健康的な生活を心掛ける。

○健康に関わる活動から学んだことを生活に生かす。

○自分の体の状態を考えて、栄養のバランスが取れ

た食事をとる。

○体育大会などの体育的行事に意欲的に取り組む。

○自分なりの目標をもち、積極的に部活動に取り組

み、体力の向上を図る。

　③　自主・自律

内　容 「十分満足できる」状況例

○自分で考え、的確に判断し、自

制心をもって自律的に行動する。

○より高い目標の実現に向けて計

画を立て根気強く努力する。

○集団の一員としての自覚をもち、きまりをよく守

り、不正な誘惑に負けない。

○見通しをもって生活し、守るべき時間をきちんと

守る。

○学習時と休憩時のけじめをつけて行動する。

○自分の考えをもち、周りに流されることなく判断

して、望ましい行動をとる。

○進んで自分の考えを述べたり、仕事を引き受けた

りする。

○自分に合った学習計画を立て、目標達成を目指し

て自主的に学習に取り組み、根気強く努力する。

○自分の将来についてよく考え、必要な情報を集め

たり、知識及び技能を身に付けようと努力したり

する。

○学校行事に意欲的に取り組み、最後まで精一杯努

力する。

○部活動に進んで参加し、目標の達成に向けて根気

強く努力する。
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　④　責任感

内　容 「十分満足できる」状況例

○自分の役割を自覚して誠実にや

り抜く。

○自分の行動やその結果に責任を

負う。

○集団における自分の仕事や役割を自覚し、誠実に

やり抜く。

○頼まれたことや約束したことに誠意をもって取り

組む。

○自分のなすべき課題や役割を、定められた期日ま

でにやり遂げようと努力する。

○日直の仕事や当番活動に誠実に取り組む。

○清掃活動や任された作業に最後まで取り組む。

○自分の言動に責任をもち、間違いがあれば素直に

改める。

　⑤　創意工夫

内　容 「十分満足できる」状況例

○探究的な態度をもつ。

○進んで新しい考えや方法を見付

ける。

○自らの個性を生かした生活を工

夫する。

○分からないことを友人や教師に積極的に尋ねた

り、自分で調べたりして解決しようとする。

○学校や学級の生活がよりよくなるように、改善点

を進んで考えて、物事に積極的に取り組む。

○自らの課題に対して、積極的に問題解決に取り組む。

○日々の生活がより充実したものになるよう、工夫

して生活する。

○創造的な発想力でテーマやスローガンを設定する

など、生徒会活動等に貢献する。

○作品作りに独自の発想を生かして工夫する。

○自分の特技や個性を生かして積極的に活動する。

　⑥　思いやり・協力

内　容 「十分満足できる」状況例

○誰に対しても思いやりと感謝の

心をもち、よりよく生きていこ

うとする。

○自他を尊重し広い心で共に協力

し、よりよく生きていこうとす

る。

○誰に対しても思いやりや感謝の気持ちをもって接

する。

○相手の立場に立って考え、よりよく行動する。

○話合いで決定したことを尊重し、協力する。

○状況や相手の気持ちを考えて行動し、集団がより

よくなるように協力する。

○互いに励まし合い、忠告し合える友人関係を築く。

○学級や学年を超えた活動を通して、豊かな人間関

係を築く。

○友人を助け、協力して活動や作業をする。

○地域の人や専門家から協力を得るなど、他者と積

極的に交流する。
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　⑦　生命尊重・自然愛護

内　容 「十分満足できる」状況例

○自他の生命を尊重する。

○進んで自然を愛護する。

○自らの生命を大切にするとともに、他者の生命も大

切にする。

○動植物の生命を尊重し、愛情をもって接する。

○歴史を正しく理解し、平和や生命の尊さを知る。

○自然界にある事物や動植物に関心をもち、自然環境

の保全に努める。

○自然や生命に対する畏敬の念をもち、自然との関わ

りを深める。

○環境問題に関心をもち、積極的に自然環境の保護や

回復に努める。

　⑧　勤労・奉仕

内　容 「十分満足できる」状況例

○勤労の尊さや意義を理解して望

ましい職業観をもつ。

○進んで仕事や奉仕活動をする。

○職場体験学習やボランティア活動などを通して勤

労の意義や尊さについて理解し、進んで行動する。

○自己の能力・適性を知り、希望する進路を実現し

ようと努める。

○清掃活動を通して働くことの意義や奉仕すること

の喜びを知り、進んで取り組む。

○地域社会の一員として積極的に活動し、公共のた

めに努力する。

○奉仕活動に積極的に参加し、社会のために役立と

うとする。

　⑨　公正・公平

内　容 「十分満足できる」状況例

○正と不正を見極め、誘惑に負け

ることなく公正な態度をとる。

○差別や偏見をもつことなく、公

平に行動する。

○他者の意見を真剣に聞き、素直に受け入れ、自ら

考え、進んで正しい判断をする。

○誘惑に負けず、友人の不正に対して勇気をもって

忠告する。

○他者の思惑に左右されず、正しいと思うことを進

んで行う。

○性別、年齢、役職、職業、能力、国籍等に関わら

ず、誰に対しても差別や偏見をもつことなく公正・

公平に接する。

○不正な言動を許さない態度や行動をとる。

○互いの個性を尊重して生活している。
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　⑩　公共心・公徳心

内　容 「十分満足できる」状況例

○規則を尊重し、公徳を大切にする。

○我が国の伝統と文化を大切にす

る。

○国際的視野に立って公共のため

に役立つことを進んで行う。

○法やきまりは自分たちの生活や権利を守るために

あることを十分理解し、自ら進んで規則を守る。

○自己中心的な行動は慎み、全体のことを考えて活

動する。

○社会のルールやマナーを守り、周りの人に迷惑を

かけない。

○公徳の大切さを理解し、学校生活や社会生活の中

で守るべきことをきちんと守る。

○社会の一員である自覚をもち、よりよい社会を築

こうと努力する。

○学校の歴史や伝統に関する体験活動に積極的に取

り組み、よりよい学校をつくっていこうと努力する。

○郷土に対する理解を深め、郷土に愛着をもち、そ

の発展に努める。

○我が国の伝統と文化に誇りをもち、継承していこ

うと努める。

○地域の行事や我が国の年中行事に関心をもち、進

んで参加し、継承していこうと努める。

○我が国や世界の諸問題について関心をもち、自分

たちのできることは何かを考え、進んで実行する。

○他の国の人々や異文化に対する理解を深め、交流

活動に積極的に参加する。

　⑵　「行動の記録」の欄

　　ア　記入の仕方

　　　　この欄は、趣旨に照らして、各項目において児童生徒が十分満足できる状況にある

かどうかを評価するものである。評価の方法は、各教科、特別の教科 道徳、外国語

活動（小学校）、総合的な学習の時間、特別活動やその他学校生活全体にわたって認

められる児童生徒の行動について、各項目の趣旨に照らして十分満足できる状況にあ

ると判断される場合に、○印を記入する。なお、特に必要があれば、学校の教育目標

を踏まえた項目を加え、空欄に記入する。

　　イ　記入例（中学校の場合）

項　目＼学　年 1 2 3 項　目＼学　年 1 2 3

基本的な生活習慣 ○ ○ ○ 思いやり・協力

健康・体力の向上 生命尊重・自然愛護

自主・自律 ○ ○ ○ 勤労・奉仕

責任感 ○ 公正・公平 ○ ○

創意工夫 公共心・公徳心 ○ ○ ○
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　⑶　行動に関する所見の記述

　　　行動に関する所見については、「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に文章

で端的に記述する。

　　ア　主な記入内容

　　　○　学校生活全体にわたって認められる児童生徒の特徴に関すること。

　　　○　当該学年において、その当初と学年末を比較し、行動の状況の進歩が著しい場合、

その状況に関すること。

　　　○　指導上、特に留意する必要があると認められる児童生徒の健康状態、その他特に

指導が必要である場合、その事実に関すること。ただし、記述に当たっては慎重に

扱う必要がある。

　　イ　記入例

小　

学　

校

◦自ら目標を立て、毎日持久走の練習に励んだ。

（「健康・体力の向上」の例）

◦植物の成長を楽しみにして、学級の植物の世話を熱心に行った。

　（「生命尊重・自然愛護」の例）

◦みんなのことを考えて友達と助け合いながら生活した。

　（全体的な特徴の例）

◦相手の立場や気持ちを考えて行動するなど、学級の模範となっている。

（個人として優れている点を捉えた例）

中　

学　

校

◦バランスのよい食事をとったり運動をしたりするなど、健康の保持増進に努めた。

（「健康・体力の向上」の例）

◦自らの仕事に進んで取り組み、学校行事の成功に貢献した。

（「自主・自律」の例）

◦何事に対しても手を抜くことなく丁寧に取り組み、友人からも信頼されている。

　（全体的な特徴を捉えた例）

◦委員会活動を通して自信を付け、何事に対しても積極的に行動できるようになった。

　（進歩が著しい場合の例）



－ 44 －

７　総合所見及び指導上参考となる諸事項

　　児童生徒の成長の状況を総合的に捉え、各学校で設定した視点に沿って、一人一人の児

童生徒のよさや伸びに目を向け、文章で端的に記述する。その際、全人的な力である「生

きる力」の育成を目指す学習指導要領のねらいを踏まえ、児童生徒の成長の状況を総合的

に捉える工夫をすることが大切である。記入事項及び内容は、以下のようなことが考えら

れる。

　⑴　各教科の学習に関する所見

　　ア　学習全体として見られる個々の特徴など、横断的比較による個人内評価事項。

　　イ　学年当初から学年末にかけて学習面での進歩の状況など、縦断的比較による個人内

評価事項。

　　ウ　児童生徒の体力の状況及び学習に影響を及ぼす健康状況に関すること。

　　エ　学校教育法施行規則第54条及び第79条に従い、児童生徒の履修困難な教科につい

て、特別の処遇をとった場合、その状況に関すること。

　　オ　その他、特に指導が必要である場合には、その事実に関すること。

　⑵　特別活動に関する事実及び所見

　　ア　学級活動や児童会（生徒会）活動、クラブ活動（小学校）及び学校行事における所

属する係名や委員会名、委員長など分担した役割、それらの活動状況など以後の指導

に特に必要とされる場合の事実に関すること。

　　イ　リーダーシップや活動の意欲など、特別活動全体を通して見られる児童生徒の特徴

や著しい進歩の状況についての所見に関すること。

　⑶　行動に関する所見

　　ア　行動の記録において評価した10項目の分析に基づき、全体的に捉えた児童生徒の特

徴に関すること。

　　イ　個々の児童生徒として比較的優れている点など、学校生活全般にわたって見られる

特徴に関すること。

　　ウ　当該学年において、その当初と学年末を比較し、行動の状況の進歩が著しい場合、

その状況に関すること。指導上、特に留意する必要があると認められる児童生徒の健

康状態、その他特に指導が必要である場合、その事実に関すること。ただし、記述に

当たっては慎重に扱う必要がある。

　⑷　進路指導に関する事項（中学校）

　　ア　生徒の将来の希望や進学、就職など当面する進路についての希望に関すること。

　　イ　主体的な進路選択に対する生徒の意欲や態度についての事実に関すること。

　　ウ　自己の将来や進路に関する生徒の学習、活動の状況についての事実に関すること。

　　エ　進路選択や学習、活動を通して把握した生徒の特性を踏まえつつ、教師が生徒の希

望を実現するために行った指導及び助言に関すること。

　⑸　児童生徒の特徴・特技、部活動（中学校）、学校内外におけるボランティア活動など

社会奉仕体験活動、表彰を受けた行為や活動、学力について標準化された検査の結果な

ど指導上参考となる諸事項

　　ア　児童生徒の特徴や特技、趣味などのうち、児童生徒の長所を把握する上で重要なこ

と。

　　イ　教育課程との関連が図られるよう位置付けが明確になった部活動における努力の過

程や成果に関すること。（中学校）

　　ウ　家庭や社会等における奉仕活動等の善行、学校内外における表彰を受けた行為や活

動等、課外における活動等のうち児童生徒の長所と判断されること。

　　エ　学力について標準化された検査の結果については、妥当性、信頼性の高いものを正

確に実施した場合に、検査月日及び検査の名称とともに記述する。
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　⑹　児童生徒の成長の状況に関わる総合的な所見

　　ア　児童生徒の優れている点や長所、進歩の状況などを取り上げることを基本として、

総合的に捉えた児童生徒の成長の状況に関すること。

　　イ　児童生徒の努力を要する点など、その後の指導において特に配慮を要すること。

　　ウ　通級による指導を受けている児童生徒について、通級による指導を受けた学校名、

通級による指導の週（月）当たりの授業時数、指導期間、指導内容や結果等に関する

こと。

　　エ　通級による指導の対象となっていない児童生徒で、教育上特別な支援を要する場合

については、必要に応じ、効果があったと考えられる指導方法や配慮事項に関するこ

と。
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　【中学校の記入例】（小学校においても中学校記入例に準じて記載する。）

総合所見及び指導上参考となる諸事項

第　

１　

学　

年

〈生徒Ａ　記入例〉

◦数学科や理科では、論理的な思考力に優れて

いる。

◦学習委員（１学期）、生活委員（２学期）、教

科係（３学期）

◦学習委員として、２分前着席の呼び掛けを確

実に行った。

◦体育大会ブロック応援リーダー

◦文化祭実行委員

◦基本的な生活習慣が確実に身に付いている。
第　

２　

学　

年

〈生徒Ｂ　記入例〉

◦全ての教科で授業態度は意欲的である。

◦教科係（前期）、給食委員（後期）

◦給食委員として、日々の給食が円滑に進むよ

う尽力した。

◦体育大会実行委員

◦校内合唱コンクール実行委員

◦清掃活動に意欲的で、他の模範となった。

◦高等学校普通科への進学を希望している。

◦校外のサッカーチームに所属

◦○○サッカー大会優勝

◦えひめこども美術展　絵画の部特選

◦赤い羽根街頭募金参加

◦英検３級

◦将来は医師になりたいと考えている。

◦バスケットボール部

◦市総体出場

◦市新人大会準優勝

◦県新人大会出場

◦市児童生徒理科自由研究作品入選

【通級による指導を受けた場合の記入例】

◦自校ＡＤＨＤ通級指導教室で、週２時間

の指導を受ける。適切なコミュニケーショ

ンの取り方の指導により、場面や状況に

応じた行動が意識できるようになってき

た。

　児童生徒の成長の状況を総合的に捉え、各学校で設定した視点に沿って、一人一人

の児童生徒のよさや伸びに目を向け、箇条書き等の簡潔な文章で記入する。

　なお、児童生徒の実態等を考慮し、各学校において適切な分量で記入する。
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８　出欠の記録

　　この欄は、学年末の記入を原則とするが、転学又は退学等の場合は、それまでの出欠の

状況を記入する。

　　この欄の記入に当たっては、別に学校が備えなければならない表簿（学校教育法施行規

則第28条）となっている出席簿の記載を基にしなければならない。また、該当する日数が

ない場合は、欄を空白にしないで０と記入する。

　⑴　授業日数の欄

　　　児童生徒の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。学校保健安

全法第20条又は学校教育法施行規則第63条及び第79条の規定に基づき、臨時に、学校の

全部（学校閉鎖）又は学校の一部（学年閉鎖）の休業を行うこととした日数は授業日数

には含めない。

　　ア　学年の授業日数

　　　　この日数は、非常変災等特別の事情がない限りは学習指導要領の規定（小中学校第

１章総則第２－３⑵）により年間35週（小学校第1学年については34週）以上の日数

となる。原則として、同一学年の全ての児童生徒につき同日数となる。

　　イ　転学又は退学等をした児童生徒の授業日数

　　　　学籍の記録の「転学・退学等」の欄の括弧書きの年月日までの日数を記入する。

　　ウ　転入学又は編入学等をした児童生徒の授業日数

　　　　転入学又は編入学等をした児童生徒については、転入学又は編入学等をした日以後

の授業日数を記入する。

　　　　なお、転学あるいは転入学に伴う旅行日数は、「授業日数」や「出席しなければな

らない日数」には含めず、出欠の記録からは計算外の日数となる。

　⑵　出席停止・忌引等の日数の欄

　　　この欄は、児童生徒が出席停止となったり、忌引等の理由で出席を要しないと認めら

れたりした日数の合計を記入する。

　　　この欄に記入するのは、次のような場合である。

　　ア　学校教育法第35条及び第49条による出席停止日数、学校保健安全法第19条による出

席停止日数、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条、第20

条、第26条、第46条による入院の場合の日数

　　イ　学校保健安全法第20条により、臨時に学年の中の一部の休業（学級閉鎖）を行った

場合の日数

　　ウ　忌引日数

　　　　忌引日数についての一般的な基準はなく、学校ごとに定められることになるが、学

校によってあまり差異があることは好ましくないため、各学校においては、国家公務

員の忌引について人事院で定められた日数を準用し、次のように定めることが望ましい。

死亡した者 父　　母 祖 父 母 兄弟姉妹 曽祖父母 伯叔父母

日　　　数 ７日以内 ３日以内 ３日以内 １　　日 １　　日

　　（注） 葬祭のため遠隔地に行く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算する

ことができる。

　　エ　非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合な

どで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数

　　オ　児童虐待を受けた児童生徒が児童相談所等に一時保護されて、校長が出席しなくて

もよいと認めた日数
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　⑶　出席しなければならない日数の欄

　　　「授業日数」から「出席停止・忌引等の日数」を差し引いた日数を記入する。この日数は、

児童生徒によって異なる場合がある。

（出席しなければならない日数）＝（授業日数）－（出席停止・忌引等の日数）

　⑷　欠席日数の欄

　　　「出席しなければならない日数」のうち、病気又はその他の事故で児童生徒が欠席し

た日数を記入する。欠席理由などは「備考」に記入する。

　⑸　出席日数の欄

　　　「出席しなければならない日数」から「欠席日数」を差し引いた日数を記入する。

（出席日数）＝（出席しなければならない日数）－（欠席日数）

　　　なお、学校の教育活動の一環として、児童生徒が運動や文化などに関わる行事等に参

加したものと校長が認める場合には、出席扱いとすることができる。

　　　また、不登校の児童生徒が適応指導教室等学校外の施設において相談・指導を受け、

又は自宅においてＩＣＴなどを活用した学習活動を行ったとき、当該児童生徒が現在に

おいて登校を希望しているか否かに関わらず、自ら登校を希望した際に、円滑な学校復

帰が可能となるような学習活動であり、かつ、当該児童生徒の自立を助ける上で有効・

適切であると校長が認める場合には、出席扱いとすることができる。この場合には、出

席日数の内数として出席扱いとした日数及び児童生徒が通所若しくは入所した学校外の

施設名又は自宅においてＩＣＴなどを活用した学習活動によることを記入する。（令和

元年10月25日付け　元文科初第698号「不登校児童生徒への支援の在り方について（通

知）」）

　⑹　備考の欄

　　　この欄には、指導上特記すべき事項等について、その要点を簡潔に記入する。

　　ア　「出席停止・忌引等の日数」に関する特記事項

　　　　「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入された児童生徒について、その理由や日数

などを記入する。

　　（例） 出席停止○日（学校教育法第35条及び第49条による理由）、出席停止○日（学校

保健安全法第19条による理由）、学級閉鎖○日、忌引○日（父死亡）など

　　イ　欠席に関する特記事項

　　　　欠席の多い児童生徒については、その主な理由や状況などを記入する。なお、県立

高等学校入学者選抜実施細目によると、入学志願者調査書には各学年で欠席日数10日

以上又は連続して５日以上の場合においては、その主な理由を記入することになって

いる。

　　ウ　遅刻、早退などの状況

　　　　遅刻、早退などが多い児童生徒については、その主な理由や状況などを記入する。

　　エ　転入学した児童生徒の出欠の概要

　　　　転入学をしてきた児童生徒については、前在籍校における出欠の概要を、送付を受

けた指導要録の写しから摘記する。
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　【記入例】（中学校1年生で転入学した生徒の例）

　　区分

学年

授業日数
出席停止・

忌引等の日数

出席しなければ

ならない日数
欠席日数 出席日数 備　　　　考

1 108 0 108 0 108
転学前

　（授業日数94、欠席日数２、出席日数92）

2 203 9 194 12 182
出席停止５日（インフルエンザ）

忌引４日（父死亡）、欠席12日（骨折による入院）

3 191 4 187 0 187
出席扱い日数25日（愛媛県適応指導教室）

学級閉鎖２日

　　（注） 学校閉鎖、学年閉鎖は臨時休業日として、正規の授業日数から差し引いた日数に

なっている。

参　考

　○　学校保健安全法　第20条

　学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。

　

　○　学校教育法施行規則　第63条、第79条

　非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができ

る。この場合において、公立小（中）学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方

公共団体の教育委員会に報告しなければならない。

　

　○　学校教育法　第35条、第49条

　市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良で

あつて他の児童（生徒）の教育に妨げがあると認める児童（生徒）があるときは、その

保護者に対して、児童（生徒）の出席停止を命ずることができる。

　一　他の児童（生徒）に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

　二　職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

　三　施設又は設備を損壊する行為

　四　授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

２　市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ

保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければな

らない。

３　前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員

会規則で定めるものとする。

４　市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童（生徒）の出席停止の期間にお

ける学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
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　○　学校保健安全法　第19条

　校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある

児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

　

　○　学校保健安全法施行規則　第18条第１項

　学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。  

　一　第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、

マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病

原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）、中東

呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるも

のに限る。）及び特定鳥インフルエンザ（感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第３項第６号に規定する特定鳥

インフルエンザをいう。次号及び第19条第２号イにおいて同じ。） 

　二　第二種 インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）、百日咳
せき

、麻しん、流

行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

　三　第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、

流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

　○　学校保健安全法施行規則　第19条

　令第６条第２項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおり

とする。

　一　第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。

　二　第二種の感染症（結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。）にかかつた者については、

　　次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと

　　認めたときは、この限りでない。

　　イ　インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除

く。）にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日（幼児にあ

つては、三日）を経過するまで。

　　ロ　百日咳
せき

にあつては、特有の咳
せき

が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製

剤による治療が終了するまで。

　　ハ　麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。

　　ニ　流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹
ちょう

が発現した後五

日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。

　　ホ　風しんにあつては、発しんが消失するまで。

　　ヘ　水痘にあつては、すべての発しんが痂
か

皮化するまで。

　　ト　咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。 

　三　結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状によ

り学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

　四　第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症

にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情によ

り学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。  

　五　第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生

状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

　六　第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必

要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
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第４節　障がいのある児童生徒に関する記録

１　学籍に関する記録

　⑴　使用する様式及び記入する事項

　　　障がいの有無にかかわらず、「学籍に関する記録」の様式及び記入内容については共

通である（「第２節　学籍に関する記録」参照）。

　⑵　変更事項の処理

　　　年度途中に、通常の学級と特別支援学級間で該当児童生徒の異動が生じた場合、学級・

整理番号の欄の旧事項については、２本線で消除し、余白に新事項を記入する。学級担

任者氏名印の欄には、前担任者名の下に新担任者名を記入し、その担任期間を括弧書き

で記入する。また、事由「学級変更のため」を担任期間の下に記入する。

学年

区分
１ ２ ３

卒業　
等

転学

学　　級 １
２

わかば
年度

整理番号 ８
７

２

２　指導に関する記録

　⑴　特別支援学級に在籍する児童生徒

　当該学年の教育課程又は、各教科の目標・内容を下学年の教科の目標・内容

に替えて教育課程を編成する場合

　　ア　使用する様式

　　　　「視覚障がい者、聴覚障がい者、肢体不自由者又は病弱者である児童生徒に対する

教育を行う特別支援学校の指導要録を参考にした様式」又は、通常の学級の様式を使

用する。

　　　　なお、「視覚障がい者、聴覚障がい者、肢体不自由者又は病弱者である児童生徒に

対する教育を行う特別支援学校の指導要録を参考にした様式」には、「自立活動の記録」

及び「入学（入級）時の障がいの状態」を記入する欄を設けているが、通常の学級の

様式を使用する場合は、これらの記入欄がないため、「総合所見及び指導上参考とな

る諸事項」に記入する。

　　イ　各教科の学習の記録

　　　　当該学年の各教科の目標又は、適用した下学年の教科の目標に準拠して、観点別学

習状況及び評定について記入する。

　　　　観点別学習状況及び観点の記入については、通常の学級に準ずる。

　　　　なお、各教科の目標・内容を下学年の教科の目標・内容に替えて教育課程を編成し

た場合、「総合所見及び指導上参考となる諸事項」に適用した教科名と学年について

記入する。特に、中学校特別支援学級在籍の生徒に対して、小学校の各教科の目標・

内容に替えて指導を行う場合、様式は中学校用を使用する。例えば「数学」において、

小学校の「算数」の目標・内容で指導する場合、その適用した学年の評価規準を作成

し、それに基づいて「数学」の観点別学習状況及び評定の欄に評価をする。

年度

学年
区分

令和　〇　年度

１

校長氏名印 〇〇　〇〇　㊞

学級担任者

氏　名　印

〇〇　〇〇

（４月～８月31日）

〇〇　〇〇　㊞

（９月１日から３月）

学級変更のため
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　　　　したがって、中学校で小学校の各教科の目標・内容に替えて指導を行う場合、学校

教育法施行規則に示す教科の名称までを変えることはできないことに留意する。

　　ウ　自立活動の記録

　　　　個別の指導計画等を踏まえ、以下の事項等を端的に記入する。

　　　①　指導の目標、指導内容、指導の結果の概要に関すること。

　　　②　障がいの状態等に変化が見られた場合、その状況に関すること。

　　　③　障がいの状態を把握するため又は自立活動の成果を評価するために検査を行った

場合、その検査結果に関すること。

　　　　なお、次に示した、自立活動の六つの区分とそれぞれの内容である27の項目を参考

に、一人一人の児童生徒の障がいの状態に応じて指導内容及びその成果を文章で記述

するよう留意する。

１　健康の保持

　⑴　生活のリズムや生活習慣の形成に関すること

　⑵　病気の状態の理解と生活管理に関すること

　⑶　身体各部の状態の理解と養護に関すること

　⑷　障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること

　⑸　健康状態の維持・改善に関すること

２　心理的な安定

　⑴　情緒の安定に関すること

　⑵　状況の理解と変化への対応に関すること

　⑶　障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること

３　人間関係の形成

　⑴　他者とのかかわりの基礎に関すること

　⑵　他者の意図や感情の理解に関すること

　⑶　自己の理解と行動の調整に関すること

　⑷　集団への参加の基礎に関すること

４　環境の把握

　⑴　保有する感覚の活用に関すること

　⑵　感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること

　⑶　感覚の補助及び代行手段の活用に関すること

　⑷　感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動に

関すること

　⑸　認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること

５　身体の動き

　⑴　姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること

　⑵　姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること

　⑶　日常生活に必要な基本動作に関すること

　⑷　身体の移動能力に関すること

　⑸　作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること

６　コミュニケーション

　⑴　コミュニケーションの基礎的能力に関すること

　⑵　言語の受容と表出に関すること

　⑶　言語の形成と活用に関すること

　⑷　コミュニケーション手段の選択と活用に関すること

　⑸　状況に応じたコミュニケーションに関すること

　（参考） 平成29年４月告示　特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章

　　　自立活動
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　　エ　入学（入級）時の障がいの状態

　　　　入学（入級）する学級種別、障がいの種類及び程度等を記入する。

　　　　なお、交付を受けている身体障害者手帳、療育手帳等についても記入する。新たに

手帳等の交付を受けた場合も記入する。

　　　　この欄の記載事項の中には、本人の将来に重要な関わりがあると思われるものもあ

るので、その記入やその取扱いについては慎重にすべきである。

　　オ　総合所見及び指導上参考となる諸事項

　　　　通常の学級における記載する事項等及び上記の該当事項のほか、交流及び共同学習

を実施している児童生徒については、相手先の学級名や実施した教科等を記入する。

　　カ　その他の記録

　　　　「特別の教科 道徳の記録」、「外国語活動の記録（小学校）」、「総合的な学習の時間

の記録」、「特別活動の記録」、「行動の記録」及び「出欠の記録」については、通常の

学級に準じて記入する。

　各教科を知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各

教科に替えて教育課程を編成する場合

　　ア　使用する様式

　　　　「知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の指導要録を参考

にした様式」を使用する。

　　イ　各教科の学習の記録

　　　　特別支援学校小学部・中学部学習指導要領等に示す知的障がい特別支援学校の各教

科等の目標・内容に照らし、具体的に定めた指導内容や実現状況等を文章で端的に記

述する。

　　　　なお、各教科※１については、特別支援学校の学習指導要領において、小・中・高

等学校等との学びの連続性を重視する観点から小・中・高等学校の各教科と同様に育

成を目指す資質・能力の三つの柱で目標及び内容が整理されたことを踏まえ、その学

習評価においても観点別学習状況を踏まえて文章記述となることに留意する。

　　　　※１　特別支援学校小学部の各教科

　　　　　　　⇒生活、国語、算数、音楽、図画工作、体育

　　　　　　　特別支援学校中学部の各教科

　　　　　　　⇒国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業・家庭、外国語

　　　　また、学校教育法施行規則第130条の規定に基づき、各教科、特別の教科 道徳、外

国語活動（小学校）、特別活動及び自立活動の全部若しくは一部について合わせて授

業を行った場合※２の評価については、各教科や領域に分けて指導内容及びその実現

状況等を文章で端的に記述する。

　　　　※２　各教科等を合わせた指導

　　　　　　　⇒日常生活の指導、遊びの指導、生活単元学習、作業学習
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　　ウ　外国語活動の記録（小学校）

　　　　下記の評価の観点に照らして、児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴

を記入するなど、児童にどのような力が身に付いたか文章で端的に記述する。

観　点 趣　旨

知識・技能
◦　外国語を用いた体験的な活動を通して、日本語と外国語の音

声の違いなどに気付いている。
◦　外国語の音声に慣れ親しんでいる。

思考・判断・表現
◦　身近で簡単な事柄について、外国語に触れ、自分の気持ちを

伝え合っている。

主体的に学習に取
り組む態度

◦　外国語を通して、外国の文化などに触れながら、言語への関
心を高め、進んでコミュニケーションを図ろうとしている。

　　エ　特別活動の記録

　　　　通常の学級における特別活動の記録に関する考え方を参考としながら文章で端的に

記述する。

　　オ　自立活動の記録

　　　　前述のとおり。（Ｐ.52　２⑴ウ参照）

　　カ　特別の教科 道徳の記録

　　　　通常の学級での考え方を参考としながら文章で端的に記述するが、知的障がいの状

態、生活年齢、学習状況及び経験等をしっかりと把握した上で、それぞれの学習過程

で考えられる困難さの状況ごとの配慮を踏まえながら評価を行うことが必要である。

配慮を伴った指導の結果として、児童生徒が多面的・多角的な見方へ発展させていた

り道徳的価値を自分のこととして捉えていたりしているかといったことを丁寧に見取

る必要がある。

　　キ　入学（入級）時の障がいの状態

　　　　前述のとおり。（Ｐ.53　２⑴エ参照）

　　ク　総合所見及び指導上参考となる諸事項

　　　　通常の学級における記載する事項等のほか、交流及び共同学習を実施している児童

生徒については、相手先の学級名や実施した教科等を記入する。

　　ケ　その他の記録

　　　　「総合的な学習の時間の記録」及び「行動の記録」については、通常の学級での考

え方を参考としながら端的に記述し、「出欠の記録」については通常の学級に準じて

記入する。

　知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替

える教育課程を編成し、一部教科においては、当該学年の教科又は下学年の目標・

内容に替えた教科を適用させる場合

　　ア　使用する様式

　　　　「知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の指導要録を参考

にした様式」を使用した上で、当該学年の教科又は下学年の目標・内容に替えた教科

の評価については、通常の学級の様式２（指導に関する記録）の「各教科の学習の記

録」に記入し、添付する。その際、「知的障がい者である児童生徒に対する教育を行

う特別支援学校の指導要録を参考にした様式」には、当該教科の欄に別紙記入の旨を

明記しておく。また、重複する欄の記入不用となった方には斜線を引く。

　　　　なお、適用した当該学年の教科又は下学年の目標・内容に替えた教科は、「知的障
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がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の指導要録を参考にした様

式」の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄に、教科名とその学年について明

記する。

　　イ　指導に関する記録

　　　　前述の「各教科を知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の

各教科に替えて教育課程を編成する場合」及び「当該学年の教育課程又は、各教科の

目標・内容を下学年の教科の目標・内容に替えて教育課程を編成する場合」を参照の

こと。

　⑵　通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒

　　ア　通級による指導を受けている児童生徒の場合

　　　　「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に、通級による指導を受けた学校名、

通級による指導の週（月）当たりの授業時数、指導期間、指導内容や結果等を端的に

記入する。

　　　　したがって、在籍校（学級）の学級担任者が指導要録を作成する際に参考とするこ

とを踏まえ、通級による指導担当教員は、通級による指導の記録を作成し、学期末や

年度末等の適切な時期に、その内容を在籍校（学級）に報告する。

　　　　《記入例》

◦○○市立○○小学校言語障がい通級指導教室で、週１時間の指導を受ける。発
語器官の促進運動や構音指導を通して、正しい発音ができるようになったため、
○年12月に通級による指導を終了した。

◦自校ADHD通級指導教室で、週２時間の指導を受ける。適切なコミュニケーショ
ンの取り方の指導により、場面や状況に応じた行動が意識できるようになって
きた。

　　イ　通級による指導を受けていない児童生徒で、教育上特別な支援を要する場合

　　　　必要に応じて「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に、効果があったと考

えられる指導方法や配慮事項を端的に記入する。その際、通常の学級において行った

指導方法の工夫や配慮の中で、学年を越えて引き継いでいくべき効果があったと考え

られる事項があれば記述し、指導・援助が一貫性をもつようにする。

　⑶　留意事項

　　○　特別支援学級に在籍する児童生徒については、個別の指導計画を作成する必要があ

ることから、指導に関する記録を作成するに当たって、個別の指導計画における指導

の目標、指導内容等を踏まえた記述となるよう留意する。

　　○　障がいのある児童生徒について作成する個別の指導計画に指導要録の指導に関する

記録と共通する記載事項がある場合には、当該個別の指導計画の写しを指導要録の様

式に添付することをもって指導要録への記入に替えることも可能である。この場合、

指導要録の該当欄には、個別の指導計画により添付代替する旨、明記しておくこと。

ただし、各教科等を合わせた指導による個別の指導計画を作成している場合は、添付

代替することはできないことに留意する。

　　○　障がいのある児童生徒の「指導に関する記録」については、教育課程の編成状況や

個別の指導計画写しの添付により、複数枚となることも可能である。

　　○　特別支援学校の指導要録の取扱いの詳細について確認したい場合は、「特別支援学

校小学部児童指導要録・中学部生徒指導要録の手引」（令和２年３月　愛媛県教育委

員会）を参照のこと。
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第３章　指導要録の取扱い

第１節　指導要録の作成

１　指導要録作成・記入の責任と時期

　⑴　指導要録（原本）の作成責任者と記入担当者

　　　指導要録の作成責任者は校長とされている。（学校教育法施行規則第24条第１項）そ

の責任を明らかにするため、「学籍に関する記録」に「校長氏名印」の欄を設けており、

校長は、まず学年当初や編入学、転入学等のあったときに、氏名を記入する。さらに、

通常の場合はその学年分の記録が完了した学年末に、転学・退学等をした児童生徒につ

いてはその事実のあったときに、記載事項に誤りのないことを確認した上で押印する。

実際の記入は、学級担任者の職務となっており、その責任の所在を明らかにするため、

「学級担任者氏名印」の欄が設けられている。

　⑵　指導要録作成・記入の時期

　　　指導要録作成は、その児童生徒が在籍することになった当初の時期から始まるので、

入学、編入学あるいは転入学してきたときに、必要な事項を速やかに記入しなければな

らない。また、「学籍の記録」の欄の児童生徒や保護者の住所等の変更があった場合は、

その都度記入しておく。転学、退学等をした児童生徒については、必要事項を記入し、

所定の手続きをとるとともに、原本の記録は、他の児童生徒とは別に保管・整理しておく。

２　抄本又は写し

　⑴　指導要録の抄本又は写しの作成

　　　進学の際には、指導要録の抄本又は写しのいずれかを進学先の校長に送付しなければ

ならない。（学校教育法施行規則第24条第２項）また、転学の際には、指導要録の写し

を転学先の校長に送付しなければならない。（学校教育法施行規則第24条第３項）

　　　指導要録の写しの作成は、本来原本の記載内容を書き写すことによって作成されるも

のであるが、所定の期間、保存に耐えられるものであれば、複写機を使用してもよい。

　⑵　原本証明

　　　指導要録の抄本又は写しを作成し、転学先又は進学先に送付する場合の原本証明は、

特に必要ない。

　　○　指導要録の抄本又は写しの作成責任者は指導要録を作成する学校の校長である。

　　○　指導要録の抄本又は写しの送付は、学校間の内部的資料の引継ぎであり、対外的な

証明を要する性格のものではない。

第２節　指導要録の送付

１　進学の場合

　　児童生徒が進学した場合には、校長は、その児童生徒の指導要録の抄本又は写しを作成

し、これを進学先の校長に送付しなければならない。（学校教育法施行規則第24条第２項）

２　転学の場合

　　児童生徒が転学した場合には、速やかに原本に基づいて指導要録の写しを作成し、下級

の学校（幼稚園等、小学校）の作成した抄本又は写しとともに転学先の校長宛てに送付し

なければならない。この児童生徒が、他の学校から転入学してきている場合に、その際送

付を受けた指導要録の写しも送付する。（学校教育法施行規則第24条第３項）
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　　また、児童自立支援施設又は少年院から編入した児童生徒が転学した場合においては、

児童自立支援施設又は少年院から送付を受けた指導要録に準ずる記録の写し等も送付する。

３　原本、抄本、写しの保存及び送付経路                          転学 卒業・進学

抄本又は写しＣ送付

（Ｂの写しも含む）

写しＤ作成・送付

抄本又は写しＢＣ

（卒業後破棄）

写しＤ保存

抄本又は写しＥ作成・送付

（Ｄの写しも含む）

抄本又は写しＤＥ

（卒業後破棄）

進学 転学 卒業・進学

Ｄ中学校

原本Ｄ作成保存 原本Ｅ作成保存

Ｅ中学校

原本Ｆ作成保存

Ｆ高等学校

抄本又は写しＡ

作成・送付

抄本又は写しＡ送付

写しＢ作成・送付

抄本又は写しＡ

（卒業後破棄）

写しＢ保存

抄本又は写しＣ作成・送付

（Ｂの写しも含む）

Ａ幼稚園

原本Ａ作成保存 原本Ｂ作成保存

Ｂ小学校 Ｃ小学校

原本Ｃ作成保存
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４　学校統合、学校新設等の場合

　　学校統合や学校新設等には、様々な場合がある。その際の指導要録の取扱いについては、

一律に決めることはふさわしくないので、学校名及び所在地の変更として取り扱うか、上

記２（転学の場合）に準じて取り扱うかは、実情に応じて処理するものとする。

　⑴　転学、転入学として取り扱う場合の例

①　学校廃校及び休校　　１校又は数校の他校へ児童生徒が異動

②　Ａ校及びＢ校廃校　　新設のＣ校に全員異動

③　通学区の変更など　　１校又は数校の他校へ児童生徒の一部が異動

④　新 設 校 の 開 校　　１校又は数校の児童生徒の一部が異動

　　　これらの場合、事情によっては、原本自体を児童生徒とともに移すことも考えられる。

　　その場合には、市町教育委員会において原本の所在地を明確にしておく必要がある。

　

　⑵　学校名、所在地変更として取り扱う場合の例（児童生徒の異動がない場合）

①　Ａ校の校名変更　　　　　　新しい校名に変更

②　Ａ校がＢ校の分校に　　　　Ｂ校に変更

③　Ａ校の分校が独立　　　　　新しい校名に変更

④　Ａ校の移転　　　　　　　　Ａ校のまま所在地のみ変更

⑤　Ａ校の移転及び校名変更　　新しい校名にして所在地も変更

　　　これらの場合は「学校名及び所在地」の欄を訂正する。旧学校名あるいは旧所在地を

２本線で消除し、新学校名あるいは新所在地を記入し、その年月日と事由を余白に記入

する。ただし、統合によって校名あるいは所在地が変更になった場合は、現在の校名あ

るいは所在地の下に、新しい校名あるいは所在地を記入する。この場合は、現在の校名

あるいは所在地を２本線で消除しない。

５　退学等の場合

　　児童生徒が海外にある学校などに入るため退学した場合等については、当該学校が日本

人学校その他文部科学大臣が指定した在外教育施設であるときは、校長は、前述の進学の

場合及び転学の場合に準じて指導要録の抄本又は写しを送付するものとし、それ以外の学

校にあっては、求めに応じて適切に対応する。

６　就学猶予・免除の場合

　　少年院に入院した場合（ただし、入院前に在籍していた学校に学籍を残す場合は除く。）

は、転学に準じて指導要録の写しを作成の上、これを入院先の少年院の長に送付し、生徒

の教育に資することになっている。この場合、「転学・退学等」の欄の括弧内の年月日に、

入院の日を記入し、下部の事由欄にその事情を記入して、別の綴りに移して保存し、在籍

しないものとして取り扱う。学校教育が実施されていない他県の児童自立支援施設に入所

した場合も同様の扱いとする。（令和元年７月３日付け　元文科初第261号「「再犯防止推

進計画」を受けた児童生徒に係る取組の充実について（通知）」）
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第３節　指導要録の保存

１　原本の保存

　⑴　通常の場合

　　　通常の場合は、児童生徒が卒業したとき記入を完了し、卒業の翌日以降、「学籍に関

する記録」については20年間、「指導に関する記録」については５年間、その学校に保

存する。（学校教育法施行規則第28条第２項）

　⑵　卒業まで在籍しないで、中途で転学した児童生徒の場合

　　　転学した日以降、「学籍に関する記録」については20年間、「指導に関する記録」につ

いては５年間保存する。

　⑶　退学及び就学猶予・免除等の場合

　　　海外にある学校などに入るための退学の場合、学齢を超過している児童生徒の退学の

場合、少年院への入院（ただし、入院前に在籍していた学校に学籍を残す場合は除く。）

などによる就学義務の猶予・免除の場合、児童生徒の居所が１年以上不明の場合の当該

児童生徒の指導要録の原本は、校長が退学又は在籍しないものと認めた日以降、「学籍

に関する記録」については20年間、「指導に関する記録」については５年間保存する。

　⑷　学校廃校後の場合

　　　学校が廃校になった場合、当該学校を設置していた市町教育委員会が指導要録を保存

することとなっている。（学校教育法施行令第31条）指導要録及びその写しを保存しな

ければならない期間は、学籍及び指導に関する記録の保存期間から当該学校において、

これらの書類を保存した期間を控除した期間とする。（学校教育法施行規則第28条第３

項）

　　　これらの原本保存に当たっては、「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」を別

にしてとじる。また、上記⑴の場合のとじ方については、卒業生全員を五十音順の男女

混合又は男女別にするか、学級ごとの男女混合又は男女別にするかは各学校及び市町教

育委員会の判断による。

２　抄本、写しの保存

　⑴　進学の場合

　　　幼稚園等から小学校へ、又は小学校から中学校へ進学する際に送付された指導要録の

抄本又は写しは、その児童生徒がその学校に在学する期間保存する。

　⑵　転入学の場合

　　　転入学の際に送付を受けた指導要録の写しは、その学校で転入学以降作成した指導要

録の原本と併せて、児童生徒が卒業したとき以降、「学籍に関する記録」については20

年間、「指導に関する記録」については５年間その学校に保存する。なお、その児童生

徒が更に転学する場合には、転入学の際に送付を受けている写しも、その学校に在籍中

の指導要録について作成した写しとともに転学先の学校に送付する。

３　原級留置の場合

　　長期欠席等の理由によって、学年の課程の修了が認められない場合は、原級に留め置く

ことができる。この場合、当該児童生徒の指導要録は、原級留置したとき以降の指導要録

とすることになる。この児童生徒の指導要録は、原級留置したとき以降の指導要録を新た

に作成し、その前の指導要録には「学籍に関する記録」の転学・退学等の欄の事由欄に原

級留置の旨、その年月日を括弧内の年月日に記入し、新たに作成した指導要録と併せてと

じる。
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第４節　対外的な証明書等の作成

　指導要録は、児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し、指導及び外部に

対する証明等に役立たせるための原簿としての性格をもっている。したがって、進学の際に

調査書を求められたり、中学校にあっては就職の際に成績証明書を求められたり、その他様々

な場合に証明書を求められたときに、学校は指導要録に基づいて証明書を作成することにな

る。対外的に証明書を作成する必要があるときには、校長の責任において、申請の趣旨等を

確認した上で、証明の目的に応じて必要最小限の事項を記載するように留意する。また、プ

ライバシーの保護については、特に配慮を要する。

第５節　指導要録の開示等

１　基本的な考え方

　　文部科学省は、平成12年12月４日付けの教育課程審議会答申「児童生徒の学習と教育課

程の実施状況の評価の在り方について」において、個人情報に関しては「個人情報の本人

への開示について、業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき等を除き開示する」

という政策動向を示した上で、「指導要録の本人への開示についても、このような個人情

報保護基本法制の基本的な考え方に基づいて、対応する必要がある」と指摘し、次のよう

な考え方を示している。

　○　指導要録は指導のための資料でもあることから、特に文章記述部分については、本人

に開示することによって、評価の公正や客観性の確保、本人に対する教育上の影響の面

で問題が生ずること等も考えられること。

　○　地方公共団体の個人情報保護条例では、個人の評価等の情報に関しては、事務の適正

な執行に支障を生ずるおそれがある場合には開示しないことができる旨の規定が置かれ

ているのが一般的であること。

　○　具体的な開示の取扱いは、教育委員会等において、条例等に基づいて、それぞれの事

案等に応じ判断することが適切であること。

　○　これからの評価においては、教師が評価の力量を高め、根拠が明確に説明できる評価

にするとともに、日頃から評価内容について保護者や児童生徒に十分に説明して共通理

解を図りながら指導に生かすことが大切になること。愛媛県では、平成13年10月16日に

県個人情報保護条例が制定され、現在、県内20市町全てにおいて個人情報保護条例が制

定されている。指導要録の様式や記載事項等を決定する権限を有する市町教育委員会は、

個人情報保護条例等に基づき、それぞれの事案等に応じ、慎重に対応することが必要で

ある。また、開示請求があった場合に適切に対応するために、基本方針等について検討

しておくことが望まれる。時代的な流れを考えれば、指導要録の開示を前提とした記述

が求められる。

２　特別な配慮事項

　　「配偶者からの暴力の被害者と同居する子どもの就学について」（平成21年７月13日付け

21生参学第７号通知）で、指導要録の取扱いについての配慮事項が示された。その中では、

配偶者からの暴力のため、その被害者と同居する児童生徒が転学した際、指導要録の記述

を通じて、転学先の学校名や所在地等の情報が配偶者（加害者）に伝わることが懸念され

る場合があると示されている。このような場合には、「暴力の被害者の子どもの就学」と

いうことを学校、教育委員会、配偶者暴力支援センター等の関係者が共有し、さらに、転

学先の学校名や所在地等の情報を知り得る者についても、必要最小限の範囲に留めるなど
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の方策が必要となる。その上で、転出元の学校から転学先の学校へ指導要録の写し等を送

付することになる。被害者の児童生徒の円滑な就学のために、指導要録の取扱いについて

関係者に特段の慎重さが求められる。

第６節　通知表の改善

　通知表は、学校から家庭への情報の送信及び家庭から学校への情報の返信といった情報共

有化の役割を担っているものであり、児童生徒の学習の過程や成果をはじめ、進歩の状況な

どが適切に示され、その後の学習を支援することに役立てられるものでなければならない。

そのため、通知表は児童生徒と保護者の両者にとって、その記載内容が十分に理解・納得で

きるものであるように、その内容や様式の在り方について、一層の充実と改善を図る必要が

ある。

１　通知表の作成

　　通知表の作成及びその内容・様式等については、各学校の判断に任されているが、記載

内容は指導要録の「指導に関する記録」欄に設けられた内容を中心に盛り込むことと、記

載方法は数値的な量的評価と文章等の記述による質的評価を組み合わせることを基本とす

る。様式は、見やすく読みやすく分かりやすいこと、そして知・徳・体等の学校教育全体

のバランスのとれた偏りのないものとする。

２　評価の妥当性と信頼性の確保

　　評価の信頼性を確保するためには、評価に関する仕組みを児童生徒や保護者に説明し、

理解を得ることが必要である。通知表の配付に先駆けて、事前に評価方法や規準等につい

て説明したり、評価結果の説明を充実したりすることが考えられる。さらに、各学期末に

児童生徒に通知表を渡す際には、通知表についての基本的な考え方やその見方等を説明し

た詳細な資料等を添付することも検討すべきである。今後は、これまで以上に評価に関す

る理解を深めてもらうよう、評価に関わる情報をより積極的に提供し、児童生徒や保護者

に信頼される評価とすることが大切である。

第７節　情報通信技術の活用（指導要録の電子化）

　教育現場の情報化を進めようとする動きの中で、今後、校務処理の電子化がますます促進

されることが予想される。指導要録等についても、書面の作成・保存・送付を情報通信技術

を活用して行うことは、制度上可能である（行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律等）。学校や設置者においては、学習評価に関する情報の適切な管理を図りつつ、

教職員の負担の軽減を図るため、情報通信技術の活用により指導要録等に係る事務の改善を

検討することは重要である。指導要録は日々の児童生徒の学習の記録を総括したものである。

成績処理や通知表作成等の日々の校務処理を電子化するシステムと、指導要録等を電子化す

るシステムとを連携させた仕様の導入により、校務の効率化を図ることが望まれる。
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１　電子化を進めるに当たっての配慮事項

　　指導要録の様式は設置者により決定するものであることから、指導要録等を電子化する

システムの導入は、設置者の判断により行うものである。設置者は、指導要録等の電子化

を進めるに当たって、次の４点に配慮することが重要である。

　○　原本の真実性の保持

　○　改ざん防止

　○　長期保存への対応

　○　個人情報保護等の観点からデータの流出や消失等の防止

　　特に、原本の真実性の保持と改ざん防止のために、遡及入力の制限や修正記録の保持が

できるシステムであることが望ましい。この点において、単にワープロや表計算を用いた

システムでは、操作する教職員のモラルと人的チェックに頼ることになるため、細心の注

意を払わなければならない。

２　満たすべき要件

　　指導要録等を電子化するシステムは、次の要件を満たしていることが望まれる。

　⑴　法令上の要件

　　ア　メール等のインターネットを通じて抄本又は写しのデータを送付する場合

　　　　学校のコンピュータ等を必ず使用しなければならない。また、電子署名を行い、当

該電子署名に係る電子証明書をデータと併せて記録しなければならない。作成・保存

の際は、法令上の定めはないが、学校のコンピュータ等を使用することが望ましい。

　　イ　作成・保存の際の記録先

　　　　電磁的記録媒体（学校のコンピュータ等のハードディスクなどの記録用ディスク、

ＣＤ－ＲやＤＶＤ－Ｒなどの一定の事項を確実に記録しておくことができる記録媒

体）でなければならない。

　⑵　データ保護の対策

　　ア　情報漏えいを防止する。

　　イ　情報の消失を防ぐためにデータのバックアップをとったり、紙に印刷したものも保

存しておいたりして、対応する。

　　ウ　情報の流出があった際に、その情報を読み取られないよう暗号化技術を用いて情報

を保護する。

　　エ　情報が改ざんされていないものであることを保証できるような方法や技術（例：電

子署名やタイムスタンプを含む暗号化技術等）を導入する。学校の校務処理システム

は、非常に機密性の高い情報を取り扱っていることを認識して運用ルールを策定する

ことが重要である。また、日常の業務の電子化のシステムやデータの管理についても

留意点を考えておく必要がある。さらに、利便性と安全性は相反することが多いため、

安全性を確保しつつ、日常業務の遂行に支障をきたさないようなシステムにすること

も考慮しなくてはならない。

　⑶　法令や規程との整合性

　　　システムの運用ルールの策定に際し、個人情報保護に関する法令、情報セキュリティ

に関する規程等、文書管理規程等を確認し、他の規程と整合性がとれるようにすること

が必要である。
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３　教育委員会と学校に求められること

　　設置者（市町教育委員会）は、教育用ネットワークに対する情報セキュリティポリシー

（基本方針と対策基準）を見直し、システムの実施手順を定め、各学校に通達する必要が

ある。学校は、定められた実施手順に従いシステムを運用していく。学校や設置者は、策

定したルールが守られるよう、定期的な保守・管理・点検や教職員の研修等を必ず行わな

ければならない。なお、指導要録等の電子化については、現時点では、「指導要録等の電

子化に関する参考資料」（平成22年９月　文部科学省）が基準となる。また、「指導要録等

の電子化への対応について」（平成22年12月27日付け　22教義第880－２号）を参考とする

が、今日の情報通信技術の進歩は著しく、それに伴い法令改正が行われることも予想され

るため、文部科学省・県教育委員会から随時行われる指導助言に留意し、地域の実情に応

じて情報通信技術の活用について検討することが望まれる。





第２部

指導要録の様式・記入例
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学

様
式

１
　

（
学

籍
に

関
す
る

記
録

）

 
 
平
成

 
 
令
和

学
級
担

任
者

氏
　
名

　
印

現
 
住

 
所

 
〇

〇
　

〇
〇

ふ
り

が
な

愛
媛

県
〇

〇
市
立

〇
〇

小
学

校

愛
媛

県
〇

〇
市
〇

〇
町

〇
丁

目
〇

番
〇

号

 
年
　

月
　

日
)

平
成

児
童

の
欄

に
同

じ

転
　

　
学

退
 
学

 
等

１
１

転
学

先
学

校
名

 
年

　
月

　
日
 
第

　
学
年

 
平
成

氏
　

　
名

 
令
和

所
 
　

在
 
　

地

 
年

　
月

　
日
 
第

　
学
年

 
 
平
成

現
 
住

 
所

                         

                         

                         

小
学
校
児
童
指
導
要
録
（
記
入
例
）
 

【
学

籍
の

記
録

】
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
こ

の
欄

は
、

原
則

と
し

て
学

齢
簿

の
記

載
事

項
に

基
づ

き
、

学
年
当
初

及
び
異

動
が
生
じ

た
と
き

に
記
入
す

る
。

 
 

異
動

や
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

、
旧

事
項

を
２

本
線

で
消

除

し
、
新
事

項
を
記

入
す
る
。

 
 【

児
童

】
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
学
齢
簿

に
記
載

さ
れ
て
い

る
と
お

り
に
記
入

す
る
。

 
＜
氏
名
＞

 
 
「
ふ
り
が

な
」
を

付
け
る
。
名

前
が

平
仮
名
や

片
仮
名

の
場
合

に
も
ふ
り

が
な
を

付
け
る
。

 
＜
性
別
＞

 
 
男
女
い

ず
れ
か

を
記
入
す

る
。

 
＜
生
年
月

日
＞

 
 
学
齢
簿

に
記
載

さ
れ
て
い

る
生
年

月
日
を
記

入
す
る
。 

＜
現
住
所

＞
 

 
学
齢
簿

に
記
載

さ
れ
て
い

る
現
住

所
を
記
入

す
る
。

 
 【

保
護

者
】

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

＜
氏
名
＞

 
 

児
童

に
対

し
て

親
権

を
行

う
者

を
記

入
す

る
。

親
権

を
行

う

者
が
い
な

い
と
き

は
後
見
人

を
記
入

す
る
。

 
＜
現
住
所

＞
 

 
児

童
の

現
住

所
と

同
一

の
場

合
に

は
「

児
童

の
欄

に
同

じ
」

と
略
記
す

る
。

 
 【

入
学

前
の

経
歴
】

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
小

学
校

に
入

学
す

る
ま

で
の

教
育

又
は

保
育

関
係

の
略

歴
を

記
入
す
る

。
 

 【
学

校
名

及
び

所
在

地
】

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
学

校
名

及
び

所
在

地
を

正
確

に
記

入
す

る
。

分
校

の
場

合
に

は
、
本
校
名

及
び

所
在
地
を

記
入
す

る
と
と
も

に
、
分

校
名
、
所

在
地
及
び

在
学
し

た
学
年
を

併
記
す

る
。

 
 【

校
長

氏
名

印
・
学

級
担

任
者

氏
名
印

】
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
各
年
度

に
、
校

長
の
氏
名

、
学

級
担
任
者
の

氏
名
を

記
入
し

、

そ
れ
ぞ
れ

年
度
末

に
押
印
す

る
。
印

は
認
印
で

よ
い
。

 
 

な
お

、
同

一
年

度
内

に
校

長
又

は
学

級
担

任
者

が
代

わ
っ

た

場
合
に
は

、
前
任

者
は
押
印

し
な
い

。
 

 
児

童
の

転
学

・
退

学
等

の
際

の
記

入
に

つ
い

て
は

、
責

任
を

有
す
る
校

長
及
び

学
級
担
任

が
押
印

す
る
。

 

【
入

学
・

編
入

学
等

】
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

＜
入
学
＞

 
 
児
童
が

第
１
学

年
に
入
学

し
た
年

月
日
（
４
月

１
日

が
適
当

）

を
該
当
欄

に
記
入

し
、「

第
 

学
年
編

入
学
」
の
文
字

は
２
本
線

を
引
い
て

消
除
す

る
。

 
＜
編
入
学

等
＞

 
 

第
１

学
年

の
中

途
又

は
第

２
学

年
以

上
の

学
年

に
、

在
外

教

育
施

設
や

外
国

の
学

校
等

か
ら

編
入

学
し

た
場

合
は

就
学

義
務

の
猶

予
・

免
除

の
事

由
の

消
滅

に
よ

り
就

学
義

務
が

発
生

し
た

場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
年
月
日
、
学
年
及
び
事
由
等
を
記
入
す
る
。
 

 【
転

入
学

】
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
他

の
小

学
校

等
か

ら
転

入
学

し
て

き
た

児
童

に
つ

い
て

、
転

入
学
年
月

日
、
転

入
学
年
、
前

に
在

籍
し
て
い

た
学
校

名
、
所
在

地
及
び
そ

の
事
由

等
を
記
入

す
る
。

 
 【

転
学

・
退

学
等
】

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

＜
転
学
＞

 
  
 

転
学

の
た
め

学
校
を
去

っ
た
日

 
  
 

転
学

先
の
学

校
が
受
け

入
れ
た

日
の
前
日

 
  

他
の

小
学

校
等

に
転

学
す

る
場

合
に

は
、

児
童

が
転

学
の

た

め
に

学
校

を
去

っ
た

年
月

日
、

転
学

先
の

学
校

が
受

け
入

れ
た

年
月
日
の

前
日
、
転
学
先
学

校
名
、
所
在
地
、
転

入
学

年
及
び
そ

の
事
由
等

を
記
入

す
る
。

 
＜
退
学
等

＞
 

 
在

外
教

育
施

設
や

外
国

の
学

校
に

入
る

た
め

に
退

学
す

る
場

合
、
学
齢
（
満
1
5
歳

に
達
し
た

日
の
属

す
る
学
年

の
終
わ

り
）
を

超
過
し
て

い
る
児

童
が
退
学

す
る
場

合
及
び
、
就

学
義
務

猶
予
・

免
除

の
措

置
、

児
童

自
立

支
援

施
設

等
に

入
所

す
る

場
合

、
児

童
の

居
所

が
１

年
以

上
不

明
で

長
期

欠
席

を
続

け
て

い
る

場

合
、

児
童

が
死

亡
し

た
場

合
は

、
校

長
が

退
学

等
を

認
め

た
年

月
日
及
び

そ
の
事

由
等
を
記

入
す
る

。
 

 【
卒

業
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
校

長
が

卒
業

を
認

定
し

た
年

月
日

（
３

月
3
1
日

が
適

当
）

を

記
入
す
る

。
 

 【
進

学
先

学
校

名
及

び
所

在
地

】
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
進
学
先

の
学
校

名
及
び
所

在
地
を

記
入
す
る

。
 

 
印
 

印
 

印
 

印
 

印
 

印
 

印
 

印
 

印
 

印
 

○
○

 
○
○

 
○
○
○
 
○
○
○

 
○

 

△
△

 
△
△

 
△
△
△
 
△
△
△
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3

4
5

学
級
活
動

児
童
会
活
動

ク
ラ
ブ
活
動

学
校
行
事

〇
〇

内
　
容

観
　
点

学
　
年

6
1

2

4

総
 合 的 な 学 習 の 時 間 の 記 録

学
年

学
習
活
動

評
　
　
価

観
　
　
点

外
　
国
　
語
　
活
　
動
　
の
　
記
　
録

学
年

知
識
・
技
能

思
考
・
判
断
・
表
現

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

学
年

学
習
状
況
及
び
道
徳
性
に
係
る
成
長
の
様
子

4 431 2 5 6

１

6

観
　
　
　
点

53 3

特
　
別
　
活
　
動
　
の
　
記
　
録４

１ ５５

整
理
番
号

学
　
　
級

５

学
年

様
式
２
（
指
導
に
関
す
る
記
録
）

小
学
校
児
童
指
導
要
録

知
識
・
技
能

区
分

国 　 　 語

各
　
教
　
科
　
の
　
学
　
習
　
の
　
記
　
録

Ａ

学
　
　
　
年

１
２

４

児
　
童
　
氏
　
名

学
　
　
校
　
　
名

６
教
科

５

特
　
別
　
の
　
教
　
科
　
　
道
　
徳
　
の
　
記
　
録

３ １ ３

１
２

６
４

Ｂ
Ｂ

１
３ Ａ
Ａ

Ｂ
Ａ

４
２

Ｂ

Ｂ
Ｂ

2

Ｂ
Ｂ

Ａ

2Ｂ

2

Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

評
定

Ｂ

Ｂ
社 　 　 会

知
識
・
技
能

Ｂ
Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ

2Ｂ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ
Ｂ
Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

評
定

2
2

算 　 　 数

知
識
・
技
能

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

評
定

2
2

2

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ａ

理 　 　 科

知
識
・
技
能

Ｂ
Ｂ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ

Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

評
定

2
2

2

生 　 　 活

知
識
・
技
能

Ｂ
Ｂ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ａ
Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ
Ａ

評
定

音 　 　 楽

知
識
・
技
能

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ａ
Ｂ
Ｂ

Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

評
定

2
2

2

図 画 工 作

知
識
・
技
能

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ａ
Ｂ
Ｂ

Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

評
定

2
2

2

家 　 　 庭

知
識
・
技
能

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ Ｂ

評
定

2

体 　 　 育

知
識
・
技
能

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ａ
Ｂ
Ｂ

Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

評
定

2
2

2

外 国 語

知
識
・
技
能

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ Ｂ

評
定

2

〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇

【
各
教
科
の
学
習
の
記
録
】

               
＜
観
点
別
学
習
状
況
＞

 
小
学
校
学
習
指
導
要
領
等
に
示
す
各
教
科
の
目
標
に
照
ら
し

て
、
そ
の
実
現
状
況
を
観
点
ご
と
に
評
価
し
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
記

号
に
よ
り
記
入
す
る
。
こ
の
場
合
、

 
 
「
十
分
満
足
で
き
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

 
 
「
お
お
む
ね
満
足
で
き
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｂ

 
 
「
努
力
を
要
す
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｃ

 
と
す
る
。

 
 
ま
た
、
特
に
必
要
が
あ
れ
ば
観
点
を
追
加
し
て
記
入
す
る
。

 
 ＜評定＞

 
 
第
３
学
年
以
上
の
各
教
科
の
学
習
状
況
に
つ
い
て
、
小
学
校

学
習
指
導
要
領
等
に
示
す
各
教
科
の
目
標
に
照
ら
し
て
、
そ
の

実
現
状
況
を
総
括
的
に
評
価
し
、
記
入
す
る
。

 
 
評
定
は
３
段
階
で
表
し
、
３
段
階
の
表
示
は
３
、
２
、
１
と
す

る
。
そ
の
表
示
は
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
等
に
示
す
各
教
科

の
目
標
に
照
ら
し
て
、

 
 
「
十
分
満
足
で
き
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

 
 
「
お
お
む
ね
満
足
で
き
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

 
 
「
努
力
を
要
す
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

 
と
す
る
。

 
 

【
特
別
の
教
科

 道徳の記録】            
 
改
善
等
通
知
に
基
づ
き
、
学
習
活
動
に
お
け
る
児
童
の
学
習

状
況
や
道
徳
性
に
係
る
成
長
の
様
子
を
個
人
内
評
価
と
し
て
文

章
で
端
的
に
記
述
す
る
。

 
 【外国語

活
動
の
記
録
】

               
 
評
価
の
観
点
を
記
入
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
観
点
に
照
ら
し

て
、
児
童
の
学
習
状
況
に
顕
著
な
事
項
が
あ
る
場
合
に
そ
の
特

徴
を
記
入
す
る
等
、
児
童
に
ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
付
い
た
か

を
文
章
で
端
的
に
記
述
す
る
。

 
 
ま
た
、
評
価
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
設
置
者
が
、
小
学
校
学
習

指
導
要
領
等
に
示
す
外
国
語
活
動
の
目
標
を
踏
ま
え
、
改
善
等

通
知
別
紙
４
を
参
考
に
設
定
す
る
。

 
 【総合的

な
学
習
の
時
間
の
記
録
】

           
 
学
習
活
動
及
び
各
学
校
が
自
ら
定
め
た
評
価
の
観
点
を
記
入

し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
観
点
の
う
ち
、
児
童
の
学
習
状
況
に
顕

著
な
事
項
が
あ
る
場
合
な
ど
に
そ
の
特
徴
を
記
述
す
る
等
、
児

童
に
ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
付
い
た
か
を
文
章
で
端
的
に
記
述

す
る
。

 
 
ま
た
、
評
価
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
に
お
い
て
具
体

的
に
定
め
た
目
標
、
内
容
に
基
づ
い
て
改
善
等
通
知
別
紙
４
を

参
考
に
定
め
る
。

 
 【特別活

動
の
記
録
】

                
 
各
学
校
が
自
ら
定
め
た
特
別
活
動
全
体
に
係
る
評
価
の
観
点

を
記
入
し
た
上
で
、
各
活
動
・
学
校
行
事
ご
と
に
、
評
価
の
観
点

に
照
ら
し
て
十
分
満
足
で
き
る
活
動
の
状
況
に
あ
る
と
判
断
さ

れ
る
場
合
に
、
〇
印
を
記
入
す
る
。

 
 
ま
た
、
評
価
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
に
示
す

特
別
活
動
の
目
標
を
踏
ま
え
、
各
学
校
に
お
い
て
改
善
等
通
知

別
紙
４
を
参
考
に
定
め
る
。
そ
の
際
、
特
別
活
動
の
特
質
や
学

校
と
し
て
重
点
化
し
た
内
容
を
踏
ま
え
、
例
え
ば
「
主
体
的
に

生
活
や
人
間
関
係
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
態
度
」
な
ど
の

よ
う
に
、
よ
り
具
体
的
に
定
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
記
入

に
当
た
っ
て
は
、
特
別
活
動
の
学
習
が
学
校
や
学
級
に
お
け
る

集
団
活
動
や
生
活
を
対
象
に
行
わ
れ
る
と
い
う
特
質
に
留
意
す
る
。

 
 
な
お
、
特
別
活
動
は
学
級
担
任
者
以
外
の
教
師
が
指
導
す
る

活
動
が
多
い
こ
と
か
ら
、
評
価
体
制
を
確
立
し
、
共
通
理
解
を

図
っ
て
、
児
童
の
よ
さ
や
可
能
性
を
多
面
的
・
総
合
的
に
評
価

す
る
と
と
も
に
、
確
実
に
資
質
・
能
力
が
育
成
さ
れ
る
よ
う
指

導
の
改
善
に
生
か
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

小
学
校
児
童
指
導
要
録
（
記
入
例
）
 読

み
物
教
材
の
登
場
人
物
を
自
分
に
置
き
換
え
て
考

え
、
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
、
自
ら
の
行
動
を
見

直
そ
う
と
し
て
い
た
。

 
友
達
の
発
言
を
よ
く
聞
き
、
道
徳
的
価
値
を
実
現
し
た

時
の
感
じ
方
が
一
人
一
人
違
う
こ
と
に
気
付
い
た
。

 
自
分
と
違
う
立
場
や
感
じ
方
に
触
れ
、
道
徳
的
価
値
に

つ
い
て
、
一
つ
の
見
方
で
は
な
く
、
様
々
な
角
度
か
ら
捉

え
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

 
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
経
験
や
そ
の
時
の
感
じ
方
、
考
え

方
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
道
徳
的
な
問
題
に
つ
い
て

考
え
た
。

 
道
徳
的
な
問
題
に
対
し
て
、
自
己
の
取
り
得
る
行
動
を
友
達

と
議
論
す
る
中
で
、
道
徳
的
価
値
は
大
切
で
あ
っ
て
も
実
現
す

る
難
し
さ
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
。

 

調
査
メ
モ
を
基
に
、
駅
の
周

辺
施
設
を
絵
や
地
図
に
整
理
す

る
こ
と
で
、
そ
の
特
徴
を
し
っ

か
り
捉
え
な
が
ら
、
調
査
結
果

を
分
析
す
る
力
を
身
に
付
け

た
。

 
給
食
メ
ニ
ュ
ー
の
考
案
で

は
、
栄
養
教
諭
の
話
や
調
査
し

た
こ
と
を
基
に
、
思
考
ツ
ー
ル

を
用
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と

め
た
。

 
他
の
グ
ル
ー
プ
と
の
交
流
で

は
、
改
善
点
を
指
摘
し
て
も
ら

う
こ
と
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

の
よ
さ
や
も
の
づ
く
り
の
本
質

を
よ
り
深
く
理
解
し
た
。

 

・
課
題
の
解
決
に
必
要

な
知
識
・
技
能

 
・
課
題
発
見
力

 
・
主
体
的
・
協
働
的
に
取

り
組
む
態
度

 
・
自
己
の
生
き
方

 
・
知
識
・
技
能

 
・
思
考
・
判
断
・
表
現

 
・
主
体
的
に
学
習
に
取

り
組
む
態
度

 
・
知
識
・
技
能

 
・
課
題
設
定
の
力

 
・
情
報
収
集
の
力

 
・
将
来
設
計
の
力

 
・
社
会
参
画
の
力

 

「
大
好
き
、
私
た
ち
の

町
」

 
・
町
の
特
徴
調
べ

 
「
ふ
る
さ
と
の
味
は

今
！
」

 
・
郷
土
料
理
を
取
り
入

れ
た
給
食
メ
ニ
ュ
ー

の
考
案

 
「
発
見
！
も
の
づ
く
り
の

よ
さ
と
自
分
ら
し
い
生

活
」

 
・
自
動
車
の
性
能
を
高
め

る
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

 

感
謝
の
気
持
ち
を
相
手
に
伝
え
よ
う
と
工
夫
し
な
が

ら
、
表
情
や
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
な
ど
を
付
け
て
話
し
て
い

た
。

 
自
分
の
誕
生
日
を
英
語
で
伝
え
た
り
、
友
達
の
誕
生

日
を
聞
き
取
っ
た
り
し
て
い
た
。

 

・
よ
り
よ
い
生
活
を
築
く

た
め
の
知
識
・
技
能

 
・
集
団
や
社
会
の
形
成
者

と
し
て
の
思
考
・
判

断
・
表
現

 
・
主
体
的
に
生
活
や
人
間

関
係
を
よ
り
よ
く
し

よ
う
と
す
る
態
度

 

○
○
 
○
○

 
 

○
○
市
立
○
○
小
学
校
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１
2
0
0

２
2
0
2

2
0
2

0

区
分

な
ら
な
い
日
数
欠
席
日
数

1
2

0
2
0
1

1

出
席
停
止
・

忌
引
等
の
日
数

出
席
し
な
け
れ
ば

1
0

2
1
9
8

出
席
日
数

備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
考

2
0
0

５ ６

2
0
1

2
0
0

４

2
0
0

0
2
0
0

0

〇

出
席
停
止
３
日
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）
、
欠
席
１
２
日
（

第 　 ５ 　 学 　 年 第 　 ６ 　 学 　 年第 　 ４ 　 学 　 年

児
　
童
　
氏
　
名

行
　

　
　

　
　

動
　

　
　

　
　

の
　

　
　

　
　

記
　

　
　

　
　

録

３
項
　
　
目

第 　 ３ 　 学 　 年

〇〇
〇

〇

〇

項
　
　
目

学
　
　
年

１

〇

基
本
的
な
生
活
習
慣

健
康
・
体
力
の
向
上

自
主
・
自
律

〇

〇

６
６

〇
〇
〇

思
い
や
り
・
協
力

２
２
３
４
５

〇
〇

４
５

学
　
　
年

〇
〇
〇

〇

１

〇

〇
〇

〇

責
任
感

創
意
工
夫

〇

2
0
0

1
8
8

忌
引
２
日
（
祖
父
死
亡
）

欠
席
１
０
日
（
発
熱
５
日
、
捻
挫
２
日
、
腹
痛
３
日
）

総
　

合
　

所
　

見
　

及
　

び
　

指
　

導
　

上
　

参
　

考
　

と
　

な
　

る
　

諸
　

事
　

項

生
命
尊
重
・
自
然
愛
護

勤
労
・
奉
仕

公
正
・
公
平

公
共
心
・
公
徳
心

３
2
0
3

3

2
0
2

第 　 １ 　 学 　 年

0

第 　 ２ 　 学 　 年

授
業
日
数

学
年

出
　

　
　

　
　

欠
　

　
　

　
　

の
　

　
　

　
　

記
　

　
　

　
　

録

                         

                         

                         

【
行

動
の

記
録

】
                   

 
各
教
科
、
特
別
の
教
科

 
道
徳
、
外
国
語
活
動
、
総
合
的
な
学

習
の
時
間
、
特
別
活
動
や
そ
の
他
学
校
生
活
全
体
に
わ
た
っ
て

認
め
ら
れ
る
児
童
の
行
動
に
つ
い
て
、
各
項
目
の
趣
旨
に
照
ら

し
て
十
分
満
足
で
き
る
状
況
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
、

〇
印
を
記
入
す
る
。
ま
た
、
特
に
必
要
が
あ
れ
ば
、
項
目
を
追
加

し
て
記
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 【

総
合

所
見

及
び
指

導
上

参
考

と
な
る

諸
事

項
】

       
＜
記
載
事
項
＞

 
 
児
童
の
成
長
の
状
況
を
総
合
的
に
捉
え
る
た
め
、
以
下
の
事

項
な
ど
を
記
入
す
る
。

 
〇

 
各
教
科
の
学
習
に
関
す
る
所
見

 
〇

 
特
別
活
動
に
関
す
る
事
実
及
び
所
見

 
〇

 
行
動
に
関
す
る
所
見

 
〇

 
児
童
の
特
徴
・
特
技
、
学
校
内
外
に
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
な
ど
社
会
奉
仕
体
験
活
動
、
表
彰
を
受
け
た
行
為

や
活
動
、
学
力
に
つ
い
て
標
準
化
さ
れ
た
検
査
の
結
果
な

ど
指
導
上
参
考
と
な
る
諸
事
項

 
〇

 
児
童
の
成
長
の
状
況
に
関
わ
る
総
合
的
な
所
見

 
＜
留
意
事
項
＞

 
〇

 
記
入
に
当
た
っ
て
は
、
各
学
校
に
お
い
て
、
あ
る
程
度

統
一
的
な
記
入
の
視
点
を
設
定
し
て
、
簡
潔
な
文
章
で
記

入
す
る
。

 
〇

 
事
実
に
関
す
る
こ
と
を
客
観
的
に
記
入
す
る
。

 
〇

 
日
常
の
指
導
の
た
め
の
記
録
な
ど
を
活
用
し
、
児
童
の

学
習
や
活
動
の
状
況
な
ど
を
具
体
的
、
総
合
的
に
把
握
し

て
記
入
す
る
。

 
〇

 
児
童
の
個
性
を
生
か
す
観
点
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

の
観
点
に
配
慮
し
て
記
入
す
る
。

 
  

【
出

欠
の

記
録

】
                   

＜
授
業
日
数
＞

 
〇

 
学
年
の
授
業
日
数

 
児
童
の
所
属
す
る
学
年
に
つ
い
て
、
授
業
を
実
施
し
た
年

間
の
総
日
数
を
記
入
す
る
。

 
〇

 
転
学
又
は
退
学
等
を
し
た
児
童
の
授
業
日
数

 
 
学
籍
の
記
録
の
「
転
学
・
退
学
等
」
の
欄
の
括
弧
書
き
の
年

月
日
ま
で
の
日
数
を
記
入
す
る
。

 
〇

 
転
入
学
又
は
編
入
学
等
を
し
た
児
童
の
授
業
日
数

 
 
転
入
学
又
は
編
入
学
等
を
し
た
日
以
後
の
授
業
日
数
を
記

入
す
る
。

 
 ＜出席停

止
・
忌
引
等
の
日
数
＞

 
 
出
席
停
止
や
忌
引
等
の
理
由
で
出
席
を
要
し
な
い
と
認
め
ら

れ
た
日
数
の
合
計
を
記
入
す
る
。
出
席
停
止
や
忌
引
等
の
日
数

が
な
い
場
合
は
、
欄
を
空
白
に
し
な
い
で
０
と
記
入
す
る
。

 
 ＜出席し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
数
＞

 
 
「
授
業
日
数
」
か
ら
「
出
席
停
止
・
忌
引
等
の
日
数
」
を
差
し

引
い
た
日
数
を
記
入
す
る
。

 
 ＜欠席日

数
＞

 
 
「
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
数
」
の
う
ち
病
気
又
は
そ

の
他
の
事
故
で
、
児
童
が
欠
席
し
た
日
数
を
記
入
す
る
。
欠
席

理
由
等
は
「
備
考
」
に
記
入
す
る
。

 
 ＜出席日

数
＞

 
 
「
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
数
」
か
ら
「
欠
席
日
数
」
を

差
し
引
い
た
日
数
を
記
入
す
る
。

 
 ＜備考＞

 
 
「
出
席
停
止
・
忌
引
等
の
日
数
」
に
関
す
る
特
記
事
項
・
欠
席

理
由
の
主
な
も
の
、
遅
刻
、
早
退
等
の
状
況
、
転
入
学
し
た
児
童

に
つ
い
て
の
前
在
籍
校
に
お
け
る
出
欠
の
概
要
等
を
記
入
す
る
。

 

小
学
校
児
童
指
導
要
録
（
記
入
例
）
 

・
各
教
科
と
も
学
習
に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
。

 
・
自
分
の
考
え
を
積
極
的
に
発
言
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

 
・
人
権
集
会
で
は
、
意
見
発
表
の
準
備
や
練
習
に

進
ん
で
取
り
組
ん
だ
。  

・
い
つ
も
元
気
よ
く
挨
拶
す
る
こ
と
が
で
き
、
他

の
模
範
と
な
っ
た
。

 
 

・
生
活
科
で
は
、
昆
虫
を
捕
ま
え
る
こ
つ
を
友
達

に
分
か
り
や
す
く
伝
え
た
。

 
・
学
級
会
の
司
会
で
は
、
友
人
の
意
見
を
よ
く
聞

き
、
話
し
合
い
を
上
手
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。 

・
困
っ
て
い
る
友
達
に
優
し
く
声
を
掛
け
、
手
助

け
す
る
姿
が
見
ら
れ
た
。 

・
地
域
文
集
コ
ン
ク
ー
ル
入
選

 
 ・
理
科
で
は
、
学
習
内
容
と
関
連
付
け
て
身
近
な

生
活
の
中
に
あ
る
問
題
を
見
付
け
る
こ
と
が
で

き
た
。

 
・
日
直
と
し
て
の
役
割
を
、
友
人
と
協
力
し
て
最

後
ま
で
果
た
し
た
。

 
・
い
つ
も
清
掃
に
早
く
取
り
掛
か
り
、
自
分
の
持

　
ち
場
を
一
生
懸
命
掃
除
し
て
い
た
。

 
・
〇
〇
読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル
入
選

 
 

・
自
分
の
考
え
を
も
ち
、
相
手
に
伝
わ
る
よ
う
工

夫
し
て
文
章
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

 
・
何
事
に
も
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
お
り
、

友
達
か
ら
も
信
頼
さ
れ
て
い
た
。

 
・
学
級
の
代
表
と
し
て
、
代
表
委
員
会
に
参
加
し
、

積
極
的
に
意
見
を
発
表
し
た
。

 
・
欠
席
し
て
い
る
児
童
の
代
わ
り
に
給
食
当
番
を

引
き
受
け
る
な
ど
、
進
ん
で
自
分
が
で
き
る
こ

と
に
取
り
組
ん
だ
。

 
 ・
国
語
科
で
は
、
友
人
の
発
表
を
聞
い
て
適
切
な

質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

 
・
栽
培
委
員
と
し
て
、
植
物
へ
の
水
や
り
の
当
番

を
忘
れ
ず
、
責
任
を
も
っ
て
仕
事
を
行
っ
た
。

 
・
み
ん
な
で
使
う
道
具
や
学
級
文
庫
の
整
理
を
進

ん
で
行
っ
た
。

 
  

骨
折
に
よ
る
入
院
） 

○
○

 
○
○
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平
成

令
和

〇
年

〇
月

〇
〇

市
立

〇
〇

小
学

校
卒
業

 
令
和

年
　
〇

　
月

　
〇
　

日
生

平
成

令
和

〇

 
 
令

和

(
平
成

 
年
　

月
　

日
)

令
和

 
 
平

成

令
和
　

　
　

年
度

３

 
〇

〇
　

〇
〇

 
〇
〇

　
〇

〇

(
４

月
～

1
2
月

７
日

)

 
△
△

　
△

△
(
1
2
月

８
日

～
３

月
)

  
〇

〇
　

〇
〇

  
〇
〇

　
〇

〇

令
和

　
〇

　
年

度

１

令
和

　
〇

　
年

度

２

学
　

校
　
名

及
　

　
　
び

所
　

在
　
地

(
分

校
名

・

　

所
在
地

等
)

学
年

愛
媛

県
〇

〇
市

立
〇

〇
中

学
校

愛
媛

県
〇

〇
市

〇
〇

町

　
　

　
　

　
　

〇
丁

目
〇

番
〇
号

区
分

年
度

校
長
氏

名
印

学
級

担
任

者

氏
　

名
　

印

入
学
前

の
経

歴

保 　 　 護 　 　 者

ふ
り
が

な

氏
　
　

名

現
 
住

 
所

え
　

ひ
　
め

　
じ

　
ろ
　

う

愛
　

媛
　

次
　
郎

生
徒
の

欄
に

同
じ

進
学

先
・

就
職

先
等

卒
　

　
業

　
　

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　
日

転
　

　
学

退
 
学

 
等

事
　

　
　

　
由

所
 
　

在
 
　
地

転
 
入

 
学

年
月

日
・

学
年

愛
媛

県

 
　

　
　

　
郡

 
　

〇
〇
町

 
　
〇

〇
番

地
〇

 
 
　

 
〇

〇
市

 
　

　
　
　

　
番

 
　

　
号

転
学

先
学

校
名

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

第
　

学
年
　

 
編

 
入

 
学

前
在

籍
学

校
名

所
 
　

在
 
　
地

 
 
平

成
 
年

　
月
　

日
 
第
　
学

年

 
年

　
月
　

日
 
第
　
学

年

学
　

　
　

　
籍

　
　

　
　

の
　
　

　
　

記
　
　

　
　

録

 
 
令

和

 
平
成

〇
年
〇

月
〇
日

 
　

第
１

学
年
　

 
入

　
　
学

え
　

ひ
　

め
　

は
　

な
　

こ

氏
　
　

名
愛

　
媛

　
花
　

子

入
　

　
学

編
入

学
等

現
 
住

 
所

性 　 別

女

年
月

日
・

学
年

生 　 　 　 　 　 　 　 徒

ふ
り
が

な

事
　

　
　

　
由

区
分

学
年

様
式
１

　
（

学
籍
に

関
す
る

記
録
）

５１
２ ６

１
２

中
学

校
生

徒
指

導
要

録
学
　

　
級

整
理

番
号

卒
業
　
等

転
学

年
度

３
                         

                         

                         

中
学

校
生

徒
指

導
要

録
（

記
入

例
）

 

【
学

籍
の

記
録

】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
こ

の
欄

は
、

原
則

と
し

て
学

齢
簿

の
記

載
事

項
に

基
づ

き
、

学
年

当
初

及
び

異
動

の
生

じ
た

と
き

に
記

入
す

る
。

 
 

異
動

や
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

、
旧

事
項

を
２

本
線

で
消

除

し
、

新
事

項
を

記
入

す
る

。
 

 【
生

徒
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

齢
簿

に
記

載
さ

れ
て

い
る

と
お

り
に

記
入

す
る

。
 

＜
氏

名
＞

 
 
「

ふ
り

が
な

」
を

付
け

る
。
名

前
が

平
仮

名
や

片
仮

名
の

場
合

に
も

ふ
り

が
な

を
付

け
る

。
 

＜
性

別
＞

 
 

男
女

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
。

 
＜

生
年

月
日

＞
 

 
学

齢
簿

に
記

載
さ

れ
て

い
る

生
年

月
日

を
記

入
す

る
 

＜
現

住
所

＞
 

 
学

齢
簿

に
記

載
さ

れ
て

い
る

現
住

所
を

記
入

す
る

。
 

 【
保

護
者

】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＜
氏

名
＞

 
 

生
徒

に
対

し
て

親
権

を
行

う
者

を
記

入
す

る
。

親
権

を
行

う

者
が

い
な

い
と

き
は

後
見

人
を

記
入

す
る

。
 

＜
現

住
所

＞
 

 
生

徒
の

現
住

所
と

同
一

の
場

合
に

は
「

生
徒

の
欄

に
同

じ
」

と
略

記
す

る
。

 
 【

入
学

前
の

経
歴
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
中
学
校
に
入
学
す
る
ま
で
の
教
育
関
係
の
略
歴
を
記
入
す
る
。

 
 【

学
校

名
及

び
所
在

地
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

校
名

及
び

所
在

地
を

正
確

に
記

入
す

る
。

分
校

の
場

合
に

は
、
本

校
名

及
び

所
在

地
を

記
入

す
る

と
と

も
に

、
分

校
名

、
所

在
地

及
び

在
学

し
た

学
年

を
併

記
す

る
。

 
 【

校
長

氏
名

印
・
学

級
担

任
者

氏
名
印

】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
各

年
度

に
、
校

長
の

氏
名

、
学

級
担

任
者

の
氏

名
を

記
入

し
、

そ
れ

ぞ
れ

年
度

末
に

押
印

す
る

。
印

は
認

印
で

よ
い

。
 

 
な

お
、

同
一

年
度

内
に

校
長

又
は

学
級

担
任

者
が

代
わ

っ
た

場
合

に
は

、
前

任
者

は
押

印
し

な
い

。
 

 
生

徒
の

転
学

・
退

学
等

の
際

の
記

入
に

つ
い

て
は

、
責

任
を

有
す

る
校

長
及

び
学

級
担

任
が

押
印

す
る

。
 

印
 

印
 

印
 

印
 

【
入

学
・

編
入

学
等

】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＜
入

学
＞

 
 

生
徒

が
第

１
学

年
に

入
学

し
た

年
月

日
（

４
月

１
日

が
適

当
）

を
該

当
欄

に
記

入
し

、「
第

 
学

年
編

入
学

」
の

文
字

は
２

本
線

を
引

い
て

消
除

す
る

。
 

＜
編

入
学

等
＞

 
 

第
１

学
年

の
中

途
又

は
第

２
学

年
以

上
の

学
年

に
、

在
外

教

育
施

設
や

外
国

の
学

校
等

か
ら

編
入

学
し

た
場

合
は

就
学

義
務

の
猶

予
・

免
除

の
事

由
の

消
滅

に
よ

り
就

学
義

務
が

発
生

し
た

場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
年
月
日
、
学
年
及
び
事
由
等
を
記
入
す
る

。
 

 【
転

入
学

】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
他

の
中

学
校

等
か

ら
転

入
学

し
て

き
た

生
徒

に
つ

い
て

、
転

入
学

年
月

日
、
転

入
学

年
、
前

に
在

籍
し

て
い

た
学

校
名

、
所

在

地
及

び
そ

の
事

由
等

を
記

入
す

る
。

 
 【

転
学

・
退

学
等
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

＜
転

学
＞

 
  

 
転

学
の

た
め

学
校

を
去

っ
た

日
 

  
 

転
学

先
の

学
校

が
受

け
入

れ
た

日
の

前
日

 
  

他
の

中
学

校
等

に
転

学
す

る
場

合
に

は
、

生
徒

が
転

学
の

た

め
に

学
校

を
去

っ
た

年
月

日
、

転
学

先
の

学
校

が
受

け
入

れ
た

年
月

日
の

前
日

、
転

学
先

学
校

名
、
所

在
地

、
転

入
学

年
及

び
そ

の
事

由
等

を
記

入
す

る
。

 
＜

退
学

等
＞

 
 

在
外

教
育

施
設

や
外

国
の

学
校

に
入

る
た

め
に

退
学

す
る

場

合
、
学

齢
（

満
1
5
歳

に
達

し
た

日
の

属
す

る
学

年
の

終
わ

り
）
を

超
過

し
て

い
る

生
徒

が
退

学
す

る
場

合
及

び
、
就

学
義

務
猶

予
・

免
除

の
措

置
、

児
童

自
立

支
援

施
設

等
に

入
所

す
る

場
合

、
生

徒
の

居
所

が
１

年
以

上
不

明
で

長
期

欠
席

を
続

け
て

い
る

場

合
、

生
徒

が
死

亡
し

た
場

合
は

、
校

長
が

退
学

等
を

認
め

た
年

月
日

及
び

そ
の

事
由

等
を

記
入

す
る

。
 

 【
卒

業
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
校

長
が

卒
業

を
認

定
し

た
年

月
日

（
３

月
3
1
日

が
適

当
）

を

記
入

す
る

。
 

 【
進

学
先

・
就

職
先

等
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
進

学
先

の
学

校
名

及
び

所
在

地
、

就
職

先
の

事
業

所
名

及
び

所
在

地
等

を
記

入
す

る
。

 
 

○
○

 
○
○

 
○

○
○

 
○

○
○

 

△
△
 
△
△

 
△

△
△
 

△
△
△

 

進
学

先  
就

職
先

等
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学 年
学
習
活
動

観
　
　
点

評
　
　
価

1

学
校
行
事

〇

評
定

知
識
・
技
能

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

総
 
合

 
的

 
な

 
学

 
習

 
の

 
時

 
間

 
の

 
記

 
録

思
考
・
判
断
・
表
現

Ａ
Ａ

４
４

３
３

Ａ
Ａ４

Ｂ
Ｂ Ａ

３
３

Ａ
Ａ

Ａ
Ａ３

Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

３

Ａ

Ａ
ＡＢＢＡ

４
４

Ａ
Ａ

Ｂ
ＢＡ

３
４

３
４

Ｂ
Ａ

Ａ

評
定

教
科
観
　
　
　
点

学
　
　
　
年

１

Ｂ
Ａ

Ｂ

区
分

学
年

学
　
　
級

整
理
番
号

学
　
　
校
　
　
名

評
定

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

2

生
徒
会
活
動

特
　

別
　

活
　

動
　

の
　

記
　

録

内
　
容

観
　
点

〇

3

学
級
活
動

〇

学
　
年

3

Ａ
Ｂ

評
定

Ａ
Ａ

５

技 術 ・ 家 庭

知
識
・
技
能

外 国 語

知
識
・
技
能

Ｂ
Ｂ

評
定

Ａ
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

思
考
・
判
断
・
表
現

〇〇

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ
Ｂ

1
2

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

思
考
・
判
断
・
表
現

保 健 体 育

知
識
・
技
能

評
定

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

思
考
・
判
断
・
表
現

美 　 　 術

知
識
・
技
能

評
定

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ
思
考
・
判
断
・
表
現

音 　 　 楽

知
識
・
技
能

Ｂ

評
定

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

思
考
・
判
断
・
表
現

理 　 　 科

知
識
・
技
能

ＡＡ

評
定

５

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

2

思
考
・
判
断
・
表
現

Ａ
Ａ

数 　 　 学

知
識
・
技
能

Ａ
Ａ ５

1

社 　 　 会

知
識
・
技
能

3

特
　

別
　

の
　

教
　

科
　

　
道

　
徳

　
の

　
記

　
録

評
定

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ
Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

学 年
学
習
状
況
及
び
道
徳
性
に
係
る
成
長
の
様
子

Ａ

国 　 　 語

知
識
・
技
能

教
科
観
　
　
　
点

学
　
　
　
年

３

各
　

教
　

科
　

の
　

学
　

習
　

の
　

記
　

録

１

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ａ

思
考
・
判
断
・
表
現

2
３

2

Ｂ

１
２

３

様
式
２
（
指
導
に
関
す
る
記
録
）

中
学
校
生
徒
指
導
要
録

生
　
徒
　
氏
　
名

【
各

教
科

の
学

習
の

記
録

】
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

＜
観
点
別
学
習
状
況
＞

 
中
学
校
学
習
指
導
要
領
等
に
示
す
各
教
科
の
目
標
に
照
ら
し

て
、
そ
の
実
現
状
況
を
観
点
ご
と
に
評
価
し
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
記

号
に
よ
り
記
入
す
る
。
こ
の
場
合
、

 
 
「
十
分
満
足
で
き
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

 
 
「
お
お
む
ね
満
足
で
き
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｂ

 
 
「
努
力
を
要
す
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｃ

 
と
す
る
。

 
 
ま
た
、
特
に
必
要
が
あ
れ
ば
観
点
を
追
加
し
て
記
入
す
る
。

 
 ＜評定＞

 
 
各
学
年
に
お
け
る
各
教
科
の
学
習
状
況
に
つ
い
て
、
中
学
校

学
習
指
導
要
領
等
に
示
す
各
教
科
の
目
標
に
照
ら
し
て
、
そ
の

実
現
状
況
を
総
括
的
に
評
価
し
、
記
入
す
る
。

 
 
評
定
は
５
段
階
で
表
し
、
５
段
階
の
表
示
は
５
、
４
、
３
、

２
、
１
と
す
る
。
そ
の
表
示
は
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
等
に
示

す
目
標
に
照
ら
し
て
、

 
 
「
十
分
満
足
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
特
に
程
度
が
高
い
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５

 
 
「
十
分
満
足
で
き
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４

 
 
「
お
お
む
ね
満
足
で
き
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

 
 
「
努
力
を
要
す
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

 
 
「
一
層
努
力
を
要
す
る
」

 
状
況
と
判
断
さ
れ
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

 
と
す
る
。

 
 中

学
校

生
徒

指
導

要
録

（
記

入
例

）
 

【
特

別
の

教
科

 
道

徳
の

記
録

】
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
改
善
等
通
知
に
基
づ
き
、
学
習
活
動
に
お
け
る
生
徒
の
学
習

状
況
や
道
徳
性
に
係
る
成
長
の
様
子
を
個
人
内
評
価
と
し
て
文

章
で
端
的
に
記
述
す
る
。

 
 【

総
合

的
な

学
習
の

時
間

の
記

録
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学
習
活
動
及
び
各
学
校
が
自
ら
定
め
た
評
価
の
観
点
を
記
入

し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
観
点
の
う
ち
、
生
徒
の
学
習
状
況
に
顕

著
な
事
項
が
あ
る
場
合
な
ど
に
そ
の
特
徴
を
記
入
す
る
等
、
生

徒
に
ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
付
い
た
か
を
文
章
で
端
的
に
記
述

す
る
。

 
 
ま
た
、
評
価
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
に
お
い
て
具
体

的
に
定
め
た
目
標
、
内
容
に
基
づ
い
て
改
善
等
通
知
別
紙
４
を

参
考
に
定
め
る
。

 
 【

特
別

活
動

の
記
録

】
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
各
学
校
が
自
ら
定
め
た
特
別
活
動
全
体
に
係
る
評
価
の
観
点

を
記
入
し
た
上
で
、
各
活
動
・
学
校
行
事
ご
と
に
、
評
価
の
観
点

に
照
ら
し
て
十
分
満
足
で
き
る
活
動
の
状
況
に
あ
る
と
判
断
さ

れ
る
場
合
に
、
〇
印
を
記
入
す
る
。

 
 
ま
た
、
評
価
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
に
示
す

特
別
活
動
の
目
標
を
踏
ま
え
、
各
学
校
に
お
い
て
改
善
等
通
知

別
紙
４
を
参
考
に
定
め
る
。
そ
の
際
、
特
別
活
動
の
特
質
や
学

校
と
し
て
重
点
化
し
た
内
容
を
踏
ま
え
、
例
え
ば
「
主
体
的
に

生
活
や
人
間
関
係
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
態
度
」
な
ど
の

よ
う
に
、
よ
り
具
体
的
に
定
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
記
入

に
当
た
っ
て
は
、
特
別
活
動
の
学
習
が
学
校
や
学
級
に
お
け
る

集
団
活
動
や
生
活
を
対
象
に
行
わ
れ
る
と
い
う
特
質
に
留
意
す
る
。
 

 
な
お
、
特
別
活
動
は
学
級
担
任
以
外
の
教
師
が
指
導
す
る
活

動
が
多
い
こ
と
か
ら
、
評
価
体
制
を
確
立
し
、
共
通
理
解
を
図

っ
て
、
生
徒
の
よ
さ
や
可
能
性
を
多
面
的
・
総
合
的
に
評
価
す

る
と
と
も
に
、
確
実
に
資
質
・
能
力
が
育
成
さ
れ
る
よ
う
指
導

の
改
善
に
生
か
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 
 

道
徳
的
価
値
に
関
わ
る
問
題
に
対
す
る
判
断
の
根
拠
や
そ
の

時
の
心
情
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
広
い
視
野
か
ら

こ
れ
ま
で
の
自
分
自
身
の
生
活
を
振
り
返
っ
た
。

 
時
と
場
合
、
場
所
な
ど
に
応
じ
て
、
複
数
の
道
徳
的
価
値
か
ら

何
を
優
先
す
る
か
の
判
断
に
葛
藤
し
な
が
ら
、
自
分
の
行
動
や
考

え
を
見
直
し
た
。

 

水
を
き
れ
い
に
す
る

簡
易
装
置
の
実
験
を
通

し
て
、
失
敗
を
生
か
し

な
が
ら
よ
り
よ
い
環
境

改
善
に
向
け
た
追
究
力

が
向
上
し
た
。

 
・
知
識
・
技
能

 
・
課
題
追
究
力

 
・
自
己
対
話
力

 
・
人
間
関
係
力

 
「
ふ
る
さ
と
環

境
改
善
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」

 
・
川
の
環
境
調
査

 
・
環
境
改
善
提
案

会
 

職
場
体
験
学
習
を
通

し
て
、
働
く
人
の
仕
事

に
対
す
る
姿
勢
や
思
い

に
触
れ
る
こ
と
で
、
働

く
こ
と
の
意
義
を
理
解

し
、
将
来
の
進
路
設
計

を
真
剣
に
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。

 
・
知
識
・
技
能

 
・
課
題
追
究
力

 
・
自
己
対
話
力

 
・
人
間
関
係
力

 
「
働
く
意
味
を

探
ろ
う
」

 
・
地
域
で
働
く
人

の
話
を
聞
く

会
 

・
職
場
体
験
学
習

・
よ
り
よ
い
生
活
を
築
く
た
め
の

知
識
・
技
能

 
・
集
団
や
社
会
の
形
成
者
と
し
て

の
思
考
・
判
断
・
表
現

 
・
主
体
的
に
生
活
や
人
間
関
係
を

よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
主
体

的
な
態
度

 

○
○
 
○
○

 
○
○
市
立
○
○
中
学
校

 
1
  2

  
5
  6
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出
席
停
止
３
日
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）
、
欠
席
１
０
日
（
発
熱
）

忌
引
２
日
（
祖
母
死
亡
）
、
欠
席
１
１
日
（
虫
垂
炎
手
術
）

第 　 　 　 １ 　 　 　 学 　 　 　 年

第 　 　 　 ３ 　 　 　 学 　 　 　 年

３

2
0
0

生
　
徒
　
氏
　
名

愛
　
媛

　
花

　
子

行
　
　
　
　
　
動
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
記
　
　
　
　
　
録

項
　
　
目

学
　
　
年

項
　
　
目

３
学
　
　
年

1
0

健
康
・
体
力
の
向
上

○ ○

２

2
0
0

1
1

2 3

１

総
　
合
　
所
　
見
　
及
　
び
　
指
　
導
　
上
　
参
　
考
　
と
　
な
　
る
　
諸
　
事
　
項

出
　
　
　
　
　
欠
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
記
　
　
　
　
　
録

9
8
1

2
0
2 2
0
3

学
年

１
２

1
9
0

１

欠
席
日
数

出
席
日
数

備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
考

２

基
本
的
な
生
活
習
慣

３

○
律

自
・

主
自

○

公
共
心
・
公
徳
心

○
公
正
・
公
平

○
○○

責
任
感

創
意
工
夫

思
い
や
り
・
協
力

生
命
尊
重
・
自
然
愛
護

勤
労
・
奉
仕

区
分

授
業
日
数

第 　 　 　 ２ 　 　 　 学 　 　 　 年

出
席
停

止
・

忌
引

等
の

日
数

出
席

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

日
数

                         

                         

                         

【
行

動
の

記
録

】
                   

 
各
教
科
、
特
別

の
教
科
 

道
徳
、
総
合
的
な

学
習
の

時
間
、
特

別
活

動
や

そ
の

他
学

校
生

活
全

体
に

わ
た

っ
て

認
め

ら
れ

る
生

徒
の

行
動

に
つ

い
て

、
各

項
目

の
趣

旨
に

照
ら

し
て

十
分

満
足

で
き

る
状

況
に

あ
る

と
判

断
さ

れ
る

場
合

に
、

〇
印

を
記

入
す

る
。
ま
た
、
特

に
必

要
が
あ
れ

ば
、
項

目
を
追
加

し
て
記

入
す
る

こ
と
が
で

き
る
。

 
 【

総
合

所
見

及
び
指

導
上

参
考

と
な
る

諸
事

項
】

       
＜
記
載
事

項
＞

 
 

生
徒

の
成

長
の

状
況

を
総

合
的

に
捉

え
る

た
め

、
以

下
の

事

項
な
ど
を

記
入
す

る
。

 
〇
 
各
教

科
の
学

習
に
関
す

る
所
見

 
〇
 
特
別

活
動
に

関
す
る
事

実
及
び

所
見

 
〇
 
行
動

に
関
す

る
所
見

 
〇
 
生
徒

の
特
徴
・
特
技
、
部
活

動
、
学
校

内
外
に

け
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

な
ど
社
会

奉
仕
体

験
活
動
、
表

彰
を

受

け
た
行
為

や
活
動

、
学
力
に
つ

い
て

標
準
化
さ

れ
た
検

査

の
結
果
な

ど
指
導

上
参
考
と

な
る
諸

事
項

 
〇
 
生
徒

の
成
長

の
状
況
に

関
わ
る

総
合
的
な

所
見

 
＜
留
意
事

項
＞

 
〇
 
記
入

に
当
た

っ
て
は
、
各

学
校

に
お
い
て
、
あ
る

程
度

統
一
的
な

記
入
の

視
点
を
設

定
し
て

、
簡
潔
な
文

章
で

記

入
す
る
。

 
〇
 
事
実

に
関
す

る
こ
と
を

客
観
的

に
記
入
す

る
。

 
〇
 
日
常

の
指
導

の
た
め
の

記
録
な

ど
を
活
用

し
、
生

徒
の

学
習
や
活

動
の
状

況
な
ど
を

具
体
的

、
総
合
的
に

把
握

し

て
記
入
す

る
。

 
〇
 
生
徒

の
個
性

を
生
か
す

観
点
や

、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー

保
護

の
観
点
に

配
慮
し

て
記
入
す

る
。

 
  中

学
校
生
徒
指
導
要
録
（
記
入
例
）
 

【
出

欠
の

記
録

】
                   

＜
授
業
日

数
＞

 
〇
 
学
年

の
授
業

日
数

 
生

徒
の

所
属

す
る

学
年

に
つ

い
て

、
授

業
を

実
施

し
た

年

間
の
総
日

数
を
記

入
す
る
。

 
〇
 
転
学

又
は
退

学
等
を
し

た
生
徒

の
授
業
日

数
 

 
学
籍
の

記
録
の
「
転
学
・
退
学
等
」
の
欄
の
括

弧
書
き

の
年

月
日
ま
で

の
日
数

を
記
入
す

る
。

 
〇
 
転
入

学
又
は

編
入
学
等

を
し
た

生
徒
の
授

業
日
数

 
 

転
入

学
又

は
編

入
学

等
を

し
た

日
以

後
の

授
業

日
数

を
記

入
す
る
。

 
 ＜
出
席
停

止
・
忌

引
等
の
日

数
＞

 
 

出
席

停
止

や
忌

引
等

の
理

由
で

出
席

を
要

し
な

い
と

認
め

ら

れ
た

日
数

の
合

計
を

記
入

す
る

。
出

席
停

止
や

忌
引

等
の

日
数

が
な
い
場

合
は
、

欄
を
空
白

に
し
な

い
で
０
と

記
入
す

る
。

 
 ＜
出
席
し

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
日
数

＞
 

 
「
授
業

日
数
」
か
ら
「
出

席
停
止
・
忌
引
等

の
日
数

」
を
差
し

引
い
た
日

数
を
記

入
す
る
。

 
 ＜
欠
席
日

数
＞

 
 

「
出

席
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

日
数

」
の

う
ち

病
気

又
は

そ

の
他

の
事

故
で

、
生

徒
が

欠
席

し
た

日
数

を
記

入
す

る
。

欠
席

理
由
等
は

「
備
考

」
に
記
入

す
る
。

 
 ＜
出
席
日

数
＞

 
 
「
出
席

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
日

数
」
か
ら
「
欠
席

日
数
」
を

差
し
引
い

た
日
数

を
記
入
す

る
。

 
 ＜
備
考
＞

 
 
「
出
席

停
止
・
忌

引
等
の
日

数
」
に

関
す
る
特

記
事
項
・
欠
席

理
由
の
主

な
も
の

、
遅
刻
、
早
退

等
の

状
況
、
転
入

学
し

た
生
徒

に
つ
い
て
の
前
在
籍
校
に
お
け
る
出
欠
の
概
要
等
を
記
入
す
る
。

 

・
数
学
科
や
理
科
で
は
、
優
れ
た
論
理

的
思
考
力
を
発
揮
し
た
。
 

 ・
学
習
委
員（

１
学
期
）、

生
活
委
員（

２
学
期
）、

教
科
係
（
３
学
期
）
 

・
学
習
委
員
と
し
て
、
２
分

前
着
席
の

呼
び
か
け
を
確
実
に
行
っ
た
。
 

・
体
育
大
会
ブ
ロ
ッ
ク
応
援
リ
ー
ダ
ー
 

・
文
化
祭
実
行
委
員
 

 ・
基
本
的
な
生
活
習
慣
が
確
実
に
身
に

付
い
て
い
る
。
 

 ・
将
来
は
医
師
に
な
り
た
い
と
考
え
て

い
る
。
 

 ・
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
 

・
市
総
体
出
場
 

・
市
新
人
大
会
準
優
勝
 

・
県
新
人
大
会
出
場
 

 ・
市
児
童
生
徒
理
科
自
由
研
究
作
品
入

選
  

・
全

て
の

教
科

で
授
業

態
度

は
意

欲
的

で
あ
る
。
 

 ・
教
科
係
（
１
年
間
）
 

・
教
科
係
と
し
て
、ノ

ー
ト
類
の
回
収
配

付
を
責
任
を
も
っ
て
行
っ
た
。
 

・
体
育
大
会
実
行
委
員
 

・
校
内
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
実
行
委
員
 

 ・
清
掃
活
動
に
意
欲
的
で
、

他
の
模
範

と
な
っ
た
。
 

 ・
高

等
学
校

普
通
科

へ
の

進
学
を

希
望

し
て
い
る
。
 

 ・
校
外
の
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
に
所
属
 

・
○
○
サ
ッ
カ
ー
大
会
優
勝
 

 ・
え

ひ
め

こ
ど

も
美
術

展
 

絵
画

の
部

特
選
 

・
赤
い
羽
根
街
頭
募
金
参
加
 

・
英
検
３
級
  

（
骨
折
に
よ
る
入
院
）

 

○
○
 
○

○
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様
式
２
（
指
導
に
関
す
る
記
録
）

小
学
校
児
童
指
導
要
録

児
　
童
　
氏
　
名

学
　
　
校
　
　
名

区
分

学
年

１
２

３
４

５
６

愛
　
媛
　
花
　
子

○
○
市
立
○
○
小
学
校

学
　
　
級

星
星

星

整
理
番
号

２
４

１

1

各
　

教
　

科
　

の
　

学
　

習
　

の
　

記
　

録
特

　
別

　
の

　
教

　
科

　
　

道
　

徳
　

の
　

記
　

録

教
科
観
　
　
　
点

学
　
　
　
年

１
２
３
４
５
６
学
年

学
習
状
況
及
び
道
徳
性
に
係
る
成
長
の
様
子

国 　 　 語

知
識
・
技
能

Ａ
Ｃ

Ｃ

3

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ
Ｃ

Ｂ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ａ
Ｂ

Ｂ
2

評
定

2
2

評
定

2
2

社 　 　 会

知
識
・
技
能

Ｂ
Ｂ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ
Ｃ

Ｂ

5

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ
Ｂ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ａ
Ｂ

4

知
識
・
技
能

Ａ
Ｂ

Ｃ

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ
Ｃ

Ｂ

理 　 　 科

知
識
・
技
能

Ｂ
Ｂ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ
Ｂ

評
定

2
2

算 　 　 数

外
　

国
　

語
　

活
　

動
　

の
　

記
　

録

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ
Ｂ

学
年

知
識
・
技
能

思
考
・
判
断
・
表
現

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

3

評
定

2
2

生 　 　 活

知
識
・
技
能

Ａ
4

評
定

学
年

思
考
・
判
断
・
表
現

Ａ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ａ

学
習
活
動

観
　
　
点

評
　
　
価

音 　 　 楽

知
識
・
技
能

Ａ
Ｂ

Ｂ

3
思
考
・
判
断
・
表
現

Ａ
Ｂ

Ｃ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ
Ｂ

Ｂ

評
定

2
2

図 画 工 作

知
識
・
技
能

Ａ
Ｂ

Ｂ

思
考
・
判
断
・
表
現

Ａ
Ｂ

Ｂ

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ａ
Ｃ

4

評
定

2
2 ＢＢ

5

Ｂ

特
　

別
　

活
　

動
　

の
　

記
　

録

学
　
年

1
2

6
3

4
5

Ｂ

6

2

思
考
・
判
断
・
表
現

Ｂ
Ｂ

Ｂ
内
　
容

観
　
点

Ａ
Ｂ

ＢＢ

学
級
活
動

Ａ

児
童
会
活
動

ク
ラ
ブ
活
動

〇

Ｂ

〇
〇

2Ｂ

2
2

外 国 語

知
識
・
技
能

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

思
考
・
判
断
・
表
現

評
定

体 　 　 育家 　 　 庭

知
識
・
技
能

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ
Ｃ

評
定

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

思
考
・
判
断
・
表
現

評
定

知
識
・
技
能

〇

総
 
合

 
的

 
な

 
学

 
習

 
の

 
時

 
間

 
の

 
記

 
録

6

学
校
行
事

特
別

支
援

学
級

用
指

導
要

録
(
記

入
例

）
 

■
使

用
す

る
様
式

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
≪
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
共
通
≫

 

 
様
式
１
（
学
籍
に
関
す
る
記
録
）
は
、
通
常
の
学
級
の
様
式
を

使
用
す
る
。

 

 
様
式
２
（
指
導
に
関
す
る
記
録
）
は
、「
視
覚
障
が
い
者
、
聴

覚
障
が
い
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
で
あ
る
児
童
生
徒

に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
の
指
導
要
録
を
参
考
に

し
た
様
式
」
又
は
、
通
常
の
学
級
の
様
式
を
使
用
す
る
。

 

 ■
指

導
に

関
す
る

記
録
 

【
各

教
科

の
学

習
の

記
録

】
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

≪
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
共
通
≫

 

 
当
該
学
年
の
各
教
科
の
目
標
又
は
、
適
用
し
た
下
学
年
の
教

科
の
目
標
に
準
拠
し
て
、
観
点
別
学
習
状
況
及
び
評
定
に
つ
い

て
記
入
す
る
。

 

 
観
点
別
学
習
状
況
及
び
観
点
の
記
入
に
つ
い
て
は
、
通
常
の

学
級
に
準
ず
る
。

 

 
各
教
科
の
目
標
・
内
容
を
下
学
年
の
教
科
の
目
標
・
内
容
に

替
え
て
教
育
課
程
を
編
成
し
た
場
合
、「
総
合
所
見
及
び
指
導
上

参
考
と
な
る
諸
事
項
」
に
適
用
し
た
教
科
名
と
学
年
に
つ
い
て

明
記
す
る
。

 

 ≪
中
学
校
特
別
支
援
学
級
≫

 

 
中
学
校
特
別
支
援
学
級
在
籍
の
生
徒
に
対
し
て
、
小
学
校
の

各
教
科
の
目
標
・
内
容
に
替
え
て
指
導
を
行
う
場
合
、
様
式
は

中
学
校
用
を
使
用
す
る
。
中
学
校
で
小
学
校
の
各
教
科
の
目
標
・

内
容
に
替
え
て
指
導
を
行
う
場
合
、
教
科
の
名
称
ま
で
を
替
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

 【
特

別
の

教
科
 
道

徳
の

記
録

】
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

≪
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
共
通
≫

 

 
通
常
の
学
級
に
準
じ
て
記
入
す
る
。

 

 【
外

国
語

活
動

の
記

録
】

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

≪
小
学
校
特
別
支
援
学
級
≫

 

 
通
常
の
学
級
に
準
じ
て
記
入
す
る
。

 

          【
総

合
的

な
学

習
の

時
間

の
記

録
】
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

≪
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
共
通
≫
 

 
通
常
の
学
級
に
準
じ
て
記
入
す
る
。
 

 【
特

別
活

動
の

記
録

】
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

≪
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
共
通
≫
 

 
通
常
の
学
級
に
準
じ
て
記
入
す
る
。
 

 ■
留

意
事

項
 

≪
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
共
通
≫
 

 
同
一
学
校
内
で
、
年
度
当
初
又
は
年
度
途
中
に
、
通
常
の
学

級
と
特
別
支
援
学
級
間
で
異
動
が
生
じ
た
場
合
、
作
成
し
て
い

る
様
式
を
引
き
続
き
使
用
し
て
も
よ
い
。
そ
の
際
、「
総
合
所
見

及
び
指
導
上
参
考
と
な
る
諸
事
項
」
に
、
そ
の
旨
記
述
す
る
。

 

当
該

学
年
の
教

育
課

程
又
は

、
各

教
科
の

目
標

・
内
容
を

下
学

年
の
教

科
の

目
標
・

内

容
に

替
え
て
教

育
課

程
を
編

成
す

る
場
合

 
－

記
入

例
－
 

◇
 
第
１
学
年
は
、
難
聴
特
別
支
援
学
級
在
籍
児
童

を
想
定
し
て
い
る
。

 

◇
 
第
３
学
年
は
、
３
年
生
進
級
時
に
通
常
の
学
級

か
ら
難
聴
特
別
支
援
学
級
に
異
動
し
た
児
童
を
想

定
し
て
い
る
。

 

◇
 
第
５
学
年
は
、
難
聴
特
別
支
援
学
級
に
在
籍

し
、
特
定
教
科
に
お
い
て
下
学
年
の
目
標
・
内
容

に
替
え
た
教
育
課
程
を
編
成
し
た
児
童
を
想
定
し

て
い
る
。

 

「
あ
り
が
と
う
」
の
気
持
ち
に
つ
い
て
、
自
分
の
経
験
を
基
に
発
言
し

た
り
、
友
達
の
意
見
を
聞
い
て
身
近
な
人
の
仕
事
に
つ
い
て
の
自
分
の
考

え
を
深
め
た
り
し
た
。
ま
た
、
感
謝
の
言
葉
に
書
き
表
し
た
。

 

約
束
や
き
ま
り
を
守
る
こ
と
に
つ
い
て
の
問
題
を
自
分
の
こ
と
と
し

て
受
け
止
め
て
自
ら
の
行
動
を
振
り
返
り
、
考
え
を
新
た
に
見
直
し
た
こ

と
に
つ
い
て
積
極
的
に
表
現
す
る
姿
が
見
ら
れ
た
。

 

教
材
の
登
場
人
物
の
葛
藤
す
る
思
い
に
寄
り
添
い
、
自
分
を
見
つ
め
直

す
と
と
も
に
、
友
達
の
考
え
を
聞
く
こ
と
で
「
こ
う
い
う
自
分
に
な
り
た

い
」
と
い
う
思
い
を
し
っ
か
り
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。

 

「
W

h
a

t
's

 
 
t
h

is
?
」
の
表
現
を
使
っ
て
、「
こ
れ
は
何
で
す
か
？
」「
こ

れ
は
～
で
す
」
の
言
い
方
に
慣
れ
、
自
ら
友
達
に
話
し
か
け
る
な
ど
、
進

ん
で
英
語
を
使
お
う
と
す
る
態
度
が
見
ら
れ
た
。

 

・
集
団
活
動
や
生
活
に
つ
い

て
の
知
識
・
理
解

 

・
集
団
や
社
会
の
一
員
と
し

て
の
思
考
・
判
断
・
表
現

 

・
主
体
的
に
集
団
活
動
や
生

活
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と

す
る
態
度

 

「
見
た
い
知
り
た

い
私
た
ち
の
町
」

 

・
町
た
ん
け
ん

 

・
マ
ッ
プ
制
作

 

「
米
作
り
に
挑
戦

し
よ
う
」

 

・
お
米
新
発
見

 

・
学
び
方
・
も
の
の
考

え
方

 

・
課
題
解
決
す
る
力

 

・
主
体
的
・
協
働
的
な

態
度

 

・
情
報
活
用
能
力

 

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
能
力

 

・
主
体
的
な
生
き
方

 

「
町
た
ん
け
ん
」
で
は
、

友
達
と
の
話
合
い
を
通
じ

て
、
協
力
し
な
が
ら
学
習

す
る
方
法
を
身
に
付
け

た
。

 

 

米
の
流
通
に
つ
い
て
、
本

で
調
べ
た
り
現
場
を
見
学
し

た
り
し
た
こ
と
を
も
と
に
、

分
か
り
や
す
く
発
表
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

 

○
○
 
○
○

 

 

○
○
市
立
○
○
小
学
校
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  ■
指
導
に
関
す
る
記
録 

【
自
立
活
動
の
記
録
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

≪
小
・
中

学
校
特

別
支
援
学

級
共
通

≫
 

 
個

別
の

指
導

計
画

等
を

踏
ま

え
、

次
の

事
項

等
を

端
的

に
記

入
す
る
。

 

○
 

指
導

目
標

、
指

導
内

容
、

指
導

の
成

果
の

概
要

に
関

す
る

こ
と

 

○
 

障
が

い
の

状
態

等
に

変
化

が
見

ら
れ

た
場

合
、

そ
の

状
況

に
関
す
る

こ
と

 

○
 

障
が

い
の

状
態

を
把

握
す

る
た

め
又

は
自

立
活

動
の

成
果

を
評

価
す

る
た

め
に

検
査

を
行

っ
た

場
合

、
そ

の
検

査
結

果

に
関
す
る

こ
と

 

 【
入
学
（
入
級
）
時
の
障
が
い
の
状
態
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 

≪
小
・
中

学
校
特

別
支
援
学

級
共
通

≫
 

 
入
学
（
入

級
）
す

る
学
級
種

別
、
障

が
い
の
種

類
及
び

程
度
等

を
記
入
す

る
。

 

 
な

お
、

交
付

を
受

け
て

い
る

身
体

障
害

者
手

帳
、

療
育

手
帳

等
に

つ
い

て
も

記
入

す
る

。
新

た
に

手
帳

等
の

交
付

を
受

け
た

場
合
も
記

入
す
る

。
 

 【
行
動
の
記
録
】
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

≪
小
・
中

学
校
特

別
支
援
学

級
共
通

≫
 
 

 
 
通
常
の
学
級
に

準
じ
て
記

入
す
る

。
 

 【
総
合
所
見
及
び
指
導
上
参
考
と
な
る
諸
事
項
】

 
 
 

 
 

 

≪
小
・
中

学
校
特

別
支
援
学

級
共
通

≫
 

 
通

常
の

学
級

に
お

け
る

記
載

す
る

事
項

等
及

び
下

記
の

該
当

事
項

の
ほ

か
、

交
流

及
び

共
同

学
習

を
実

施
し

て
い

る
児

童
生

徒
に

つ
い

て
は

、
相

手
先

の
学

級
名

や
実

施
し

た
教

科
等

を
記

入
す
る
。

 

○
 

各
教

科
の

目
標

・
内

容
を

下
学

年
の

教
科

の
目

標
・

内
容

に
替

え
て

教
育

課
程

を
編

成
し

た
場

合
の

適
用

し
た

教
科

名

と
学
年

 

○
 
通
常

の
学
級

と
特
別
支

援
学
級

間
で
異
動

が
あ
っ

た
場
合

 

 ※
 
通
常

の
学
級

の
様
式
を

使
用
す

る
場
合
は

、「
自

立
活
動
の

記
録
」「

入
学
（
入

級
）
時
の
障

が
い

の
状
態
」
欄

が
な

い
た

め
、「

総
合

所
見
及

び
指
導
上

参
考
と

な
る
諸
事

情
」
欄

に
記

入
す
る
。

 

 【
出
欠
の
記
録
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

≪
小
・
中

学
校
特

別
支
援
学

級
共
通

≫
 

 
通
常
の

学
級
に

準
じ
て
記

入
す
る

。
 

特
別
支
援
学
級
用
指
導
要
録
(記
入
例
）

 

公
共

心
・

公
徳

心

公
正

・
公

平

４
５

６

勤
労

・
奉

仕
○

自
　
立
　
活
　
動
　
の
　
記
　
録

入
学

(
入
級

)
時
の
障
が
い
の
状
態

　

第 ４ 学 年 第 ６ 学 年

１
２

３
４

５
６

項
　

　
目

学
　

　
年

１
２

３

第 ２ 学 年

1
8
7

１
2
0
0

欠
席
日

数

自
主

・
自

律

総
　
合
　
所
　
見
　
及
　
び
　
指
　
導
　
上
　
参
　
考
　
と
　
な
　
る
　
諸
　
事
　
項

基
本

的
な

生
活

習
慣

創
意

工
夫

２

区
分

な
ら
な
い

日
数

○

忌
引
等
の

日
数

出
席

停
止
３

日
（

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
）

、
欠

席
１

２
日

（
骨

折
）

2
0
0

1
8
8

責
任

感

第 ５ 学 年

第 １ 学 年

第 ６ 学 年生
命

尊
重

・
自

然
愛

護

４

第 ３ 学 年

2
0
0

1
0

3
1
9
7

出
席

日
数

出
席

停
止

・

1
2

５ ６

2
0
0

2
0
0

0
0

３
2
0
3

3

行
　
　
　
　
　
動
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
記
　
　
　
　
　
録

項
　

　
目

学
　

　
年

○

健
康

・
体

力
の

向
上

○

思
い

や
り

・
協

力
○ ○

忌
引

３
日
（

祖
父

死
亡

）
、

欠
席

１
０

日
（

発
熱
）

出
席

し
な
け
れ

ば
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
考

授
業
日
数

第 ５ 学 年

出
　
　
　
　
　
欠
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
記
　
　
　
　
　
録

第 ４ 学 年

第 １ 学 年 第 ２ 学 年 学
年

児
　

童
　

氏
　

名

愛
　

媛
　

花
　

子

第 ３ 学 年

自
立

活
動

で
は

、
補

聴
器
の

適
切

な
装

用
練

習
や

聴
覚

学
習

を
行

っ
た

。
補

聴
器

の
正

し
い

使
用

で
、

聴
き

取
る
力

に
伸
び

が
見
ら

れ
、

自
信

に
つ

な
が
っ

た
。

 
平
均
聴

力
 
右

○
d
B
、

左
○

d
B
（

R
○
.
○
.
○

）
 

　
相

手
の

感
情

に
つ

い
て

考
え
、

場
に

応
じ

て
ど

の
よ

う
に

行
動

す
べ

き
か

、
具

体
的
な

や
り

取
り

を
通

し
て

学
習

し
た

。
実

際
に

、
相

手
の

気
持

ち
に

即
し

た
行
動

が
増

え
て

き
た
。

 

　
筆

談
や

指
文

字
と

い
っ

た
視
覚

的
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン
手

段
を
学

習
し
た

。
筆

談
の
体
験

を
通
し

て
、

自
分

に
は

聞
き

取
り

に
く

い
音
が

あ
る

こ
と

に
気

付
き
、

自
ら

メ
モ
帳

を
活
用

す
る

姿
が
見

ら
れ
た
。

 

難
聴
特
別

支
援
学

級
に
入

級
 

平
均
聴
力

レ
ベ
ル

 
 

右
○
d
B
、
左

○
d
B
 

 
（
R
○
.
○
.
○
）

 

補
聴
器
装

用
 

身
体
障
害

者
手
帳

 

 
愛
媛
県

第
〇
号

 
 
○
種

○
級

 

 
（
R
○
.
○
.
○
交
付

）
 

・
学
習
全
体

に
お
い
て

、
意

欲
的
に
取
り

組
ん

で
い

る
。
特

に
図

画
工
作
で
は
、
創
造
性
豊
か
な
作
品
を
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

・
清
掃
活
動
で
は
、
時
間
一
杯
黙

々
と
雑
巾
掛
け
が
で
き
た
。
 

・
生
活
、
音
楽
、
体
育
、
特
別
活

動
に
お
い
て
、
１
年
２
組

で
交

流
及

び
共
同
学

習
を
実

施
し

た
。

特
に
運
動

会
で
は

、
友
達
と

協
力
し
な
が
ら
練
習
に
励
ん
だ
。

 
・
「
え
ひ
め
こ
ど
も
美
術
展
」
絵
画
作
品
入
賞
 

・
第
３
学
年
（
R
○
.
4
.
1
）
か
ら
難
聴
特
別
支
援
学
級
に
入
級
し
た
。

・
自
信
の
あ
る
教
科
（
理
科
、
社
会
）
で
は
、
自
ら
発
表
し
よ
う
と

す
る
姿
が
見
ら
れ
た
。
 

・
温
厚
で
誰
に
対
し
て
も
穏
や
か

に
接
し
た
。
 

・
学
級
で
は

、
小
動
物

に
関

心
を
も
ち
、

え
さ

や
り

や
か
ご

の
掃

除
な
ど
丁
寧
に
世
話
を
行
っ
た

。
 

・
社
会
、
理
科
、
音
楽
、
体
育
に

お
い
て
、
３
年
２
組
で
交
流
及
び

共
同
学
習
を
実
施
し
た
。
 

・
国
語
、
算
数
に
お
い
て
第
３
学
年
の
目

標
・
内
容
を

適
用

し
た
。

・
体
育
で
は

、
基
本
的

な
動

き
や
技
能

を
身
に

付
け

て
、
意

欲
的

に
参
加
し
た
。
 

・
学
級
の
低

学
年
の
友

達
に

積
極
的
に

声
を
掛

け
た

り
、
清

掃
を

手
伝
っ
た
り
と
、
上
級
生
と
し
て
自
覚
の
あ
る
言
動
が
見
ら
れ
た
。

・
音
楽
、
体

育
、
総
合

的
な

学
習
の
時

間
に
お

い
て

、
５
年

１
組

で
交
流
及
び
共
同
学
習
を
実
施

し
た

。
 

・
地
域
の
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ
に
所
属
。
 

当
該
学
年
の
教
育
課
程
又
は
、
各
教
科
の

目
標
・
内
容
を
下
学
年
の
教
科
の
目
標
・
内

容
に
替
え
て
教
育
課
程
を
編
成
す
る
場
合

 （
骨
折
に
よ

る
入
院

）
 

○
○
 
○
○

 

※
記

入
例

は
「

視
覚

障
が

い
者

、
聴

覚
障

が
い

者
、

　
肢

体
不

自
由

者
又

は
病

弱
者

で
あ

る
児

童
生

徒
　

に
対

す
る

教
育

を
行

う
特

別
支

援
学

校
の

指
導

　
要

録
を

参
考

に
し

た
様

式
」

で
示

し
て

い
る

。

           

            

第 １ 学 年
 

・
全
体

に
お
い

て
、
意
欲
的
に

取
り
組

ん
で
い
る

。
特
に
図
画

工
作
で

は
、
創

造
性
豊

か
な
作
品
を

仕
上
げ
る

こ
と
が

で
き
た
。

 
・
清
掃

活
動
で

は
、
時
間
一

杯
黙
々

と
雑
巾
掛

け
が
で
き
た

。
 

・
生
活
、

音
楽
、

体
育
、
特

別
活
動

に
お
い
て

、
１

年
２

組
で

交
流

及
び

共
同

学
習

を
実

施
し

た
。
特
に

運
動
会

で
は
、
友

達
と
協

力
し
て

練
習
に
励
ん

だ
。

 
・
「
え
ひ

め
こ
ど

も
美
術
展

」
絵
画

作
品
入
賞

 
・
自
立

活
動
で

は
、
補
聴
器

の
適
切

な
装
用
練

習
や
聴
覚
学
習

を
行
っ

た
。
補

聴
器
の

使
用
で
聴

き
取
る
力
が

伸
び
、

自
信
に
つ

な
が
っ

た
。

 
 

・
入
学
時

の
障
が

い
の
状
態

 
平
均
聴
力
レ
ベ
ル
右
○
d
B
、
左
○
d
B

 
（
R○

.
○
.
○
）
、
補

聴
器

装
用

身
体

障
害

者
手

帳
愛

媛
県

第
○
号
○

種
○
級

 
（

R
○

.
○

.
○

交
付

）
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様
式
２
（
指
導
に
関
す
る
記
録
）

小
　
学
　
校
　
児
　
童
　
指
　
導
　
要
　
録

3
4

5
6

2
児
　
童
　
氏
　
名

学
　
　
校
　
　
名

区
分

学
年

1

学
　
　
級

わ
か
ば
わ
か
ば

わ
か
ば

整
理
番
号

5
4

3

算 　 　 数

学
年

教
科
等

各
　

教
　

科
　

・
　

外
　

国
　

語
　

活
　

動
　

・
　

特
　

別
　

活
　

動
　

・
　

自
　

立
　

活
　

動
　

の
　

記
　

録

1
2

3
4

5
6

国 　 　 語生 　 　 活 体 　 　 育音 　 　 楽 図 画 工 作 特 別 活 動 自 立 活 動外 国 語 活 動

                         

  
                 

 
    

 

                         

■
使

用
す

る
様

式
 

≪
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
共
通
≫

 

 
様
式
１
（
学
籍
に
関
す
る
記
録
）
は
、
通
常
の
学
級
の
様
式
を

使
用
す
る
。

 

 
様
式
２
（
指
導
に
関
す
る
記
録
）
は
、「
知
的
障
が
い
者
で
あ

る
児
童
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
」
の
指
導

要
録
を
参
考
に
し
た
様
式
を
使
用
す
る
。

 

 ■
指

導
に

関
す

る
記

録
 

【
各

教
科

の
記

録
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
《
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
共
通
》

 
 
特
別
支
援
学
校
小
学
部
・
中
学
部
学
習
指
導
要
領
に
示
す
知

的
障
が
い
特
別
支
援
学
校
の
各
教
科
の
目
標
・
内
容
に
照
ら
し
、

具
体
的
に
定
め
た
指
導
内
容
や
実
現
状
況
等
を
文
章
で
端
的
に

記
述
す
る
。

 
※

 
特
別
支
援
学
校
小
学
部
各
教
科

 
 
生
活
、
国
語
、
算
数
、
音
楽
、
図
画
工
作
、
体
育

 
※

 
特
別
支
援
学
校
中
学
部
各
教
科

 
 
国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
音
楽
、
美
術
、

 
 
保
健
体
育
、
職
業
・
家
庭
、
外
国
語

 
 【

外
国

語
活

動
の
記

録
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
《
小
学
校
特
別
支
援
学
級
》

 
 
三
つ
の
評
価
の
観
点
に
照
ら
し
て
、
児
童
の
学
習
状
況
に
顕

著
な
事
項
が
あ
る
場
合
に
そ
の
特
徴
を
記
入
す
る
な
ど
、
児
童

に
ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
付
い
た
の
か
文
章
で
端
的
に
記
述
す
る
。

 
 【

特
別

活
動

の
記

録
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

《
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
共
通
》

 
通
常
の
学
級
に
お
け
る
特
別
活
動
の
記
録
に
関
す
る
考
え
方

を
参
考
と
し
な
が
ら
文
章
で
端
的
に
記
述
す
る
。

 
 【

自
立

活
動

の
記

録
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

《
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
共
通
》

 
個
別
の
指
導
計
画
等
を
踏
ま
え
、
以
下
の
事
項
等
を
端
的
に

記
入
す
る
。

 
○

 
指
導
目
標
、
指
導
内
容
、
指
導
の
成
果
の
概
要
に
関
す
る

こ
と

 
○

 
障
が
い
の
状
態
等
に
変
化
が
見
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
状
況

に
関
す
る
こ
と

 
○

 
障
が
い
の
状
態
を
把
握
す
る
た
め
又
は
自
立
活
動
の
成
果

を
評
価
す
る
た
め
に
検
査
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
検
査
結
果

に
関
す
る
こ
と

 
 

      ■
留

意
事

項
 

《
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
共
通
》

 

 
特
別
支
援
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
小
・
中
学
校
の

各
教
科
と
同
様
に
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
で

目
標
及
び
内
容
が
整
理
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
学
習
評

価
に
お
い
て
も
観
点
別
学
習
状
況
を
踏
ま
え
て
文
書
記
述
を
行

う
。
（
記
入
例
参
照
）

 

  
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第

1
3
0
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
教

科
、
特
別
の
教
科

 
道
徳
、
外
国
語
活
動
（
小
学
校
）
、
特
別
活

動
及
び
自
立
活
動
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
、
合
わ
せ

て
授
業
を
行
っ
た
場
合
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
各
教
科
や
領
域

に
分
け
て
指
導
内
容
及
び
実
現
状
況
等
を
文
章
で
端
的
に
記
述

す
る
。

 

  
特
別
支
援
学
級
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
、
個
別

の
指
導
計
画
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
指
導
に
関

す
る
記
録
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
、
個
別
の
指
導
計
画
に
お

け
る
指
導
の
目
標
、
指
導
内
容
等
を
踏
ま
え
た
記
述
と
な
る
よ

う
留
意
す
る
。

 

  
障
が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
に
つ
い
て
作
成
す
る
個
別
の
指
導

計
画
に
指
導
要
録
の
指
導
に
関
す
る
記
録
と
共
通
す
る
記
載
事

項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
個
別
の
指
導
計
画
の
写
し
を
指
導

要
録
の
様
式
に
添
付
す
る
こ
と
を
も
っ
て
指
導
要
録
へ
の
記
入

に
替
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
各
教
科
等
を
合
わ

せ
た
指
導
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

  
同
一
学
校
内
で
、
年
度
当
初
又
は
年
度
途
中
に
、
通
常
の
学

級
と
特
別
支
援
学
級
間
で
異
動
が
生
じ
た
場
合
、
各
教
科
を
知

的
障
が
い
者
で
あ
る
児
童
に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学

校
の
各
教
科
に
替
え
て
教
育
課
程
を
編
成
す
る
必
要
の
あ
る
児

童
生
徒
に
お
い
て
は
、
本
様
式
を
新
た
に
作
成
す
る
。

 

※
 
記
入
例
の
第
４
学
年
が
こ
れ
に
当
た
る
。
第
３
学
年
ま
で

使
用
の
「
指
導
に
関
す
る
記
録
」
は
、
新
た
な
様
式
に
添
付
す

る
よ
う
に
な
る
。

 

各
教
科
を
知
的
障
が
い
者
で
あ
る
児
童
生
徒

に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
の
各
教

科
に
替
え
て
教
育
課
程
を
編
成
す
る
場
合

 
－

記
入

例
－

 

◇
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
は
、
知
的
障
が
い
特
別
支
援

学
級
在
籍
児
童
を
想
定
し
て
い
る
。

 

◇
第
４
学
年
は
、
４
年
生
進
級
時
に
通
常
の
学
級
か
ら
自

閉
症
・
情
緒
障
が
い
特
別
支
援
学
級
に
異
動
し
た
児
童

を
想
定
し
て
い
る
。

 

特
別

支
援

学
級

用
指
導

要
録

(記
入

例
）

 

絵
や
写
真
の
カ
ー
ド

を
見
て
、
次
に
何
を
す

る
か
が
分
か
り
、
落
ち

着
い
て
活
動
に
参
加
し

た
。
明
日
の
予
定
を
見

て
、
身
近
な
予
定
を
理

解
し
、
見
通
し
を
も
っ

て
過
ご
し
た
。

 
【
各
教
科
の
評
価
の
観
点
】
 

①
 
知
識
・
技
能
 

②
 
思
考
・
判
断
・
表
現
 

③
 
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組

む
態
度
 

 

例
 
1
年
 
図
画
工
作
 

①
大
小
の
丸
を
た
く
さ
ん
描
い

て
は
②
人
や
乗
り
物
に
見
立
て

て
表
現
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す

な
ど
、
③
手
を
休
め
る
こ
と
な

く
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
。
 

絵
本
に
登
場
す
る
も

の
の
動
き
や
言
葉
を
、

教
師
と
一
緒
に
模
倣
し

な
が
ら
物
語
を
楽
し
ん

だ
。
絵
カ
ー
ド
か
ら
自

分
が
伝
え
た
い
体
験
を

選
ん
で
、
進
ん
で
言
葉

に
表
し
た
。

 
魚
釣
り
ゲ
ー
ム
を
通

し
て
、
１
対
１
対
応
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
盆
や
皿
を
配
っ
た

り
、
分
割
し
た
絵
カ
ー

ド
を
組
み
合
わ
せ
た
り

す
る
活
動
に
意
欲
的
に

取
り
組
ん
だ
。

 
音
楽
が
流
れ
る
と
、

体
を
揺
ら
し
た
り
音
楽

に
合
わ
せ
て
歩
い
た
り

し
て
楽
し
ん
だ
。
友
達

が
太
鼓
を
た
た
く
の
を

見
て
、
自
ら
ば
ち
に
手

を
伸
ば
し
、
た
た
い
て

音
を
出
し
た
。

 
大
小
の
丸
を
た
く
さ

ん
描
い
て
は
人
や
乗
り

物
に
見
立
て
て
表
現
す

る
こ
と
を
繰
り
返
す
な

ど
、
手
を
休
め
る
こ
と

な
く
熱
心
に
取
り
組
ん

だ
。

 
水
遊
び
で
は
、
教
師

と
水
を
掛
け
合
っ
た

り
、
自
ら
水
を
顔
に
か

け
た
り
し
て
、
徐
々
に

水
に
対
す
る
抵
抗
が
な

く
な
っ
て
き
た
。

 

校
外
学
習
で
は
、
路

面
電
車
の
写
真
を
教
師

に
示
し
、
乗
り
た
い
気

持
ち
を
伝
え
た
。
学
習

発
表
会
で
は
、
始
め
の

言
葉
を
一
生
懸
命
言
う

こ
と
が
で
き
、
皆
か
ら

賞
賛
を
得
た
。

 
他
者
に
対
し
て
自
発

的
な
意
思
の
表
出
を
増

や
す
こ
と
を
目
標
に
、

自
由
遊
び
に
取
り
組
ん

だ
。
活
動
の
中
で
、
も
う

一
度
や
っ
て
ほ
し
い
な

ど
と
相
手
に
要
求
す
る

こ
と
が
増
え
た
。

 

着
替
え
の
後
、
鏡
を

見
て
背
中
か
ら
下
着
が

出
て
い
る
こ
と
に
気
付

く
と
、
自
分
で
入
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
離
席

す
る
と
き
、
椅
子
を
机

に
入
れ
る
習
慣
が
身
に

付
い
た
。

 
平
仮
名
の
な
ぞ
り
書

き
に
熱
心
に
取
り
組

み
、
名
前
を
一
人
で
書

け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

校
外
学
習
の
動
画
を
見

て
「
○
○
し
た
。
」
な
ど

楽
し
か
っ
た
こ
と
を
積

極
的
に
話
し
た
。

 
1
0
ま
で
の
物
の
数

を
、
指
差
し
な
し
で
目

で
追
い
な
が
ら
数
え

た
。
的
当
て
で
記
録
係

を
好
み
、
当
た
れ
ば
○
、

外
れ
た
ら
×
を
正
し
く

表
に
書
い
た
。

 

「
き
よ
し
こ
の
よ
る
」

の
ハ
ン
ド
ベ
ル
演
奏
を

好
み
、
師
範
を
よ
く
見

て
同
じ
よ
う
に
音
の
大

き
さ
を
調
整
し
な
が
ら

鳴
ら
す
よ
う
に
な
っ

た
。

 
粘
土
の
玉
を
重
ね
て

い
る
う
ち
に
龍
の
形
を

思
い
つ
き
、
躍
動
的
な

立
体
作
品
を
仕
上
げ

た
。
友
達
の
作
品
を
鑑

賞
し
「
か
っ
こ
い
い
。
」

と
表
現
し
た
。

 
低
い
平
均
台
で
あ
れ

ば
一
人
で
上
が
り
、
教

師
と
手
を
つ
な
い
で
渡

る
こ
と
が
で
き
た
。
低

鉄
棒
で
の
、
跳
び
上
が

り
や
跳
び
下
り
を
熱
心

に
練
習
し
、
身
に
付
け

た
。

 

運
動
会
の
玉
入
れ
で

は
、
交
流
学
級
の
友
達

と
協
力
し
て
、
よ
り
多

く
入
れ
よ
う
と
す
る
な

ど
、
集
団
の
一
人
と
し

て
の
意
識
を
も
っ
て
、

行
事
に
参
加
し
た
。

 
勝
敗
に
関
係
な
く
参

加
す
る
こ
と
を
目
標

に
、
い
ろ
い
ろ
な
遊
び

に
取
り
組
ん
だ
。
負
け

た
と
き
に
も
結
果
を
受

け
入
れ
て
、
続
け
て
参

加
で
き
る
こ
と
が
増
え

て
き
た
。

 

買
い
物
学
習
で
は
、

自
分
の
好
き
な
菓
子
を

選
び
、
一
人
で
レ
ジ
に

並
ん
で
支
払
い
が
で
き

た
。
ま
た
、
持
ち
帰
っ
た

お
つ
り
と
レ
シ
ー
ト
を

使
っ
て
、
代
金
を
確
認

し
た
。

 
文
の
主
語
や
助
詞
が

変
わ
る
と
意
味
が
変
わ

る
こ
と
に
気
付
い
た
。

順
序
や
表
記
に
気
を
付

け
て
、
伝
え
た
い
こ
と

を
意
欲
的
に
文
に
表
し

た
。

 
長
さ
比
べ
で
は
、
机

の
縦
と
横
を
紙
テ
ー
プ

に
置
き
換
え
て
長
さ
を

比
べ
た
。
ボ
ウ
リ
ン
グ

で
は
倒
し
た
ピ
ン
を
シ

ー
ル
に
置
き
換
え
て
表

に
表
し
、
友
達
と
の
数

の
大
小
を
比
べ
た
。

 
曲
の
雰
囲
気
と
速
さ

や
強
弱
が
関
係
し
て
い

る
こ
と
に
気
付
い
て
、

意
識
し
て
歌
っ
た
。
指

揮
や
合
図
を
見
て
、
リ

ズ
ム
に
合
わ
せ
て
木
琴

を
た
た
い
た
。

 
木
片
を
動
物
に
見
立

て
、
作
り
た
い
組
み
合

わ
せ
を
考
え
た
。
ま
た
、

金
づ
ち
で
く
ぎ
を
打
ち

付
け
た
り
、
の
こ
ぎ
り

で
木
を
切
っ
た
り
し
な

が
ら
、
熱
心
に
作
品
を

仕
上
げ
た
。

 
苦
手
で
あ
っ
た
持
久

走
に
も
頑
張
っ
て
取
り

組
み
、
友
達
か
ら
の
声

援
を
受
け
て
最
後
ま
で

走
り
切
る
姿
が
見
ら
れ

た
。
徐
々
に
タ
イ
ム
も

伸
び
て
き
た
。

 

体
育
係
と
し
て
、
運

動
場
の
整
地
や
、
ス
ポ

ー
ツ
大
会
の
準
備
な
ど

の
活
動
を
友
達
と
一
緒

に
行
っ
た
。
担
当
の
曜

日
に
は
、
進
ん
で
集
ま

り
責
任
を
も
っ
て
取
り

組
ん
だ
。

 
相
手
に
伝
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
柄
を
、

い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
う
し

た
い
か
な
ど
の
項
目
を

示
し
た
資
料
を
見
な
が

ら
、
順
番
に
話
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。

 

絵
カ
ー
ド
を
見
な
が

ら
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
発
音
を
真

似
し
て
意
欲
的
に
発
音

し
た
。
天
気
や
気
持
ち

に
関
す
る
言
葉
を
英
語

で
覚
え
、
簡
単
な
受
け

答
え
を
楽
し
ん
だ
。

 

○
○
 
○
○

 
 

○
○
市
立
○
○
小
学
校
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  ■
指
導
に
関
す
る
記
録

 

【
特
別
の
教
科

 
道
徳
の
記
録
】

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

≪
小
・
中

学
校
特

別
支
援
学

級
共
通

≫
 

 
通

常
の

学
級

で
の

考
え

方
を

参
考

と
し

な
が

ら
文

章
で

端
的

に
記
述
す

る
が
、
知
的
障
が

い
の
状

態
、
生
活
年

齢
、
学

習
状
況

及
び

経
験

等
を

把
握

し
た

上
で

、
そ

れ
ぞ

れ
の

学
習

過
程
で

考

え
ら

れ
る

困
難

さ
の

状
況

ご
と

の
配

慮
を

踏
ま

え
な

が
ら
評
価

を
行
う
。

 

 【
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
記
録
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

≪
小
・
中

学
校
特

別
支
援
学

級
共
通

≫
 

 
通

常
の

学
級

に
お

け
る

総
合

的
な

学
習

の
時

間
の

記
録

に
関

す
る
考
え

方
を
参

考
と
し
な

が
ら
文

章
で
端
的

に
記
述

す
る
。

 

 【
行
動
の
記
録
】
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

≪
小
・
中

学
校
特

別
支
援
学

級
共
通

≫
 

 
各
教
科

、
特
別

の
教
科
 

道
徳
、

外
国
語
活

動
（
小

学
校
）
、

総
合
的
な

学
習
の

時
間
、
特
別

活
動
、
自
立
活
動
、
そ
の

他
学
校

生
活

全
体

に
わ

た
っ

て
認

め
ら

れ
る

児
童

生
徒

の
行

動
に

つ
い

て
は

、
通

常
の

学
級

に
お

け
る

行
動

の
記

録
の

考
え

方
を

参
考

に
し
な
が

ら
文
章

で
記
述
す

る
。

 

 【
入
学
（
入
級
）
時
の
障
が
い
の
状
態
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

≪
小
・
中

学
校
特

別
支
援
学

級
共
通

≫
 

 
入
学
（
入

級
）
す

る
学
級
種

別
及
び

、
障
が
い
の

種
類

及
び
程

度
等
を
記

入
す
る

。
 

 
な

お
、

交
付

を
受

け
て

い
る

身
体

障
害

者
手

帳
、

療
育

手
帳

等
に

つ
い

て
も

記
入

す
る

。
新

た
に

手
帳

等
の

交
付

を
受

け
た

場
合
も
記

入
す
る

。
 

【
総
合
所
見
及
び
指
導
上
参
考
と
な
る
諸
事
項
】

 
 
 

 
 

 

≪
小
・
中

学
校
特

別
支
援
学

級
共
通

≫
 

 
通

常
の

学
級

に
お

け
る

記
載

す
る

事
項

等
及

び
下

記
の

該
当

事
項

の
ほ

か
、

交
流

及
び

共
同

学
習

を
実

施
し

て
い

る
児

童
生

徒
に

つ
い

て
は

、
相

手
先

の
学

級
名

や
実

施
し

た
教

科
等

を
記

入
す
る
。

 

○
 

通
常

の
学

級
と

特
別

支
援

学
級

間
で

異
動

が
あ

っ
た

場
合

 

  【
出
欠
の
記
録
】
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

≪
小
・
中

学
校
特

別
支
援
学

級
共
通

≫
 

 
 
通
常
の
学
級
に

準
じ
て
記

入
す
る

。
 

  

特
別
支
援
学
級
用
指
導
要
録

( 記
入
例
）

 

654
2
0
0

0
2
0
0

0
2
0
0

3

忌
引

2
日

（
祖

母
死

亡
）

2
2
0
2

0
2
0
2

0
2
0
2

1
2
0
0

2
1
9
8

2
1
9
6

欠
席

日
数

出
席
日

数
備

　
　

　
　

　
　

考
学

年
忌

引
等

の
日

数
な

ら
な

い
日

数

第 3 学 年

第 6 学 年

出
　
　
　
欠
　
　
　
の
　
　
　
記
　
　
　
録

区
分

授
業

日
数

出
席
停

止
・

出
席

し
な
け
れ

ば

総
　
合
　
所
　
見
　
及
　
び
　
指
　
導
　
上
　
参
　
考
　
と
　
な
　
る
　
諸
　
事
　
項

第 1 学 年

第 4 学 年

第 2 学 年

第 5 学 年

第 2 学 年

第 5 学 年

第 3 学 年

第 6 学 年

6

行
　
　
　
動
　
　
　
の
　
　
　
記
　
　
　
録

第 1 学 年

第 4 学 年

4 5

　
総
　
合
　
的
　
な
　
学
　
習
　
の
　
時
　
間
　
の
　
記
　
録

入
学
(入
級
)
時
の
障
が
い
の
状
態

価
　

　
評

点
　

　
観

動
　

活
　

習
　

学
年

学

32
5

3
6

児
　

童
　

氏
　

名

　
愛

　
媛
　

太
　

郎

特
　
　
別
　
　
の
　
　
教
　
　
科
　
　
　
道
　
　
徳

子
　

様
　

の
　

長
　

成
　

る
　

係
　

に
　

性
　

徳
　

道
　

び
　

及
　

況
　

状
　

習
　

学
年

学

1
4

　
話
を
聞
い

て
あ
り

が
と
う

と
い
う
気

持
ち
の
大

切
さ
を

知
り
、
周
り
の
人

へ
の
感
謝
の
気

持
ち
を

言
葉
で

表
現

し
よ
う
と

し
た
。  

　
植

物
の

栽
培

を
通

し
て

自
然

や
命

を
大

切
に

し
よ

う
と

す
る

気
持

ち
を

も
ち
、
優
し
い
気
持
ち
で
周
囲
の
人
や
も
の
に
接
す
る
態
度
が
見
ら
れ
た
。

　
登
場
人
物

の
感
情

を
想
像

し
て

、
文
に
ま
と

め
た
り

言
葉
で

表
し
た
り
す

る
な
ど
、

相
手
の

気
持
ち

を
考

え
る
習
慣

が
身
に
付
い
た
。  

「
日
本
の

宝
、
お

米
文
化

」
 

・
問

題
解
決

力
 

・
学

び
方
・

考
え
方

・
表
し

方
 

・
主

体
的
・

協
働
的

態
度

 　
米
の
品
種

に
興

味
を
も
ち
、
自

分
や
友
達

の
家
、
給

食
で

食
べ

て
い

る
米

の
品

種
や

全
国

の
品

種
別

生
産
量

を
調
べ

た
。

 

・
知

的
障

が
い

特
別

支
援

学
級

に
入
級

 

・
て
ん
か

ん
 

・
新
版

K
式
発
達

検
査

 

 
発
達
年

齢
〇
歳

〇
か
月

 

 
 
(
Ｒ
○
.
○
.
○
）

 

・
療
育
手

帳
 
○

 

 
愛
媛
福

支
第
○

○
○
○

号
 

 
 
(
Ｒ
○
.
○
.
○
交

付
）

 

　
手
洗
い
場

の
石
鹸

が
な
い

こ
と

に
気
付
い

て
、
自
分

か
ら
保

健
室
に
取
り

に
行
く
な

ど
、
自
主

的
な
行

動
が
増
え
て

き
た
。
掲

示
物
等

か
ら
情
報
を

得

て
、
教
師

に
予
定

を
確
認

し
な

が
ら
行
動

し
た
。

 
　
授
業
内
容

に
見
通

し
が
立

つ
と

、
友
達
の
様

子
を
見

た
り
順

番
を
待
っ
た

り
し
て
授

業
に
落

ち
着
い

て
参

加
す
る
こ

と
が
増

え
た
。
保

健
係
の
仕
事

を

一
人
で
す

る
こ
と

も
増
え

て
き

た
。

 

　
生
き
物
が

好
き
で
、
飼
育
小

屋
に
ウ
サ
ギ

を
見
に

行
っ
た

り
、
教
室
の
メ

ダ
カ
に
え

さ
を
や

っ
た
り

し
て

、
世
話
を
す

る
姿
が

よ
く
見

ら
れ
た
。
遠
足

で
は
紅
葉

の
美
し

さ
に
気

付
き

、
教
師
に

伝
え
た

。
 

・
常
に
真
面
目
な
態
度
で
授
業
に
参
加
し
、
教
師
の
問
い
掛
け
に
挙

手
を
し
て
発
表
す
る
な
ど
、
積
極
的
な
態
度
が
増
え
て
き
た
。

 
・
掃
除
で
は
、
雑
巾
掛
け
を
行
い
、
両
手
で
丁
寧
に
拭
い
た
。
雑
巾

の
絞
り
方
も
覚
え
、
自
分
で
絞
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 
・
音
楽
、
体
育
に
お
い
て
、
１
年
２
組
で
交
流
及
び
共
同
学
習
を
実

施
し
た

。
 

・
感
情
表
現
が
豊
か
で
、
う
れ
し
い
気
持
ち
を
素
直
に
周
囲
に
表
現

し
、
学
級
の
雰
囲
気
を
明
る
く
し
た
。

 
・
乗
り
物
に
興
味
が
あ
り
、
飛
行
機
や
列
車
の
絵
を
よ
く
描
い
て
い
る
。

 
・
近
隣
の
小
学
校
の
特
別
支
援
学
級
と
の
交
流
会
で
は
、
大
勢
の
前

で
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
信
に
つ
な
が
っ
た
。

 

・
第
４
学
年
（
R
○
.
4
.
1
）
か
ら
自
閉
症
・
情
緒
障
が
い
特
別
支
援
学

級
に
入
級
し
た
。

 
・
授
業
中
に
動
き
回
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
落
ち
着
い
て
学
習
に

取
り
組
む
時
間
が
多
く
な
っ
た
。
特
に
、
得
意
と
す
る
図
画
工
作

の
時
間
は
、
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

 
・
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
教
育
相
談
利
用
（
月
１
回
）

 

各
教
科
を
知
的
障
が
い
者
で
あ
る
児
童
生
徒

に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
の
各
教

科
に
替
え
て
教
育
課
程
を
編
成
す
る
場
合

 忌
引

２
日

（
祖

母
死

亡
）

 

○
○

 
○
○

 
特

 
別

 
の

 
教

 
科
 
 
道

 
徳

 
の

 
記

 
録
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  ■
使
用
す
る
様
式 

≪
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級

共
通
≫

 

 
「
知
的
障
が
い
者
で
あ
る
児

童
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行

う
特
別
支
援
学
校
の
指
導
要

録
を
参
考
に
し
た
様
式
」
を
使

用
し
た
上
で
、
当
該
学
年
の
教

科
又
は
下
学
年
の
目
標
・
内
容

に
替
え
た
教
科
の
評
価
に
つ

い
て
は
、
通
常
の
学
級
の
様
式

２
（
指
導
に
関
す
る
記
録
）
の

「
各
教
科
の
学
習
の
記
録
」
に

記
入
し
、
添
付
す
る
。

 

 
そ
の
際
、
「
知
的
障
が
い
者

で
あ
る
児
童
生
徒
に
対
す
る

教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校

の
指
導
要
録
を
参
考
に
し
た

様
式
」
に
は
、
当
該
教
科
の
欄

に
別
紙
記
入
の
旨
を
明
記
し

て
お
く
。
ま
た
、
重
複
す
る
欄

の
記
入
不
用
と
な
っ
た
方
に

は
斜
線
を
引
く
。

 

 ■
指
導
に
関
す
る
記
録

 
≪
小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級

共
通
≫

 
 

 
適
用
し
た
当
該
学
年
の
教

科
又
は
下
学
年
の
目
標
・
内
容

に
替
え
た
教
科
は
、
「
総
合
所

見
及
び
指
導
上
参
考
と
な
る

諸
事
項
」
に
、
教
科
名
と
そ
の

学
年
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

 

特
別
支
援
学
級
用
指
導
要
録
(記
入
例
）

 

様
式
２
（
指
導
に
関
す
る
記
録
）

自 立 活 動外 国 語 特 別 活 動保 健 体 育 職 業 ・ 家 庭音 　 　 楽 美 　 　 術理 　 　 科国 　 　 語 社 　 　 会 数 　 　 学

各
　
教
　
科
　
・
　
特
　
別
　
活
　
動
　
・
　
自
　
立
　
活
　
動
　
の
　
記
　
録

学
年

3
2

1
教
科
等

校
学

中
〇

〇
立

市
〇

○
郎

太
　

媛
愛

学
　
　
級

7

整
理
番
号

4

中
　
学
　
校
　
生
　
徒
　
指
　
導
　
要
　
録

3
2

1
年

学
分

区
名

　
　

校
　

　
学

名
　

氏
　

徒
　

生

技 術 ・ 家 庭

Ｃ
能
技

・
識

知

学
校
行
事

評
定

思
考
・
判
断
・
表
現

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

外 国 語

知
識
・
技
能

生
徒
会
活
動

2
定

評
学
級
活
動
集
団
活
動
や
生
活
に
つ
い
て
の
知

識
・
理
解

集
団
や
社
会
の
一
員
と
し
て
の
思

考
・
判
断
・
表
現

主
体
的
に
集
団
活
動
や
生
活
を
よ
り

よ
く
し
よ
う
と
す
る
態
度

特
　
別
　
活
　
動
　
の
　
記
　
録

1
年

　
学

点
　

観
容

　
内

Ｃ
度

態
む

組
り

取
に

習
学

に
的

体
主

Ｂ
現

表
・

断
判

・
考

思

2
3

3

Ｃ
現

表
・

断
判

・
考

思 主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ3
定

評

保 健 体 育

Ｃ
能
技

・
識

知

2
定

評

美 　 　 術

Ｂ
能
技

・
識

知

Ｂ
現

表
・

断
判

・
考

思

3
定

評

2

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

Ｂ

音 　 　 楽

Ｂ
能
技

・
識

知 主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

評
定

Ｂ

理 　 　 科

知
識
・
技
能

総
 
合

 
的

 
な

 
学
 
習

 
の

 
時

 
間
 
の

 記
 
録

思
考
・
判
断
・
表
現

学 年
学
習
活
動

観
　
　
点

評
　
　
価

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

1

Ｂ
現

表
・

断
判

・
考

思評
定

2

思
考
・
判
断
・
表
現

1

評
定

数 　 　 学

知
識
・
技
能

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

社 　 　 会

知
識
・
技
能

3

特
　
別
　
の
　
教
　
科
　
　
道
　
徳
　
の
　
記
　
録

思
考
・
判
断
・
表
現

定
評

定
評

度
態

む
組

り
取

に
習

学
に

的
体

主
度

態
む

組
り

取
に

習
学

に
的

体
主

３
教
科
観
　
　
　
点

学
　
　
　
年

１

１
２

３

学
　
　
級

７ ４

各
　
教
　
科
　
の
　
学
　
習
　
の
　
記
　
録

教
科
観
　
　
　
点

学
　
　
　
年

１
2

３

国 　 　 語

知
識
・
技
能

様
式
２
（
指
導
に
関
す
る
記
録
）

中
学
校
生
徒
指
導
要
録

分
区

名
　

　
校

　
　

学
名

　
氏

　
徒

　
生 愛
媛
　
太
郎

○
○
市
立
○
○
中
学
校

整
理
番
号

2

学
年

知
識
・
技
能

現
表

・
断

判
・

考
思

現
表

・
断

判
・

考
思

学 年
学
習
状
況
及
び
道
徳
性
に
係
る
成
長
の
様
子

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

－
記
入
例
－

 

◇
知
的
障
が
い
特
別
支
援
学
級
在
籍
生
徒
で
、
音

楽
、
保
健
体
育
、
技
術
・
家
庭
は
、
当
該
学
年

の
目
標
・
内
容
で
、
美
術
は
小
学
校
第
５
学
年

の
目
標
・
内
容
に
替
え
、
そ
れ
以
外
の
教
科
は
、

知
的
障
が
い
特
別
支
援
学
校
の
各
教
科
に
替
え

て
教
育
課
程
を
編
成
し
た
生
徒
を
想
定
し
て
い

る
。

 

「
本
の
紹
介
」
で
は
、
書
く
こ
と
の
中
心

を
決
め
、
考
え
や
理
由
を
段
落
で
ま
と
め
な

が
ら
分
か
り
や
す
い
紹
介
文
に
表
し
た
。
俳

句
の
学
習
で
は
、
俳
句
の
音
読
に
親
し
み
、

情
景
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
読
ん
だ
。

 
自
然
災
害
の
学
習
で
は
、
地
域
の
関
係
機

関
や
人
々
が
様
々
な
備
え
を
し
て
い
る
こ

と
を
調
べ
、
新
聞
に
ま
と
め
て
発
表
し
た
。

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
興
味
を
も
ち
、
参
加
国

や
地
域
の
特
徴
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
。

分
数
で
は
、
ひ
も
や
計
量
カ
ッ
プ
で
半
分

の
大
き
さ
を
作
る
活
動
に
熱
心
に
取
り
組

み
、
分
数
の
意
味
や
表
し
方
を
理
解
し
た
。
二

等
辺
三
角
形
や
正
三
角
形
に
つ
い
て
調
べ
、

定
規
や
コ
ン
パ
ス
を
用
い
て
作
図
し
た
。

 
水
を
沸
騰
さ
せ
て
水
蒸
気
を
集
め
る
実

験
で
は
、
集
め
た
水
蒸
気
が
水
に
な
る
こ
と

に
気
付
い
た
。
気
温
変
化
調
べ
で
は
、
測
定

し
た
気
温
を
折
れ
線
グ
ラ
フ
に
表
し
、
天
気

に
よ
っ
て
気
温
が
違
う
こ
と
に
気
付
い
た
。

 

別
紙
記
入

 

別
紙
記
入

 

別
紙
記
入

 

別
紙
記
入

 
英
語
の
表
現
を
使
っ
て
、
友
達
と
好
き
な

食
べ
物
や
ス
ポ
ー
ツ
を
意
欲
的
に
紹
介
し

合
っ
た
。
相
手
の
話
を
よ
く
聞
き
、
相
づ
ち

や
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
で
応
じ
る
な
ど
楽
し
み

な
が
ら
、
活
動
し
た
。

 
学
級
会
の
司
会
を
務
め
、
友
達
の
意
見
を

丁
寧
に
聞
き
取
っ
た
。
運
動
会
で
は
準
備
係

に
立
候
補
し
、
友
達
と
協
力
し
て
担
当
し
た

準
備
物
を
何
度
も
確
認
し
、
立
派
に
役
割
を

果
た
し
た
。

 
気
持
ち
の
度
合
い
を
数
値
で
表
す
活
動

を
通
し
て
、
自
分
の
気
持
ち
と
冷
静
に
向
き

合
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
怒
り
の
感
情

へ
の
対
処
の
仕
方
を
教
師
と
一
緒
に
考
え

る
こ
と
が
で
き
た
。

 

知
的
障
が
い
者
で
あ
る
児
童
生
徒
に
対
す
る

教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
の
各
教
科
に
替
え

る
教
育
課
程
を
編
成
し
、
一
部
教
科
に
お
い
て

は
、
当
該
学
年
の
教
科
又
は
下
学
年
の
目
標
・

内
容
に
替
え
た
教
科
を
適
用
さ
せ
る
場
合

 
・
集
団
活
動
や
生
活
に
つ
い
て
の

知
識
・
理
解

 
 ・集団や

社
会
の
一
員
と
し
て
の

思
考
・
判
断
・
表
現

 
 ・主体的

に
集
団
活
動
や
生
活
を

よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
態
度

 

○
○
 
○
○

 

学
年

 

学
年

 





第３部

各学校における指導要録作成に当たって

参考となる資料（抜粋）



「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における

児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」

（平成31年３月29日　文部科学省通知抜粋）

其の１
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ては，所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し，各指定都市教育委員会におかれ

ては，所管の学校に対し，各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所

轄する構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれて

は，所轄の学校及び学校法人等に対し，附属学校を置く各国公立大学長におかれては，そ

の管下の学校に対し，新学習指導要領の下で，報告の趣旨を踏まえた学習指導及び学習評

価並びに指導要録の様式の設定等が適切に行われるよう，これらの十分な周知及び必要な

指導等をお願いします。さらに，幼稚園，特別支援学校幼稚部，保育所及び幼保連携型認

定こども園（以下「幼稚園等」という。）と小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以

下同じ。）及び特別支援学校小学部との緊密な連携を図る観点から，幼稚園等においても

この通知の趣旨の理解が図られるようお願いします。 
 なお，平成２２年５月１１日付け２２文科初第１号「小学校，中学校，高等学校及び特

別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」のうち，小学

校及び特別支援学校小学部に関する部分は２０２０年３月３１日をもって，中学校（義務

教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）及び特別支援学校

中学部に関する部分は２０２１年３月３１日をもって廃止することとし，また高等学校

（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）及び特別支援学校高等部に関する部分は

２０２２年４月１日以降に高等学校及び特別支援学校高等部に入学する生徒（編入学によ

る場合を除く。）について順次廃止することとします。 
 なお，本通知に記載するところのほか，小学校，中学校及び特別支援学校小学部・中学

部における特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）の学習評価等については，

引き続き平成２８年７月２９日付け２８文科初第６０４号「学習指導要領の一部改正に伴

う小学校，中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価及び指導

要録の改善等について」によるところとし，特別支援学校（知的障害）高等部における道

徳科の学習評価等については，同通知に準ずるものとします。  
記  

１．学習評価についての基本的な考え方 
（１）カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価 
   「学習指導」と「学習評価」は学校の教育活動の根幹であり，教育課程に基づいて

組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中

核的な役割を担っていること。 
（２）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善と評価 
   指導と評価の一体化の観点から，新学習指導要領で重視している「主体的・対話的

で深い学び」の視点からの授業改善を通して各教科等における資質・能力を確実に育

成する上で，学習評価は重要な役割を担っていること。 
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（３）学習評価について指摘されている課題 
   学習評価の現状としては，（１）及び（２）で述べたような教育課程の改善や授業

改善の一連の過程に学習評価を適切に位置付けた学校運営の取組がなされる一方で，

例えば，学校や教師の状況によっては， 
  ・ 学期末や学年末などの事後での評価に終始してしまうことが多く，評価の結果が

児童生徒の具体的な学習改善につながっていない， 
  ・ 現行の「関心・意欲・態度」の観点について，挙手の回数や毎時間ノートをとっ

ているかなど，性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価である

ような誤解が払拭しきれていない， 
  ・ 教師によって評価の方針が異なり，学習改善につなげにくい， 
  ・ 教師が評価のための「記録」に労力を割かれて，指導に注力できない， 
  ・ 相当な労力をかけて記述した指導要録が，次の学年や学校段階において十分に活

用されていない， 
  といった課題が指摘されていること。 
（４）学習評価の改善の基本的な方向性 
   （３）で述べた課題に応えるとともに，学校における働き方改革が喫緊の課題とな

っていることも踏まえ，次の基本的な考え方に立って，学習評価を真に意味のあるも

のとすることが重要であること。 
  ① 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 
  ② 教師の指導改善につながるものにしていくこと 
  ③ これまで慣行として行われてきたことでも，必要性・妥当性が認められないもの

は見直していくこと 
   これに基づく主な改善点は次項以降に示すところによること。  
２．学習評価の主な改善点について 
（１）各教科等の目標及び内容を「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，

「学びに向かう力，人間性等」の資質・能力の三つの柱で再整理した新学習指導要領

の下での指導と評価の一体化を推進する観点から，観点別学習状況の評価の観点につ

いても，これらの資質・能力に関わる「知識・技能」，「思考・判断・表現」，「主

体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理して示し，設置者において，これに基づ

く適切な観点を設定することとしたこと。その際，「学びに向かう力，人間性等」に

ついては，「主体的に学習に取り組む態度」として観点別学習状況の評価を通じて見

取ることができる部分と観点別学習状況の評価にはなじまず，個人内評価等を通じて

見取る部分があることに留意する必要があることを明確にしたこと。 
（２）「主体的に学習に取り組む態度」については，各教科等の観点の趣旨に照らし，知

識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすることに向け
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た粘り強い取組の中で，自らの学習を調整しようとしているかどうかを含めて評価す

ることとしたこと（各教科等の観点の趣旨は，本通知の別紙４及び別紙５に示してい

る）。 
（３）学習評価の結果の活用に際しては，各教科等の児童生徒の学習状況を観点別に捉え，

各教科等における学習状況を分析的に把握することが可能な観点別学習状況の評価と，

各教科等の児童生徒の学習状況を総括的に捉え，教育課程全体における各教科等の学

習状況を把握することが可能な評定の双方の特長を踏まえつつ，その後の指導の改善

等を図ることが重要であることを明確にしたこと。 
（４）特に高等学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）高等

部における各教科・科目の評価について，学習状況を分析的に捉える観点別学習状況

の評価と，これらを総括的に捉える評定の両方について，学習指導要領に示す各教科

・科目の目標に基づき学校が地域や生徒の実態に即して定めた当該教科・科目の目標

や内容に照らし，その実現状況を評価する，目標に準拠した評価として実施すること

を明確にしたこと。  
３．指導要録の主な改善点について 
指導要録の改善点は以下に示すほか，別紙１から別紙３まで及び参考様式に示すとおり

であること。設置者や各学校においては，それらを参考に指導要録の様式の設定や作成に

当たることが求められること。 
（１）小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小学部にお

ける「外国語活動の記録」については，従来，観点別に設けていた文章記述欄を一本

化した上で，評価の観点に即して，児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特

徴を記入することとしたこと。 
（２）高等学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）高等部に

おける「各教科・科目等の学習の記録」については，観点別学習状況の評価を充実す

る観点から，各教科・科目の観点別学習状況を記載することとしたこと。 
（３）高等学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）高等部に

おける「特別活動の記録」については，教師の勤務負担軽減を図り，観点別学習状況

の評価を充実する観点から，文章記述を改め，各学校が設定した観点を記入した上で，

各活動・学校行事ごとに，評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると

判断される場合に，○印を記入することとしたこと。 
（４）特別支援学校（知的障害）各教科については，特別支援学校の新学習指導要領にお

いて，小・中・高等学校等との学びの連続性を重視する観点から小・中・高等学校の

各教科と同様に育成を目指す資質・能力の三つの柱で目標及び内容が整理されたこと

を踏まえ，その学習評価においても観点別学習状況を踏まえて文章記述を行うことと

したこと。 
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（５）教師の勤務負担軽減の観点から，①「総合所見及び指導上参考となる諸事項」につ

いては，要点を箇条書きとするなど，その記載事項を必要最小限にとどめるとともに，

②通級による指導を受けている児童生徒について，個別の指導計画を作成しており，

通級による指導に関して記載すべき事項が当該指導計画に記載されている場合には，

その写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入に替えることも

可能とするなど，その記述の簡素化を図ることとしたこと。  
４．学習評価の円滑な実施に向けた取組について 
（１）各学校においては，教師の勤務負担軽減を図りながら学習評価の妥当性や信頼性が

高められるよう，学校全体としての組織的かつ計画的な取組を行うことが重要である

こと。具体的には，例えば以下の取組が考えられること。 
  ・ 評価規準や評価方法を事前に教師同士で検討し明確化することや評価に関する実

践事例を蓄積し共有すること。 
  ・ 評価結果の検討等を通じて評価に関する教師の力量の向上を図ること。 
  ・ 教務主任や研究主任を中心として学年会や教科等部会等の校内組織を活用するこ

と。 
（２）学習評価については，日々の授業の中で児童生徒の学習状況を適宜把握して指導の

改善に生かすことに重点を置くことが重要であること。したがって観点別学習状況の

評価の記録に用いる評価については，毎回の授業ではなく原則として単元や題材など

内容や時間のまとまりごとに，それぞれの実現状況を把握できる段階で行うなど，そ

の場面を精選することが重要であること。 
（３）観点別学習状況の評価になじまず個人内評価の対象となるものについては，児童生

徒が学習したことの意義や価値を実感できるよう，日々の教育活動等の中で児童生徒

に伝えることが重要であること。特に「学びに向かう力，人間性等」のうち「感性や

思いやり」など児童生徒一人一人のよい点や可能性，進歩の状況などを積極的に評価

し児童生徒に伝えることが重要であること。 
（４）言語能力，情報活用能力や問題発見・解決能力など教科等横断的な視点で育成を目

指すこととされた資質・能力は，各教科等における「知識・技能」，「思考・判断・

表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の評価に反映することとし，各教科等の学

習の文脈の中で，これらの資質・能力が横断的に育成・発揮されることが重要である

こと。 
（５）学習評価の方針を事前に児童生徒と共有する場面を必要に応じて設けることは，学

習評価の妥当性や信頼性を高めるとともに，児童生徒自身に学習の見通しをもたせる

上で重要であること。その際，児童生徒の発達の段階等を踏まえ，適切な工夫が求め

られること。 
（６）全国学力・学習状況調査や高校生のための学びの基礎診断の認定を受けた測定ツー
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ルなどの外部試験や検定等の結果は，児童生徒の学習状況を把握するために用いるこ

とで，教師が自らの評価を補完したり，必要に応じて修正したりしていく上で重要で

あること。 
   このような外部試験や検定等の結果の利用に際しては，それらが学習指導要領に示

す目標に準拠したものでない場合や，学習指導要領に示す各教科の内容を網羅的に扱

うものではない場合があることから，これらの結果は教師が行う学習評価の補完材料

であることに十分留意が必要であること。 
（７）法令に基づく文書である指導要録について，書面の作成，保存，送付を情報通信技

術を用いて行うことは現行の制度上も可能であり，その活用を通して指導要録等に係

る事務の改善を推進することが重要であること。特に，統合型校務支援システムの整

備により文章記述欄などの記載事項が共通する指導要録といわゆる通知表のデータの

連動を図ることは教師の勤務負担軽減に不可欠であり，設置者等においては統合型校

務支援システムの導入を積極的に推進すること。仮に統合型校務支援システムの整備

が直ちに困難な場合であっても，校務用端末を利用して指導要録等に係る事務を電磁

的に処理することも効率的であること。 
   これらの方法によらない場合であっても，域内の学校が定めるいわゆる通知表の記

載事項が，当該学校の設置者が様式を定める指導要録の「指導に関する記録」に記載

する事項を全て満たす場合には，設置者の判断により，指導要録の様式を通知表の様

式と共通のものとすることが現行の制度上も可能であること。その際，例えば次のよ

うな工夫が考えられるが，様式を共通のものとする際には，指導要録と通知表のそれ

ぞれの役割を踏まえることも重要であること。 
  ・ 通知表に，学期ごとの学習評価の結果の記録に加え，年度末の評価結果を追記す

ることとすること。 
  ・ 通知表の文章記述の評価について，指導要録と同様に，学期ごとにではなく年間

を通じた学習状況をまとめて記載することとすること。 
  ・ 指導要録の「指導に関する記録」の様式を，通知表と同様に学年ごとに記録する

様式とすること。 
（８）今後，国においても学習評価の参考となる資料を作成することとしているが，都道

府県教育委員会等においても，学習評価に関する研究を進め，学習評価に関する参考

となる資料を示すとともに，具体的な事例の収集・提示を行うことが重要であること。

特に高等学校については，今般の指導要録の改善において，観点別学習状況の評価が

一層重視されたこと等を踏まえ，教員研修の充実など学習評価の改善に向けた取組に

一層，重点を置くことが求められること。国が作成する高等学校の参考資料について

も，例えば，定期考査や実技など現在の高等学校で取り組んでいる学習評価の場面で

活用可能な事例を盛り込むなど，高等学校の実態や教師の勤務負担軽減に配慮しつつ

学習評価の充実を図ることを可能とする内容とする予定であること。 
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５．学習評価の改善を受けた高等学校入学者選抜，大学入学者選抜の改善について 
「１．学習評価についての基本的な考え方」に示すとおり，学習評価は，学習や指導の

改善を目的として行われているものであり，入学者選抜に用いることを一義的な目的とし

て行われるものではないこと。したがって，学習評価の結果を入学者選抜に用いる際には，

このような学習評価の特性を踏まえつつ適切に行うことが重要であること。 
（１）高等学校入学者選抜の改善について 

報告を踏まえ，高等学校及びその設置者において今般の学習評価の改善を受けた入

学者選抜の在り方について検討を行う際には，以下に留意すること。 
 ・ 新学習指導要領の趣旨を踏まえた各高等学校の教育目標の実現に向け，入学者選

抜の質的改善を図るため，改めて入学者選抜の方針や選抜方法の組合せ，調査書の

利用方法，学力検査の内容等について見直すこと。 
 ・ 調査書の利用に当たっては，そのねらいを明らかにし，学力検査の成績との比重

や，学年ごとの学習評価の重み付け等について検討すること。例えば都道府県教育

委員会等において，所管の高等学校に一律の比重で調査書の利用を義務付けている

ような場合には，各高等学校の入学者選抜の方針に基づいた適切な調査書の利用と

なるよう改善を図ること。 
 ・ 入学者選抜の改善に当たっては，新学習指導要領の趣旨等も踏まえつつ，学校に

おける働き方改革の観点から，調査書の作成のために中学校の教職員に過重な負担

がかかったり，生徒の主体的な学習活動に悪影響を及ぼしたりすることのないよう，

入学者選抜のために必要な情報の整理や市区町村教育委員会及び中学校等との情報

共有・連携を図ること。 
（２）大学入学者選抜の改善について 
   国においては新高等学校学習指導要領の下で学んだ生徒に係る「２０２５年度大学

入学者選抜実施要項」の内容について２０２１年度に予告することとしており，予告

に向けた検討に際しては，報告及び本通知の趣旨を踏まえ以下に留意して検討を行う

予定であること。 
 ・ 各大学において，特に学校外で行う多様な活動については，調査書に過度に依存

することなく，それぞれのアドミッション・ポリシーに基づいて，生徒一人一人の

多面的・多角的な評価が行われるよう，各学校が作成する調査書や志願者本人の記

載する資料，申告等を適切に組み合わせるなどの利用方法を検討すること。 
 ・ 学校における働き方改革の観点から，指導要録を基に作成される調査書について

も，観点別学習状況の評価の活用を含めて，入学者選抜で必要となる情報を整理し

た上で検討すること。   
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〔別紙１〕小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等 

〔別紙２〕中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等 

〔別紙３〕高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等 

〔別紙４〕各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨（小学校及び特別支援学校小

学部並びに中学校及び特別支援学校中学部） 

〔別紙５〕各教科等の評価の観点及びその趣旨（高等学校及び特別支援学校高等部） 

 

〔参考１〕中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「児童生徒の学習評価の在り

方について（報告）」平成３１年１月２１日 

  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1412933.htm 

〔参考２〕指導要録に関連して文部科学省が発出した主な通知等 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/1414600.htm 

〔参考３〕各設置者における指導要録の様式の設定に当たっての検討に資するため，別添

として指導要録の「参考様式」を示している。 
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別紙１  
小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等  

Ⅰ 学籍に関する記録 

学籍に関する記録については，原則として学齢簿の記載に基づき，学年当

初及び異動の生じたときに記入する。 

１ 児童の氏名，性別，生年月日及び現住所 

２ 保護者の氏名及び現住所 

３ 入学前の経歴 

小学校及び特別支援学校小学部（以下「小学校等」という。）に入学する

までの教育・保育関係の略歴（在籍していた幼稚園，特別支援学校幼稚部，

保育所又は幼保連携型認定こども園等の名称及び在籍期間等）を記入する。

なお，外国において受けた教育の実情なども記入する。 

４ 入学・編入学等 

(1) 入学 

児童が第１学年に入学した年月日を記入する。 

(2) 編入学等 

第１学年の中途又は第２学年以上の学年に，在外教育施設や外国の学校

等から編入学した場合，又は就学義務の猶予・免除の事由の消滅により就

学義務が発生した場合について，その年月日，学年及び事由等を記入する。

５ 転入学 

他の小学校等から転入学してきた児童について，転入学年月日，転入学年，

前に在学していた学校名，所在地及び転入学の事由等を記入する。 

６ 転学・退学等 

他の小学校等に転学する場合には，転学先の学校が受け入れた日の前日に

当たる年月日，転学先の学校名，所在地，転入学年及びその事由等を記入す

る。また，学校を去った年月日についても併記する。 

在外教育施設や外国の学校に入るために退学する場合又は学齢（満１５歳

に達した日の属する学年の終わり）を超過している児童が退学する場合は，

校長が退学を認めた年月日及びその事由等を記入する。 

なお，就学義務が猶予・免除される場合又は児童の居所が１年以上不明で

ある場合は，在学しない者として取り扱い，在学しない者と認めた年月日及

びその事由等を記入する。 

７ 卒業 

校長が卒業を認定した年月日を記入する。 

８ 進学先 

進学先の学校名及び所在地を記入する。 

９ 学校名及び所在地 

分校の場合は，本校名及び所在地を記入するとともに，分校名，所在地及

び在学した学年を併記する。 
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10 校長氏名印，学級担任者氏名印 

各年度に，校長の氏名，学級担任者の氏名を記入し，それぞれ押印する。

（同一年度内に校長又は学級担任者が代わった場合には，その都度後任者の

氏名を併記する。） 

なお，氏名の記入及び押印については，電子署名（電子署名及び認証業務

に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項に定義する「電子

署名」をいう。）を行うことで替えることも可能である。  
Ⅱ 指導に関する記録 

小学校における指導に関する記録については，以下に示す記載することが

適当な事項に留意しながら，各教科の学習の記録（観点別学習状況及び評

定），道徳科の記録，外国語活動の記録，総合的な学習の時間の記録，特別

活動の記録，行動の記録，総合所見及び指導上参考となる諸事項並びに出欠

の記録について学年ごとに作成する。 

特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小学部におけ

る指導に関する記録については，小学校における指導に関する記録に記載す

る事項に加えて，自立活動の記録について学年ごとに作成するほか，入学時

の障害の状態について作成する。 

特別支援学校（知的障害）小学部における指導に関する記録については，

各教科の学習の記録，特別活動の記録，自立活動の記録，道徳科の記録，外

国語活動の記録，行動の記録，総合所見及び指導上参考となる諸事項並びに

出欠の記録について学年ごとに作成するほか，入学時の障害の状態について

作成する。 

特別支援学校小学部に在籍する児童については，個別の指導計画を作成す

る必要があることから，指導に関する記録を作成するに当たって，個別の指

導計画における指導の目標，指導内容等を踏まえた記述となるよう留意する。

また，児童の障害の状態等に即して，学校教育法施行規則第１３０条の規定

に基づき各教科の全部若しくは一部について合わせて授業を行った場合又は

各教科，道徳科，外国語活動，特別活動及び自立活動の全部若しくは一部に

ついて合わせて授業を行った場合並びに特別支援学校小学部・中学部学習指

導要領（平成２９年文部科学省告示第７３号）第１章第８節の規定（重複障

害者等に関する教育課程の取扱い）を適用した場合にあっては，その教育課

程や観点別学習状況を考慮し，必要に応じて様式等を工夫して，その状況を

適切に端的に記入する。 

特別支援学級に在籍する児童の指導に関する記録については，必要がある

場合，特別支援学校小学部の指導要録に準じて作成する。 

なお，障害のある児童について作成する個別の指導計画に指導要録の指導

に関する記録と共通する記載事項がある場合には，当該個別の指導計画の写

しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入に替えること

も可能である。    
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１ 各教科の学習の記録 

小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小

学部における各教科の学習の記録については，観点別学習状況及び評定につ

いて記入する。 

特別支援学校（知的障害）小学部における各教科の学習の記録については，

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２９年文部科学省告示第７

３号）に示す小学部の各教科の目標，内容に照らし，別紙４の各教科の評価

の観点及びその趣旨を踏まえ，具体的に定めた指導内容，実現状況等を箇条

書き等により文章で端的に記述する。 

(1) 観点別学習状況 

小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）

小学部における観点別学習状況については，小学校学習指導要領（平成２

９年文部科学省告示第６３号）及び特別支援学校小学部・中学部学習指導

要領（平成２９年文部科学省告示第７３号）（以下「小学校学習指導要領

等」という。）に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を観点ごと

に評価し記入する。その際，「十分満足できる」状況と判断されるものを

Ａ，「おおむね満足できる」状況と判断されるものをＢ，「努力を要す

る」状況と判断されるものをＣのように区別して評価を記入する。 

小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）

小学部における各教科の評価の観点について，設置者は，小学校学習指導

要領等を踏まえ，別紙４を参考に設定する。 

(2) 評定 

小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）

小学部における評定については，第３学年以上の各学年の各教科の学習の

状況について，小学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして，そ

の実現状況を総括的に評価し記入する。 

各教科の評定は，小学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして，

その実現状況を「十分満足できる」状況と判断されるものを３，「おおむ

ね満足できる」状況と判断されるものを２，「努力を要する」状況と判断

されるものを１のように区別して評価を記入する。 

評定に当たっては，評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するもの

であり，「(1) 観点別学習状況」において掲げられた観点は，分析的な評

価を行うものとして，各教科の評定を行う場合において基本的な要素とな

るものであることに十分留意する。その際，評定の適切な決定方法等につ

いては，各学校において定める。 

２ 特別の教科 道徳 

  小学校等における道徳科の評価については，２８文科初第６０４号「学習

指導要領の一部改正に伴う小学校，中学校及び特別支援学校小学部・中学部

における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」に基

づき，学習活動における児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を個人内

評価として文章で端的に記述する。 
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３ 外国語活動の記録 

小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小

学部における外国語活動の記録については，評価の観点を記入した上で，そ

れらの観点に照らして，児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴

を記入する等，児童にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。

評価の観点については，設置者は，小学校学習指導要領等に示す外国語活

動の目標を踏まえ，別紙４を参考に設定する。 

４ 総合的な学習の時間の記録 

小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小

学部における総合的な学習の時間の記録については，この時間に行った学習

活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で，それらの観点のう

ち，児童の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等，

児童にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。 

評価の観点については，小学校学習指導要領等に示す総合的な学習の時間

の目標を踏まえ，各学校において具体的に定めた目標，内容に基づいて別紙

４を参考に定める。 

５ 特別活動の記録 

小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小

学部における特別活動の記録については，各学校が自ら定めた特別活動全体

に係る評価の観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，評価の観点に

照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に，○印を記入

する。 

評価の観点については，小学校学習指導要領等に示す特別活動の目標を踏

まえ，各学校において別紙４を参考に定める。その際，特別活動の特質や学

校として重点化した内容を踏まえ，例えば「主体的に生活や人間関係をより

よくしようとする態度」などのように,より具体的に定めることも考えられ

る。記入に当たっては，特別活動の学習が学校や学級における集団活動や生

活を対象に行われるという特質に留意する。 

特別支援学校（知的障害）小学部における特別活動の記録については，小

学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小学部

における特別活動の記録に関する考え方を参考としながら文章で端的に記述

する。 

６ 自立活動の記録 

特別支援学校小学部における自立活動の記録については，個別の指導計画

を踏まえ，以下の事項等を端的に記入する。 

① 指導目標，指導内容，指導の成果の概要に関すること 

② 障害の状態等に変化が見られた場合，その状況に関すること 

③ 障害の状態を把握するため又は自立活動の成果を評価するために検査を

行った場合，その検査結果に関すること 

７ 行動の記録 

小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小
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学部における行動の記録については，各教科，道徳科，外国語活動，総合的

な学習の時間，特別活動やその他学校生活全体にわたって認められる児童の

行動について，設置者は，小学校学習指導要領等の総則及び道徳科の目標や

内容，内容の取扱いで重点化を図ることとしている事項等を踏まえて示して

いる別紙４を参考にして，項目を適切に設定する。また，各学校において，

自らの教育目標に沿って項目を追加できるようにする。 

各学校における評価に当たっては，各項目の趣旨に照らして十分満足でき

る状況にあると判断される場合に，〇印を記入する。 

特別支援学校（知的障害）小学部における行動の記録については，小学校

及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小学部にお

ける行動の記録に関する考え方を参考としながら文章で端的に記述する。 

８ 総合所見及び指導上参考となる諸事項 

小学校等における総合所見及び指導上参考となる諸事項については，児童

の成長の状況を総合的にとらえるため，以下の事項等を文章で箇条書き等に

より端的に記述すること。特に④のうち，児童の特徴・特技や学校外の活動

等については，今後の学習指導等を進めていく上で必要な情報に精選して記

述する。 

① 各教科や外国語活動，総合的な学習の時間の学習に関する所見 

② 特別活動に関する事実及び所見 

③ 行動に関する所見 

④ 児童の特徴・特技，学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体

験活動，表彰を受けた行為や活動，学力について標準化された検査の結果

等指導上参考となる諸事項 

⑤ 児童の成長の状況にかかわる総合的な所見 

記入に際しては，児童の優れている点や長所，進歩の状況などを取り上げ

ることに留意する。ただし，児童の努力を要する点などについても，その後

の指導において特に配慮を要するものがあれば端的に記入する。 

さらに，障害のある児童や日本語の習得に困難のある児童のうち，通級に

よる指導を受けている児童については，通級による指導を受けた学校名，通

級による指導の授業時数，指導期間，指導の内容や結果等を端的に記入する。

通級による指導の対象となっていない児童で，教育上特別な支援を必要とす

る場合については，必要に応じ，効果があったと考えられる指導方法や配慮

事項を端的に記入する。なお，これらの児童について個別の指導計画を作成

している場合において当該指導計画に上記にかかわる記載がなされている場

合には，その写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記

入に替えることも可能である。 

特別支援学校小学部においては，交流及び共同学習を実施している児童に

ついて，その相手先の学校名や学級名，実施期間，実施した内容や成果等を

端的に記入する。 

９ 入学時の障害の状態 

特別支援学校小学部における入学時の障害の状態について，障害の種類及
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び程度等を記入する。 

１０ 出欠の記録 

   以下の事項を記入する。 

(1) 授業日数 

児童の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。学

校保健安全法第２０条の規定に基づき，臨時に，学校の全部又は学年の全

部の休業を行うこととした日数は授業日数には含めない。 

この授業日数は，原則として，同一学年のすべての児童につき同日数と

することが適当である。ただし，転学又は退学等をした児童については，

転学のため学校を去った日又は退学等をした日までの授業日数を記入し，

転入学又は編入学等をした児童については，転入学又は編入学等をした日

以後の授業日数を記入する。 

(2) 出席停止・忌引等の日数 

以下の日数を合算して記入する。 

① 学校教育法第３５条による出席停止日数，学校保健安全法第１９条に

よる出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律第１９条，第２０条，第２６条及び第４６条による入院の場

合の日数 

② 学校保健安全法第２０条により，臨時に学年の中の一部の休業を行っ

た場合の日数 

③ 忌引日数 

④ 非常変災等児童又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席し

た場合などで，校長が出席しなくてもよいと認めた日数 

⑤ その他教育上特に必要な場合で，校長が出席しなくてもよいと認めた

日数 

(3) 出席しなければならない日数 

授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数を記入する。 

(4) 欠席日数 

出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で児童が欠席

した日数を記入する。 

(5) 出席日数 

出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。

なお，学校の教育活動の一環として児童が運動や文化などにかかわる行

事等に参加したものと校長が認める場合には，指導要録の出欠の記録にお

いては出席扱いとすることができる。 

(6) 備考 

出席停止・忌引等の日数に関する特記事項，欠席理由の主なもの，遅刻，

早退等の状況その他の出欠に関する特記事項等を記入する。 
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別紙２  
中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等  

Ⅰ 学籍に関する記録 

学籍に関する記録については，原則として学齢簿の記載に基づき，学年当

初及び異動の生じたときに記入する。 

１ 生徒の氏名，性別，生年月日及び現住所 

２ 保護者の氏名及び現住所 

３ 入学前の経歴 

中学校及び特別支援学校中学部（以下「中学校等」という。）に入学する

までの教育関係の略歴（在籍していた小学校又は特別支援学校小学部の学校

名及び卒業時期等）を記入する。なお，外国において受けた教育の実情など

も記入する。 

４ 入学・編入学等 

 (1) 入学 

生徒が第１学年に入学した年月日を記入する。 

 (2) 編入学等 

第１学年の中途又は第２学年以上の学年に，在外教育施設や外国の学校

等から編入学した場合，又は就学義務の猶予・免除の事由の消滅により就

学義務が発生した場合について，その年月日，学年及び事由等を記入する。

５ 転入学 

他の中学校等から転入学してきた生徒について，転入学年月日，転入学年，

前に在学していた学校名，所在地及び転入学の事由等を記入する。 

６ 転学・退学等 

他の中学校等に転学する場合には，転学先の学校が受け入れた日の前日に

当たる年月日，転学先の学校名，所在地，転入学年及びその事由等を記入す

る。また，学校を去った年月日についても併記する。 

在外教育施設や外国の学校に入るために退学する場合又は学齢（満１５歳

に達した日の属する学年の終わり）を超過している生徒が退学する場合は，

校長が退学を認めた年月日及びその事由等を記入する。 

なお，就学義務が猶予・免除される場合又は生徒の居所が１年以上不明で

ある場合は，在学しない者として取り扱い，在学しない者と認めた年月日及

びその事由等を記入する。 

７ 卒業 

校長が卒業を認定した年月日を記入する。 

８ 進学先・就職先等 

進学先の学校名及び所在地，就職先の事業所名及び所在地等を記入する。 

９ 学校名及び所在地 

分校の場合は，本校名及び所在地を記入するとともに，分校名，所在地及

び在学した学年を併記する。 
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10 校長氏名印，学級担任者氏名印 

各年度に，校長の氏名，学級担任者の氏名を記入し，それぞれ押印する。

（同一年度内に校長又は学級担任者が代わった場合には，その都度後任者の

氏名を併記する。） 

なお，氏名の記入及び押印については，電子署名（電子署名及び認証業務

に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項に定義する「電子

署名」をいう。）を行うことで替えることも可能である。  
Ⅱ 指導に関する記録 

中学校における指導に関する記録については，以下に示す記載することが

適当な事項に留意しながら，各教科の学習の記録（観点別学習状況及び評

定），道徳科の記録，総合的な学習の時間の記録，特別活動の記録，行動の

記録，総合所見及び指導上参考となる諸事項並びに出欠の記録について学年

ごとに作成する。 

特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中学部におけ

る指導に関する記録については，中学校における指導に関する記録に記載す

る事項に加えて，自立活動の記録について学年ごとに作成するほか，入学時

の障害の状態について作成する。 

特別支援学校（知的障害）中学部における指導に関する記録については，

各教科の学習の記録，特別活動の記録，自立活動の記録，道徳科の記録，総

合的な学習の時間の記録，行動の記録，総合所見及び指導上参考となる諸事

項並びに出欠の記録について学年ごとに作成するほか，入学時の障害の状態

について作成する。 

特別支援学校中学部に在籍する生徒については，個別の指導計画を作成す

る必要があることから，指導に関する記録を作成するに当たって，個別の指

導計画における指導の目標，指導内容等を踏まえた記述となるよう留意する。

また，生徒の障害の状態等に即して，学校教育法施行規則第１３０条の規定

に基づき各教科の全部若しくは一部について合わせて授業を行った場合又は

各教科，道徳科，特別活動及び自立活動の全部若しくは一部について合わせ

て授業を行った場合並びに特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成

２９年文部科学省告示第７３号）第１章第８節の規定（重複障害者等に関す

る教育課程の取扱い）を適用した場合にあっては，その教育課程や観点別学

習状況を考慮し，必要に応じて様式等を工夫して，その状況を適切に端的に

記入する。 

特別支援学級に在籍する生徒の指導に関する記録については，必要がある

場合，特別支援学校中学部の指導要録に準じて作成する。 

なお，障害のある生徒について作成する個別の指導計画に指導要録の指導

に関する記録と共通する記載事項がある場合には，当該個別の指導計画の写

しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入に替えること

も可能である。    
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１ 各教科の学習の記録 

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中

学部における各教科の学習の記録については，観点別学習状況及び評定につ

いて記入する。 

特別支援学校（知的障害）中学部における各教科の学習の記録については，

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２９年文部科学省告示第７

３号）に示す中学部の各教科の目標，内容に照らし，別紙４の各教科の評価

の観点及びその趣旨を踏まえ，具体的に定めた指導内容，実現状況等を箇条

書き等により文章で端的に記述する。 

(1) 観点別学習状況 

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）

中学部における観点別学習状況については，中学校学習指導要領（平成２

９年文部科学省告示第６４号）及び特別支援学校小学部・中学部学習指導

要領（平成２９年文部科学省告示第７３号）（以下「中学校学習指導要領

等」という。）に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を観点ごと

に評価し記入する。その際，「十分満足できる」状況と判断されるものを

Ａ，「おおむね満足できる」状況と判断されるものをＢ，「努力を要す

る」状況と判断されるものをＣのように区別して評価を記入する。 

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）

中学部における各教科の評価の観点について，設置者は，中学校学習指導

要領等を踏まえ，別紙４を参考に設定する。 

選択教科を実施する場合は，各学校において観点を定め，記入する。 

(2) 評定 

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）

中学部における評定については，各学年における各教科の学習の状況につ

いて，中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして，その実現状

況を総括的に評価し記入する。 

必修教科の評定は，中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らし

て，その実現状況を「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況

と判断されるものを５，「十分満足できる」状況と判断されるものを４，

「おおむね満足できる」状況と判断されるものを３，「努力を要する」状

況と判断されるものを２，「一層努力を要する」状況と判断されるものを

１のように区別して評価を記入する。 

選択教科を実施する場合は，各学校が評定の段階を決定し記入する。 

評定に当たっては，評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するもの

であり，「(1) 観点別学習状況」において掲げられた観点は，分析的な評

価を行うものとして，各教科の評定を行う場合において基本的な要素とな

るものであることに十分留意する。その際，評定の適切な決定方法等につ

いては，各学校において定める。 

２ 特別の教科 道徳 

  中学校等における道徳科の評価については，２８文科初第６０４号「学習
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指導要領の一部改正に伴う小学校，中学校及び特別支援学校小学部・中学部

における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」に基

づき，学習活動における生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を個人内

評価として文章で端的に記述する。 

３ 総合的な学習の時間の記録 

中学校等における総合的な学習の時間の記録については，この時間に行っ

た学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で，それらの観

点のうち，生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入す

る等，生徒にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。 

評価の観点については，中学校学習指導要領等に示す総合的な学習の時間

の目標を踏まえ，各学校において具体的に定めた目標，内容に基づいて別紙

４を参考に定める。 

４ 特別活動の記録 

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中

学部における特別活動の記録については，各学校が自ら定めた特別活動全体

に係る評価の観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，評価の観点に

照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に，○印を記入

する。 

評価の観点については，中学校学習指導要領等に示す特別活動の目標を踏

まえ，各学校において別紙４を参考に定める。その際，特別活動の特質や学

校として重点化した内容を踏まえ，例えば「主体的に生活や人間関係をより

よくしようとする態度」などのように,より具体的に定めることも考えられ

る。記入に当たっては，特別活動の学習が学校や学級における集団活動や生

活を対象に行われるという特質に留意する。 

特別支援学校（知的障害）中学部における特別活動の記録については，中

学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中学部

における特別活動の記録に関する考え方を参考としながら文章で端的に記述

する。 

５ 自立活動の記録 

特別支援学校中学部における自立活動の記録については，個別の指導計画

を踏まえ，以下の事項等を端的に記入する。 

① 指導目標，指導内容，指導の成果の概要に関すること 

② 障害の状態等に変化が見られた場合，その状況に関すること 

③ 障害の状態を把握するため又は自立活動の成果を評価するために検査を

行った場合，その検査結果に関すること 

６ 行動の記録 

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中

学部における行動の記録については，各教科，道徳科，総合的な学習の時間，

特別活動やその他学校生活全体にわたって認められる生徒の行動について，

設置者は，中学校学習指導要領等の総則及び道徳科の目標や内容，内容の取

扱いで重点化を図ることとしている事項等を踏まえて示している別紙４を参
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考にして，項目を適切に設定する。また，各学校において，自らの教育目標

に沿って項目を追加できるようにする。 

各学校における評価に当たっては，各項目の趣旨に照らして十分満足でき

る状況にあると判断される場合に，〇印を記入する。 

特別支援学校（知的障害）中学部における行動の記録については，中学校

及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中学部にお

ける行動の記録に関する考え方を参考にしながら文章で端的に記述する。 

７ 総合所見及び指導上参考となる諸事項 

中学校等における総合所見及び指導上参考となる諸事項については，生徒

の成長の状況を総合的にとらえるため，以下の事項等を文章で箇条書き等に

より端的に記述すること。特に⑤のうち，生徒の特徴・特技や学校外の活動

等については，今後の学習指導等を進めていく上で必要な情報に精選して記

述する。 

① 各教科や総合的な学習の時間の学習に関する所見 

② 特別活動に関する事実及び所見 

③ 行動に関する所見 

④ 進路指導に関する事項 

⑤ 生徒の特徴・特技，部活動，学校内外におけるボランティア活動など社

会奉仕体験活動，表彰を受けた行為や活動，学力について標準化された検

査の結果等指導上参考となる諸事項 

⑥ 生徒の成長の状況にかかわる総合的な所見 

記入に際しては，生徒の優れている点や長所，進歩の状況などを取り上げ

ることに留意する。ただし，生徒の努力を要する点などについても，その後

の指導において特に配慮を要するものがあれば端的に記入する。  

さらに，障害のある生徒や日本語の習得に困難のある生徒のうち，通級に

よる指導を受けている生徒については，通級による指導を受けた学校名，通

級による指導の授業時数，指導期間，指導の内容や結果等を端的に記入する。

通級による指導の対象となっていない生徒で，教育上特別な支援を必要とす

る場合については，必要に応じ，効果があったと考えられる指導方法や配慮

事項を端的に記入する。なお，これらの生徒について個別の指導計画を作成

している場合において当該指導計画に上記にかかわる記載がなされている場

合には，その写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記

入に替えることも可能である。 

特別支援学校中学部においては，交流及び共同学習を実施している生徒に

ついて，その相手先の学校名や学級名，実施期間，実施した内容や成果等を

端的に記入する。 

８ 入学時の障害の状態 

特別支援学校中学部における入学時の障害の状態について，障害の種類及

び程度等を記入する。 

９ 出欠の記録 

以下の事項を記入する。 
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(1) 授業日数 

生徒の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。学

校保健安全法第２０条の規定に基づき，臨時に，学校の全部又は学年の全

部の休業を行うこととした日数は授業日数には含めない。 

この授業日数は，原則として，同一学年のすべての生徒につき同日数と

することが適当である。ただし，転学又は退学等をした生徒については，

転学のため学校を去った日又は退学等をした日までの授業日数を記入し，

転入学又は編入学等をした生徒については，転入学又は編入学等をした日

以後の授業日数を記入する。 

(2) 出席停止・忌引等の日数 

以下の日数を合算して記入する。 

① 学校教育法第３５条による出席停止日数，学校保健安全法第１９条に

よる出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律第１９条，第２０条，第２６条及び第４６条による入院の場

合の日数 

② 学校保健安全法第２０条により，臨時に学年の中の一部の休業を行っ

た場合の日数 

③ 忌引日数 

④ 非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席し

た場合などで，校長が出席しなくてもよいと認めた日数 

⑤ 選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で，校長が

出席しなくてもよいと認めた日数 

(3) 出席しなければならない日数 

授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数を記入する。 

(4) 欠席日数 

出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で生徒が欠席

した日数を記入する。 

(5) 出席日数 

出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。

なお，学校の教育活動の一環として生徒が運動や文化などにかかわる行

事等に参加したものと校長が認める場合には，指導要録の出欠の記録にお

いては出席扱いとすることができる。 

(6) 備考 

出席停止・忌引等の日数に関する特記事項，欠席理由の主なもの，遅刻，

早退等の状況その他の出欠に関する特記事項等を記入する。 
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別紙４ 

 

各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨 
（小学校及び特別支援学校小学部並びに中学校及び特別支援学校中学部） 

 

１－１．小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小学部並

びに中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中学

部における各教科の学習の記録 

 国 語  
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 国語＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

日常生活に必要な国語について，

その特質を理解し適切に使って

いる。 「話すこと・聞くこと」，「書

くこと」，「読むこと」の各領

域において，日常生活における

人との関わりの中で伝え合う力

を高め，自分の思いや考えを広

げている。 
言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり，思いや考えを広げたり

しながら，言葉がもつよさを認

識しようとしているとともに，

言語感覚を養い，言葉をよりよ

く使おうとしている。 
＜中学校 国語＞  
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

社会生活に必要な国語について，

その特質を理解し適切に使って

いる。  
「話すこと・聞くこと」，「書

くこと」，「読むこと」の各領

域において，社会生活における

人との関わりの中で伝え合う力

を高め，自分の思いや考えを広

げたり深めたりしている。 
言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり，思いや考えを深めたり

しながら，言葉がもつ価値を認

識しようとしているとともに，

言語感覚を豊かにし，言葉を適

切に使おうとしている。  
（２）学年別の評価の観点の趣旨 
＜小学校 国語＞ 

観点 
学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年 

日常生活に必要な国語の知識や

技能を身に付けているととも

に，我が国の言語文化に親しん

だり理解したりしている。 
「話すこと・聞くこと」，「書

くこと」，「読むこと」の各領

域において，順序立てて考える

力や感じたり想像したりする力

を養い，日常生活における人と

の関わりの中で伝え合う力を高

め，自分の思いや考えをもって

いる。 

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり，思いや考えをもったり

しながら，言葉がもつよさを感

じようとしているとともに，楽

しんで読書をし，言葉をよりよ

く使おうとしている。 
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第
３
学
年
及
び
第
４
学
年 

日常生活に必要な国語の知識や

技能を身に付けているととも

に，我が国の言語文化に親しん

だり理解したりしている。 
「話すこと・聞くこと」，「書

くこと」，「読むこと」の各領

域において，筋道立てて考える

力や豊かに感じたり想像したり

する力を養い，日常生活におけ

る人との関わりの中で伝え合う

力を高め，自分の思いや考えを

まとめている。 

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり，思いや考えをまとめた

りしながら，言葉がもつよさに

気付こうとしているとともに，

幅広く読書をし，言葉をよりよ

く使おうとしている。  
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年 

日常生活に必要な国語の知識や

技能を身に付けているととも

に，我が国の言語文化に親しん

だり理解したりしている。 
「話すこと・聞くこと」，「書

くこと」，「読むこと」の各領

域において，筋道立てて考える

力や豊かに感じたり想像したり

する力を養い，日常生活におけ

る人との関わりの中で伝え合う

力を高め，自分の思いや考えを

広げている。 

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり，思いや考えを広げたり

しながら，言葉がもつよさを認

識しようとしているとともに，

進んで読書をし，言葉をよりよ

く使おうとしている。  
＜中学校 国語＞  

観点 
学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
第
１
学
年 

社会生活に必要な国語の知識や

技能を身に付けているとともに，

我が国の言語文化に親しんだり

理解したりしている。 
「話すこと・聞くこと」，「書

くこと」，「読むこと」の各領

域において，筋道立てて考える

力や豊かに感じたり想像したり

する力を養い，日常生活におけ

る人との関わりの中で伝え合う

力を高め，自分の思いや考えを

確かなものにしている。 

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり，思いや考えを確かなも

のにしたりしながら，言葉がも

つ価値に気付こうとしていると

ともに，進んで読書をし，言葉

を適切に使おうとしている。 
第
２
学
年 

社会生活に必要な国語の知識や

技能を身に付けているとともに，

我が国の言語文化に親しんだり

理解したりしている。 
「話すこと・聞くこと」，「書

くこと」，「読むこと」の各領

域において，論理的に考える力

や共感したり想像したりする力

を養い，社会生活における人と

の関わりの中で伝え合う力を高

め，自分の思いや考えを広げた

り深めたりしている。 

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり，思いや考えを広げたり

深めたりしながら，言葉がもつ

価値を認識しようとしていると

ともに，読書を生活に役立て，

言葉を適切に使おうとしている。 

第
３
学
年 

社会生活に必要な国語の知識や

技能を身に付けているととも

に，我が国の言語文化に親しん

だり理解したりしている。 
「話すこと・聞くこと」，「書

くこと」，「読むこと」の各領

域において，論理的に考える力

や深く共感したり豊かに想像し

たりする力を養い，社会生活に

おける人との関わりの中で伝え

合う力を高め，自分の思いや考

えを広げたり深めたりしてい

る。 

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり，思いや考えを広げたり

深めたりしながら，言葉がもつ

価値を認識しようとしていると

ともに，読書を通して自己を向

上させ，言葉を適切に使おうと

している。 
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（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 社会＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

地域や我が国の国土の地理的環

境，現代社会の仕組みや働き，

地域や我が国の歴史や伝統と文

化を通して社会生活について理

解しているとともに，様々な資

料や調査活動を通して情報を適

切に調べまとめている。 
社会的事象の特色や相互の関

連，意味を多角的に考えたり，

社会に見られる課題を把握し

て，その解決に向けて社会への

関わり方を選択・判断したり，

考えたことや選択・判断したこ

とを適切に表現したりしてい

る。 

社会的事象について，国家及び

社会の担い手として，よりよい

社会を考え主体的に問題解決し

ようとしている。 
＜中学校 社会＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

我が国の国土と歴史，現代の政

治，経済，国際関係等に関して

理解しているとともに，調査や

諸資料から様々な情報を効果的

に調べまとめている。 
社会的事象の意味や意義，特色

や相互の関連を多面的・多角的

に考察したり，社会に見られる

課題の解決に向けて選択・判断

したり，思考・判断したことを

説明したり，それらを基に議論

したりしている。 
社会的事象について，国家及び

社会の担い手として，よりよい

社会の実現を視野に課題を主体

的に解決しようとしている。 
 
（２）学年・分野別の評価の観点の趣旨 
＜小学校 社会＞ 

観点 
学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
第
３
学
年 

身近な地域や市区町村の地理的

環境，地域の安全を守るための

諸活動や地域の産業と消費生活

の様子，地域の様子の移り変わ

りについて，人々の生活との関

連を踏まえて理解しているとと

もに，調査活動，地図帳や各種

の具体的資料を通して，必要な

情報を調べまとめている。 

地域における社会的事象の特色

や相互の関連，意味を考えたり，

社会に見られる課題を把握し

て，その解決に向けて社会への

関わり方を選択・判断したり，

考えたことや選択・判断したこ

とを表現したりしている。 
地域における社会的事象につい

て，地域社会に対する誇りと愛

情をもつ地域社会の将来の担い

手として，主体的に問題解決し

ようとしたり，よりよい社会を

考え学習したことを社会生活に

生かそうとしたりしている。 



－ 100 －

文部科学省通知　抜粋

第
４
学
年 

自分たちの都道府県の地理的環

境の特色，地域の人々の健康と

生活環境を支える働きや自然災

害から地域の安全を守るための

諸活動，地域の伝統と文化や地

域の発展に尽くした先人の働き

などついて，人々の生活との関

連を踏まえて理解しているとと

もに，調査活動，地図帳や各種

の具体的資料を通して，必要な

情報を調べまとめている。 

地域における社会的事象の特色

や相互の関連，意味を考えたり，

社会に見られる課題を把握し

て，その解決に向けて社会への

関わり方を選択・判断したり，

考えたことや選択・判断したこ

とを表現したりしている。 
地域における社会的事象につい

て，地域社会に対する誇りと愛

情をもつ地域社会の将来の担い

手として，主体的に問題解決し

ようとしたり，よりよい社会を

考え学習したことを社会生活に

生かそうとしたりしている。 

第
５
学
年 

我が国の国土の地理的環境の特

色や産業の現状，社会の情報化

と産業の関わりについて，国民

生活との関連を踏まえて理解し

ているとともに，地図帳や地球

儀，統計などの各種の基礎的資

料を通して，情報を適切に調べ

まとめている。 

我が国の国土や産業の様子に関

する社会的事象の特色や相互の

関連，意味を多角的に考えたり，

社会に見られる課題を把握し

て，その解決に向けて社会への

関わり方を選択・判断したり，

考えたことや選択・判断したこ

とを説明したり，それらを基に

議論したりしている。 

我が国の国土や産業の様子に関

する社会的事象について，我が

国の国土に対する愛情をもち産

業の発展を願う国家及び社会の

将来の担い手として，主体的に

問題解決しようとしたり，より

よい社会を考え学習したことを

社会生活に生かそうとしたりし

ている。 
第
６
学
年 

我が国の政治の考え方と仕組み

や働き，国家及び社会の発展に

大きな働きをした先人の業績や

優れた文化遺産，我が国と関係

の深い国の生活やグローバル化

する国際社会における我が国の

役割について理解しているとと

もに，地図帳や地球儀，統計や

年表などの各種の基礎的資料を

通して，情報を適切に調べまと

めている。 

我が国の政治と歴史及び国際理

解に関する社会的事象の特色や

相互の関連，意味を多角的に考

えたり，社会に見られる課題を

把握して，その解決に向けて社

会への関わり方を選択・判断し

たり，考えたことや選択・判断

したことを説明したり，それら

を基に議論したりしている。 

我が国の政治と歴史及び国際理

解に関する社会的事象につい

て，我が国の歴史や伝統を大切

にして国を愛する心情をもち平

和を願い世界の国々の人々と共

に生きることを大切にする国家

及び社会の将来の担い手とし

て，主体的に問題解決しようと

したり，よりよい社会を考え学

習したことを社会生活に生かそ

うとしたりしている。 
＜中学校 社会＞ 

観点 
学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
地
理
的
分
野 

我が国の国土及び世界の諸地域

に関して，地域の諸事象や地域

的特色を理解しているととも

に，調査や諸資料から地理に関

する様々な情報を効果的に調べ

まとめている。 
地理に関わる事象の意味や意

義，特色や相互の関連を，位置

や分布，場所，人間と自然環境

との相互依存関係，空間的相互

依存作用，地域などに着目して，

多面的・多角的に考察したり，

地理的な課題の解決に向けて公

正に選択・判断したり，思考・

判断したことを説明したり，そ

れらを基に議論したりしてい

る。 

日本や世界の地域に関わる諸事

象について，国家及び社会の担

い手として，よりよい社会の実

現を視野にそこで見られる課題

を主体的に追究，解決しようと

している。 
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歴
史
的
分
野 

我が国の歴史の大きな流れを，

世界の歴史を背景に，各時代の

特色を踏まえて理解していると

ともに，諸資料から歴史に関す

る様々な情報を効果的に調べま

とめている。 
歴史に関わる事象の意味や意

義，伝統と文化の特色などを，

時期や年代，推移，比較，相互

の関連や現在とのつながりなど

に着目して多面的・多角的に考

察したり，歴史に見られる課題

を把握し複数の立場や意見を踏

まえて公正に選択・判断したり，

思考・判断したことを説明した

り，それらを基に議論したりし

ている。 

歴史に関わる諸事象について，

国家及び社会の担い手として，

よりよい社会の実現を視野にそ

こで見られる課題を主体的に追

究，解決しようとしている。 

公
民
的
分
野 

個人の尊厳と人権の尊重の意

義，特に自由・権利と責任・義

務との関係を広い視野から正し

く認識し，民主主義，民主政治

の意義，国民の生活の向上と経

済活動との関わり，現代の社会

生活及び国際関係などについ

て，個人と社会との関わりを中

心に理解を深めているととも

に，諸資料から現代の社会的事

象に関する情報を効果的に調べ

まとめている。 

社会的事象の意味や意義，特色

や相互の関連を現代の社会生活

と関連付けて多面的・多角的に

考察したり，現代社会に見られ

る課題について公正に判断した

り，思考・判断したことを説明

したり，それらを基に議論した

りしている。 

現代の社会的事象について，国

家及び社会の担い手として，現

代社会に見られる課題の解決を

視野に主体的に社会に関わろう

としている。 
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（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 算数＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・数量や図形などについての基

礎的・基本的な概念や性質な

どを理解している。 
・日常の事象を数理的に処理す

る技能を身に付けている。  
日常の事象を数理的に捉え，見

通しをもち筋道を立てて考察す

る力，基礎的・基本的な数量や

図形の性質などを見いだし統合

的・発展的に考察する力，数学

的な表現を用いて事象を簡潔・

明瞭・的確に表したり目的に応

じて柔軟に表したりする力を身

に付けている。 

数学的活動の楽しさや数学のよ

さに気付き粘り強く考えたり，

学習を振り返ってよりよく問題

解決しようとしたり，算数で学

んだことを生活や学習に活用し

ようとしたりしている。 
＜中学校 数学＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・数量や図形などについての基

礎的な概念や原理・法則など

を理解している。 
・事象を数学化したり，数学的

に解釈したり，数学的に表現

・処理したりする技能を身に

付けている。 
数学を活用して事象を論理的に

考察する力，数量や図形などの

性質を見いだし統合的・発展的

に考察する力，数学的な表現を

用いて事象を簡潔・明瞭・的確

に表現する力を身に付けてい

る。 
数学的活動の楽しさや数学のよ

さを実感して粘り強く考え，数

学を生活や学習に生かそうとし

たり，問題解決の過程を振り返

って評価・改善しようとしたり

している。  
（２）学年別の評価の観点の趣旨 
＜小学校 算数＞ 

観点 
学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

第
１
学
年 

・数の概念とその表し方及び計

算の意味を理解し，量，図形

及び数量の関係についての理

解の基礎となる経験を積み重

ね，数量や図形についての感

覚を豊かにしている。 
・加法及び減法の計算をしたり，

形を構成したり，身の回りに

ある量の大きさを比べたり，

簡単な絵や図などに表したり

することなどについての技能

を身に付けている。 

ものの数に着目し，具体物や図

などを用いて数の数え方や計算

の仕方を考える力，ものの形に

着目して特徴を捉えたり，具体

的な操作を通して形の構成につ

いて考えたりする力，身の回り

にあるものの特徴を量に着目し

て捉え，量の大きさの比べ方を

考える力，データの個数に着目

して身の回りの事象の特徴を捉

える力などを身に付けている。 

数量や図形に親しみ，算数で学

んだことのよさや楽しさを感じ

ながら学ぼうとしている。 
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第
２
学
年 

・数の概念についての理解を深

め，計算の意味と性質，基本

的な図形の概念，量の概念，

簡単な表とグラフなどについ

て理解し，数量や図形につい

ての感覚を豊かにしている。 
・加法，減法及び乗法の計算を

したり，図形を構成したり，

長さやかさなどを測定した

り，表やグラフに表したりす

ることなどについての技能を

身に付けている。 

数とその表現や数量の関係に着

目し，必要に応じて具体物や図

などを用いて数の表し方や計算

の仕方などを考察する力，平面

図形の特徴を図形を構成する要

素に着目して捉えたり，身の回

りの事象を図形の性質から考察

したりする力，身の回りにある

ものの特徴を量に着目して捉

え，量の単位を用いて的確に表

現する力，身の回りの事象をデ

ータの特徴に着目して捉え，簡

潔に表現したり考察したりする

力などを身に付けている。 

数量や図形に進んで関わり，数

学的に表現・処理したことを振

り返り，数理的な処理のよさに

気付き生活や学習に活用しよう

としている。 

第
３
学
年 

・数の表し方，整数の計算の意

味と性質，小数及び分数の意

味と表し方，基本的な図形の

概念，量の概念，棒グラフな

どについて理解し，数量や図

形についての感覚を豊かにし

ている。 
・整数などの計算をしたり，図

形を構成したり，長さや重さ

などを測定したり，表やグラ

フに表したりすることなどに

ついての技能を身に付けてい

る。 

数とその表現や数量の関係に着

目し，必要に応じて具体物や図

などを用いて数の表し方や計算

の仕方などを考察する力，平面

図形の特徴を図形を構成する要

素に着目して捉えたり，身の回

りの事象を図形の性質から考察

したりする力，身の回りにある

ものの特徴を量に着目して捉

え，量の単位を用いて的確に表

現する力，身の回りの事象をデ

ータの特徴に着目して捉え，簡

潔に表現したり適切に判断した

りする力などを身に付けてい

る。 

数量や図形に進んで関わり，数

学的に表現・処理したことを振

り返り，数理的な処理のよさに

気付き生活や学習に活用しよう

としている。 
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第
４
学
年 

・小数及び分数の意味と表し方，

四則の関係，平面図形と立体

図形，面積，角の大きさ，折

れ線グラフなどについて理解

している。 
・整数，小数及び分数の計算を

したり，図形を構成したり，

図形の面積や角の大きさを求

めたり，表やグラフに表した

りすることなどについての技

能を身に付けている。 

数とその表現や数量の関係に着

目し，目的に合った表現方法を

用いて計算の仕方などを考察す

る力，図形を構成する要素及び

それらの位置関係に着目し，図

形の性質や図形の計量について

考察する力，伴って変わる二つ

の数量やそれらの関係に着目

し，変化や対応の特徴を見いだ

して，二つの数量の関係を表や

式を用いて考察する力，目的に

応じてデータを収集し，データ

の特徴や傾向に着目して表やグ

ラフに的確に表現し，それらを

用いて問題解決したり，解決の

過程や結果を多面的に捉え考察

したりする力などを身に付けて

いる。 

数学的に表現・処理したことを

振り返り，多面的に捉え検討し

てよりよいものを求めて粘り強

く考えたり，数学のよさに気付

き学習したことを生活や学習に

活用しようとしたりしている。 

第
５
学
年 

・整数の性質，分数の意味，小

数と分数の計算の意味，面積

の公式，図形の意味と性質，

図形の体積，速さ，割合，帯

グラフなどについて理解して

いる。 
・小数や分数の計算をしたり，

図形の性質を調べたり，図形

の面積や体積を求めたり，表

やグラフに表したりすること

などについての技能を身に付

けている。  

数とその表現や計算の意味に着

目し，目的に合った表現方法を

用いて数の性質や計算の仕方な

どを考察する力，図形を構成す

る要素や図形間の関係などに着

目し，図形の性質や図形の計量

について考察する力，伴って変

わる二つの数量やそれらの関係

に着目し，変化や対応の特徴を

見いだして，二つの数量の関係

を表や式を用いて考察する力，

目的に応じてデータを収集し，

データの特徴や傾向に着目して

表やグラフに的確に表現し，そ

れらを用いて問題解決したり，

解決の過程や結果を多面的に捉

え考察したりする力などを身に

付けている。 

数学的に表現・処理したことを

振り返り，多面的に捉え検討し

てよりよいものを求めて粘り強

く考えたり，数学のよさに気付

き学習したことを生活や学習に

活用しようとしたりしている。 
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第
６
学
年 

・分数の計算の意味，文字を用

いた式，図形の意味，図形の

体積，比例，度数分布を表す

表などについて理解してい

る。 
・分数の計算をしたり，図形を

構成したり，図形の面積や体

積を求めたり，表やグラフに

表したりすることなどについ

ての技能を身に付けている。 

数とその表現や計算の意味に着

目し，発展的に考察して問題を

見いだすとともに，目的に応じ

て多様な表現方法を用いながら

数の表し方や計算の仕方などを

考察する力，図形を構成する要

素や図形間の関係などに着目

し，図形の性質や図形の計量に

ついて考察する力，伴って変わ

る二つの数量やそれらの関係に

着目し，変化や対応の特徴を見

いだして，二つの数量の関係を

表や式，グラフを用いて考察す

る力，身の回りの事象から設定

した問題について，目的に応じ

てデータを収集し，データの特

徴や傾向に着目して適切な手法

を選択して分析を行い，それら

を用いて問題解決したり，解決

の過程や結果を批判的に考察し

たりする力などを身に付けてい

る。 

数学的に表現・処理したことを

振り返り，多面的に捉え検討し

てよりよいものを求めて粘り強

く考えたり，数学のよさに気付

き学習したことを生活や学習に

活用しようとしたりしている。 

＜中学校 数学＞ 
観点 

学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

第
１
学
年 

・正の数と負の数，文字を用い

た式と一元一次方程式，平面

図形と空間図形，比例と反比

例，データの分布と確率など

についての基礎的な概念や原

理・法則などを理解している。 
・事象を数理的に捉えたり，数

学的に解釈したり，数学的に

表現・処理したりする技能を

身に付けている。 

数の範囲を拡張し，数の性質や

計算について考察したり，文字

を用いて数量の関係や法則など

を考察したりする力，図形の構

成要素や構成の仕方に着目し，

図形の性質や関係を直観的に捉

え論理的に考察する力，数量の

変化や対応に着目して関数関係

を見いだし，その特徴を表，式，

グラフなどで考察する力，デー

タの分布に着目し，その傾向を

読み取り批判的に考察して判断

したり，不確定な事象の起こり

やすさについて考察したりする

力を身に付けている。 

数学的活動の楽しさや数学のよ

さに気付いて粘り強く考え，数

学を生活や学習に生かそうとし

たり，問題解決の過程を振り返

って検討しようとしたり，多面

的に捉え考えようとしたりして

いる。 
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第
２
学
年 

・文字を用いた式と連立二元一

次方程式，平面図形と数学的

な推論，一次関数，データの

分布と確率などについての基

礎的な概念や原理・法則など

を理解している。 

・事象を数学化したり，数学的

に解釈したり，数学的に表現

・処理したりする技能を身に

付けている。 

文字を用いて数量の関係や法則

などを考察する力，数学的な推

論の過程に着目し，図形の性質

や関係を論理的に考察し表現す

る力，関数関係に着目し，その

特徴を表，式，グラフを相互に

関連付けて考察する力，複数の

集団のデータの分布に着目し，

その傾向を比較して読み取り批

判的に考察して判断したり，不

確定な事象の起こりやすさにつ

いて考察したりする力を身に付

けている。 

数学的活動の楽しさや数学のよ

さを実感して粘り強く考え，数

学を生活や学習に生かそうとし

たり，問題解決の過程を振り返

って評価・改善しようとしたり，

多様な考えを認め，よりよく問

題解決しようとしたりしてい

る。 

第
３
学
年 

・数の平方根，多項式と二次方

程式，図形の相似，円周角と

中心角の関係，三平方の定理，

関数 y＝ax
2，標本調査などに

ついての基礎的な概念や原理

・法則などを理解している。 

・事象を数学化したり，数学的

に解釈したり，数学的に表現

・処理したりする技能を身に

付けている。 

数の範囲に着目し，数の性質や

計算について考察したり，文字

を用いて数量の関係や法則など

を考察したりする力，図形の構

成要素の関係に着目し，図形の

性質や計量について論理的に考

察し表現する力，関数関係に着

目し，その特徴を表，式，グラ

フを相互に関連付けて考察する

力，標本と母集団の関係に着目

し，母集団の傾向を推定し判断

したり，調査の方法や結果を批

判的に考察したりする力を身に

付けている。 

数学的活動の楽しさや数学のよ

さを実感して粘り強く考え，数

学を生活や学習に生かそうとし

たり，問題解決の過程を振り返

って評価・改善しようとしたり，

多様な考えを認め，よりよく問

題解決しようとしたりしてい

る。 
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（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 理科＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

自然の事物・現象についての性

質や規則性などについて理解し

ているとともに，器具や機器な

どを目的に応じて工夫して扱い

ながら観察，実験などを行い，

それらの過程や得られた結果を

適切に記録している。  
自然の事物・現象から問題を見

いだし，見通しをもって観察，

実験などを行い，得られた結果

を基に考察し，それらを表現す

るなどして問題解決している。 
自然の事物・現象に進んで関わ

り，粘り強く，他者と関わりな

がら問題解決しようとしている

とともに，学んだことを学習や

生活に生かそうとしている。 
 
＜中学校 理科＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

自然の事物・現象についての基

本的な概念や原理・法則などを

理解しているとともに，科学的

に探究するために必要な観察，

実験などに関する基本操作や記

録などの基本的な技能を身に付

けている。 
自然の事物・現象から問題を見

いだし，見通しをもって観察，

実験などを行い，得られた結果

を分析して解釈し，表現するな

ど，科学的に探究している。 
自然の事物・現象に進んで関わ

り，見通しをもったり振り返っ

たりするなど，科学的に探究し

ようとしている。 
 
（２）学年・分野別の評価の観点の趣旨 
＜小学校 理科＞ 

観点 
学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
第
３
学
年 

物の性質，風とゴムの力の働き，

光と音の性質，磁石の性質，電

気の回路，身の回りの生物及び

太陽と地面の様子について理解

しているとともに，器具や機器

などを正しく扱いながら調べ，

それらの過程や得られた結果を

わかりやすく記録している。 

物の性質，風とゴムの力の働き，

光と音の性質，磁石の性質，電

気の回路，身の回りの生物及び

太陽と地面の様子について，観

察，実験などを行い，主に差異

点や共通点を基に，問題を見い

だし，表現するなどして問題解

決している。 

物の性質，風とゴムの力の働き，

光と音の性質，磁石の性質，電

気の回路，身の回りの生物及び

太陽と地面の様子についての事

物・現象に進んで関わり，他者

と関わりながら問題解決しよう

としているとともに，学んだこ

とを学習や生活などに生かそう

としている。 
第
４
学
年 

空気，水及び金属の性質，電流

の働き，人の体のつくりと運動，

動物の活動や植物の成長と環境

との関わり，雨水の行方と地面

の様子，気象現象及び月や星に

ついて理解しているとともに，

器具や機器などを正しく扱いな

がら調べ，それらの過程や得ら

れた結果をわかりやすく記録し

ている。 

空気，水及び金属の性質，電流

の働き，人の体のつくりと運動，

動物の活動や植物の成長と環境

との関わり，雨水の行方と地面

の様子，気象現象及び月や星に

ついて，観察，実験などを行い，

主に既習の内容や生活経験を基

に，根拠のある予想や仮説を発

想し，表現するなどして問題解

決している。 

空気，水及び金属の性質，電流

の働き，人の体のつくりと運動，

動物の活動や植物の成長と環境

との関わり，雨水の行方と地面

の様子，気象現象及び月や星に

ついての事物・現象に進んで関

わり，他者と関わりながら問題

解決しようとしているととも

に，学んだことを学習や生活な

どに生かそうとしている。 
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第
５
学
年 

物の溶け方，振り子の運動，電

流がつくる磁力，生命の連続性，

流れる水の働き及び気象現象の

規則性について理解していると

ともに，観察，実験などの目的

に応じて，器具や機器などを選

択して，正しく扱いながら調べ，

それらの過程や得られた結果を

適切に記録している。 

物の溶け方，振り子の運動，電

流がつくる磁力，生命の連続性，

流れる水の働き及び気象現象の

規則性について，観察，実験な

どを行い，主に予想や仮説を基

に，解決の方法を発想し，表現

するなどして問題解決してい

る。 

物の溶け方，振り子の運動，電

流がつくる磁力，生命の連続性，

流れる水の働き及び気象現象の

規則性についての事物・現象に

進んで関わり，粘り強く，他者

と関わりながら問題解決しよう

としているとともに，学んだこ

とを学習や生活などに生かそう

としている。 

第
６
学
年 

燃焼の仕組み，水溶液の性質，

てこの規則性，電気の性質や働

き，生物の体のつくりと働き，

生物と環境との関わり，土地の

つくりと変化及び月の形の見え

方と太陽との位置関係について

理解しているとともに，観察，

実験などの目的に応じて，器具

や機器などを選択して，正しく

扱いながら調べ，それらの過程

や得られた結果を適切に記録し

ている。 

燃焼の仕組み，水溶液の性質，

てこの規則性，電気の性質や働

き，生物の体のつくりと働き，

生物と環境との関わり，土地の

つくりと変化及び月の形の見え

方と太陽との位置関係について，

観察，実験などを行い，主にそ

れらの仕組みや性質，規則性，

働き，関わり，変化及び関係に

ついて，より妥当な考えをつく

りだし，表現するなどして問題

解決している。 

燃焼の仕組み，水溶液の性質，

てこの規則性，電気の性質や働

き，生物の体のつくりと働き，

生物と環境との関わり，土地の

つくりと変化及び月の形の見え

方と太陽との位置関係について

事物・現象に進んで関わり，粘

り強く，他者と関わりながら問

題解決しようとしているととも

に，学んだことを学習や生活な

どに生かそうとしている。 

＜中学校 理科＞ 

観点 
学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
第
１
分
野 

物質やエネルギーに関する事物

・現象についての基本的な概念

や原理・法則などを理解してい

るとともに，科学的に探究する

ために必要な観察，実験などに

関する基本操作や記録などの基

本的な技能を身に付けている。 
物質やエネルギーに関する事物

・現象から問題を見いだし，見

通しをもって観察，実験などを

行い，得られた結果を分析して

解釈し，表現するなど，科学的

に探究している。 
物質やエネルギーに関する事物

・現象に進んで関わり，見通し

をもったり振り返ったりするな

ど，科学的に探究しようとして

いる。 
第
２
分
野 

生命や地球に関する事物・現象

についての基本的な概念や原理

・法則などを理解しているとと

もに，科学的に探究するために

必要な観察，実験などに関する

基本操作や記録などの基本的な

技能を身に付けている。 

生命や地球に関する事物・現象

から問題を見いだし，見通しを

もって観察，実験などを行い，

得られた結果を分析して解釈し，

表現するなど，科学的に探究し

ている。 

生命や地球に関する事物・現象

に進んで関わり，見通しをもっ

たり振り返ったりするなど，科

学的に探究しようとしている。 
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（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 生活＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

活動や体験の過程において，自

分自身，身近な人々，社会及び

自然の特徴やよさ，それらの関

わり等に気付いているとともに，

生活上必要な習慣や技能を身に

付けている。 
身近な人々，社会及び自然を自

分との関わりで捉え，自分自身

や自分の生活について考え，表

現している。 
身近な人々，社会及び自然に自

ら働きかけ，意欲や自信をもっ

て学ぼうとしたり，生活を豊か

にしたりしようとしている。 
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（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 音楽＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・曲想と音楽の構造などとの関

わりについて理解している。 
・表したい音楽表現をするため

に必要な技能を身に付け，歌

ったり，演奏したり，音楽を

つくったりしている。 
音楽を形づくっている要素を聴

き取り，それらの働きが生み出

すよさや面白さ，美しさを感じ

取りながら，聴き取ったことと

感じ取ったこととの関わりにつ

いて考え，どのように表すかに

ついて思いや意図をもったり，

曲や演奏のよさなどを見いだし，

音楽を味わって聴いたりしてい

る。 

音や音楽に親しむことができる

よう，音楽活動を楽しみながら

主体的・協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとして

いる。 

＜中学校 音楽＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・曲想と音楽の構造や背景など

との関わり及び音楽の多様性

について理解している。 
・創意工夫を生かした音楽表現

をするために必要な技能を身

に付け，歌唱，器楽，創作で

表している。  

音楽を形づくっている要素や要

素同士の関連を知覚し，それら

の働きが生み出す特質や雰囲気

を感受しながら，知覚したこと

と感受したこととの関わりにつ

いて考え，どのように表すかに

ついて思いや意図をもったり，

音楽を評価しながらよさや美し

さを味わって聴いたりしてい

る。 

音や音楽，音楽文化に親しむこ

とができるよう，音楽活動を楽

しみながら主体的・協働的に表

現及び鑑賞の学習活動に取り組

もうとしている。 
 
（２）学年別の評価の観点の趣旨 
＜小学校 音楽＞ 

観点 
学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年 

・曲想と音楽の構造などとの関

わりについて気付いている。 
・音楽表現を楽しむために必要

な技能を身に付け，歌ったり，

演奏したり，音楽をつくった

りしている。 
音楽を形づくっている要素を聴

き取り，それらの働きが生み出

すよさや面白さ，美しさを感じ

取りながら，聴き取ったことと

感じ取ったこととの関わりにつ

いて考え，どのように表すかに

ついて思いをもったり，曲や演

奏の楽しさを見いだし，音楽を

味わって聴いたりしている。 

音や音楽に親しむことができる

よう，音楽活動を楽しみながら

主体的・協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとして

いる。 
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第
３
学
年
及
び
第
４
学
年 

・曲想と音楽の構造などとの関

わりについて気付いている。 
・表したい音楽表現をするため

に必要な技能を身に付け，歌

ったり，演奏したり，音楽を

つくったりしている。 
音楽を形づくっている要素を聴

き取り，それらの働きが生み出

すよさや面白さ，美しさを感じ

取りながら，聴き取ったことと

感じ取ったこととの関わりにつ

いて考え，どのように表すかに

ついて思いや意図をもったり，

曲や演奏のよさなどを見いだ

し，音楽を味わって聴いたりし

ている。 

音や音楽に親しむことができる

よう，音楽活動を楽しみながら

主体的・協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとして

いる。 

第
５
学
年
及
び
第
６
学
年 

・曲想と音楽の構造などとの関

わりについて理解している。 
・表したい音楽表現をするため

に必要な技能を身に付け，歌

ったり，演奏したり，音楽を

つくったりしている。 
音楽を形づくっている要素を聴

き取り，それらの働きが生み出

すよさや面白さ，美しさを感じ

取りながら，聴き取ったことと

感じ取ったこととの関わりにつ

いて考え，どのように表すかに

ついて思いや意図をもったり，

曲や演奏のよさなどを見いだ

し，音楽を味わって聴いたりし

ている。 

音や音楽に親しむことができる

よう，音楽活動を楽しみながら

主体的・協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとして

いる。 

＜中学校 音楽＞ 
観点 

学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
第
１
学
年 

・曲想と音楽の構造などとの関

わり及び音楽の多様性につい

て理解している。 
・創意工夫を生かした音楽表現

をするために必要な技能を身

に付け，歌唱，器楽，創作で

表している。 
音楽を形づくっている要素や要

素同士の関連を知覚し，それら

の働きが生み出す特質や雰囲気

を感受しながら，知覚したこと

と感受したこととの関わりにつ

いて考え，どのように表すかに

ついて思いや意図をもったり，

音楽を自分なりに評価しながら

よさや美しさを味わって聴いた

りしている。 

音や音楽，音楽文化に親しむこ

とができるよう，音楽活動を楽

しみながら主体的・協働的に表

現及び鑑賞の学習活動に取り組

もうとしている。 

第
２
学
年
及
び
第
３
学
年 

・曲想と音楽の構造や背景など

との関わり及び音楽の多様性

について理解している。 
・創意工夫を生かした音楽表現

をするために必要な技能を身

に付け，歌唱，器楽，創作で

表している。 
音楽を形づくっている要素や要

素同士の関連を知覚し，それら

の働きが生み出す特質や雰囲気

を感受しながら，知覚したこと

と感受したこととの関わりにつ

いて考え，曲にふさわしい音楽

表現としてどのように表すかに

ついて思いや意図をもったり，

音楽を評価しながらよさや美し

さを味わって聴いたりしてい

る。 

音や音楽，音楽文化に親しむこ

とができるよう，音楽活動を楽

しみながら主体的・協働的に表

現及び鑑賞の学習活動に取り組

もうとしている。 
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（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 図画工作＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・対象や事象を捉える造形的な

視点について自分の感覚や行

為を通して理解している。 
・材料や用具を使い，表し方な

どを工夫して，創造的につく

ったり表したりしている。 
形や色などの造形的な特徴を基

に，自分のイメージをもちなが

ら，造形的なよさや美しさ，表

したいこと，表し方などについ

て考えるとともに，創造的に発

想や構想をしたり，作品などに

対する自分の見方や感じ方を深

めたりしている。 

つくりだす喜びを味わい主体的

に表現及び鑑賞の学習活動に取

り組もうとしている。 

＜中学校 美術＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・対象や事象を捉える造形的な

視点について理解している。 
・表現方法を創意工夫し，創造

的に表している。 
造形的なよさや美しさ，表現の

意図と工夫，美術の働きなどに

ついて考えるとともに，主題を

生み出し豊かに発想し構想を練

ったり，美術や美術文化に対す

る見方や感じ方を深めたりして

いる。 
美術の創造活動の喜びを味わい

主体的に表現及び鑑賞の幅広い

学習活動に取り組もうとしてい

る。 
 
（２）学年別の評価の観点の趣旨 
＜小学校 図画工作＞ 

観点 
学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年 

・対象や事象を捉える造形的な

視点について自分の感覚や行

為を通して気付いている。 
・手や体全体の感覚などを働か

せ材料や用具を使い，表し方

などを工夫して，創造的につ

くったり表したりしている。 
形や色などを基に，自分のイメ

ージをもちながら，造形的な面

白さや楽しさ，表したいこと，

表し方などについて考えるとと

もに，楽しく発想や構想をした

り，身の回りの作品などから自

分の見方や感じ方を広げたりし

ている。 

つくりだす喜びを味わい楽しく

表現したり鑑賞したりする学習

活動に取り組もうとしている。 

第
３
学
年
及
び
第
４
学
年 

・対象や事象を捉える造形的な

視点について自分の感覚や行

為を通して分かっている。 
・手や体全体を十分に働かせ材

料や用具を使い，表し方など

を工夫して，創造的につくっ

たり表したりしている。 
形や色などの感じを基に，自分

のイメージをもちながら，造形

的なよさや面白さ，表したいこ

と，表し方などについて考える

とともに，豊かに発想や構想を

したり，身近にある作品などか

ら自分の見方や感じ方を広げた

りしている。 

つくりだす喜びを味わい進んで

表現したり鑑賞したりする学習

活動に取り組もうとしている。 
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第
５
学
年
及
び
第
６
学
年 

・対象や事象を捉える造形的な

視点について自分の感覚や行

為を通して理解している。 
・材料や用具を活用し，表し方

などを工夫して，創造的につ

くったり表したりしている。 
形や色などの造形的な特徴を基

に，自分のイメージをもちなが

ら，造形的なよさや美しさ，表

したいこと，表し方などについ

て考えるとともに，創造的に発

想や構想をしたり，親しみのあ

る作品などから自分の見方や感

じ方を深めたりしている。 

つくりだす喜びを味わい主体的

に表現したり鑑賞したりする学

習活動に取り組もうとしてい

る。 
＜中学校 美術＞ 

観点 
学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
第
１
学
年 

・対象や事象を捉える造形的な

視点について理解している。 
・意図に応じて表現方法を工夫

して表している。  
自然の造形や美術作品などの造

形的なよさや美しさ，表現の意

図と工夫，機能性と美しさとの

調和，美術の働きなどについて

考えるとともに，主題を生み出

し豊かに発想し構想を練った

り，美術や美術文化に対する見

方や感じ方を広げたりしてい

る。 

美術の創造活動の喜びを味わい

楽しく表現及び鑑賞の学習活動

に取り組もうとしている。 

第
２
学
年
及
び
第
３
学
年 

・対象や事象を捉える造形的な

視点について理解している。 
・意図に応じて自分の表現方法

を追求し，創造的に表してい

る。 
自然の造形や美術作品などの造

形的なよさや美しさ，表現の意

図と創造的な工夫，機能性と洗

練された美しさとの調和，美術

の働きなどについて独創的・総

合的に考えるとともに，主題を

生み出し豊かに発想し構想を練

ったり，美術や美術文化に対す

る見方や感じ方を深めたりして

いる。 

美術の創造活動の喜びを味わい

主体的に表現及び鑑賞の学習活

動に取り組もうとしている。 
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（１）評価の観点及びその趣旨 

＜小学校 家庭＞ 

観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣  
旨

 

日常生活に必要な家族や家庭，

衣食住，消費や環境などについ

て理解しているとともに，それ

らに係る技能を身に付けている。 

日常生活の中から問題を見いだ

して課題を設定し，様々な解決

方法を考え，実践を評価・改善

し，考えたことを表現するなど

して課題を解決する力を身に付

けている。 

家族の一員として，生活をより

よくしようと，課題の解決に主

体的に取り組んだり，振り返っ

て改善したりして，生活を工夫

し，実践しようとしている。 

＜中学校 技術・家庭＞ 

観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣  
旨

 

生活と技術について理解してい

るとともに，それらに係る技能

を身に付けている。 

生活や社会の中から問題を見い

だして課題を設定し，解決策を

構想し，実践を評価・改善し，

表現するなどして課題を解決す

る力を身に付けている。 

よりよい生活の実現や持続可能

な社会の構築に向けて，課題の

解決に主体的に取り組んだり，

振り返って改善したりして，生

活を工夫し創造し，実践しよう

としている。 

 

（２）分野別の評価の観点の趣旨 

＜中学校 技術・家庭（技術分野）＞ 

観点 

学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

技
術
分
野

 

生活や社会で利用されている技

術について理解しているととも

に，それらに係る技能を身に付

け，技術と生活や社会,環境との

関わりについて理解している。 

生活や社会の中から技術に関わ

る問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，表現するなどして

課題を解決する力を身に付けて

いる。 

よりよい生活や持続可能な社会

の構築に向けて，課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り返

って改善したりして，技術を工

夫し創造しようとしている。 

＜中学校 技術・家庭（家庭分野）＞ 

観点 

学年 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

家
庭
分
野

 

家族・家庭の基本的な機能につ

いて理解を深め，生活の自立に

必要な家族・家庭，衣食住，消

費や環境などについて理解して

いるとともに，それらに係る技

能を身に付けている。 

これからの生活を展望し，家族

・家庭や地域における生活の中

から問題を見いだして課題を設

定し，解決策を構想し，実践を

評価・改善し，考察したことを

論理的に表現するなどして課題

を解決する力を身に付けてい

る。 

家族や地域の人々と協働し，よ

りよい生活の実現に向けて，課

題の解決に主体的に取り組んだ

り，振り返って改善したりして，

生活を工夫し創造し，実践しよ

うとしている。 
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（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 体育＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

各種の運動の行い方について理

解しているとともに，基本的な

動きや技能を身に付けている。

また，身近な生活における健康

・安全について実践的に理解し

ているとともに，基本的な技能

を身に付けている。 
自己の運動の課題を見付け，そ

の解決のための活動を工夫して

いるとともに，それらを他者に

伝えている。また，身近な生活

における健康に関する課題を見

付け，その解決を目指して思考

し判断しているとともに，それ

らを他者に伝えている。 

運動の楽しさや喜びを味わうこ

とができるよう，運動に進んで

取り組もうとしている。また，

健康を大切にし，自己の健康の

保持増進についての学習に進ん

で取り組もうとしている。 
＜中学校 保健体育＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

運動の合理的な実践に関する具

体的な事項や生涯にわたって運

動を豊かに実践するための理論

について理解しているとともに，

運動の特性に応じた基本的な技

能を身に付けている。また，個

人生活における健康・安全につ

いて科学的に理解しているとと

もに，基本的な技能を身に付け

ている。 

自己や仲間の課題を発見し，合

理的な解決に向けて，課題に応

じた運動の取り組み方や目的に

応じた運動の組み合わせ方を工

夫しているとともに，それらを

他者に伝えている。また，個人

生活における健康に関する課題

を発見し，その解決を目指して

科学的に思考し判断していると

ともに，それらを他者に伝えて

いる。 

運動の楽しさや喜びを味わうこ

とができるよう，運動の合理的

な実践に自主的に取り組もうと

している。また，健康を大切に

し，自他の健康の保持増進や回

復についての学習に自主的に取

り組もうとしている。 
 
（２）学年・分野別の評価の観点の趣旨 
＜小学校 体育＞ 

観点 
学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年 

各種の運動遊びの行い方につい

て知っているとともに，基本的

な動きを身に付けている。 各種の運動遊びの行い方を工夫

しているとともに，考えたこと

を他者に伝えている。 各種の運動遊びの楽しさに触れ

ることができるよう，各種の運

動遊びに進んで取り組もうとし

ている。 
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第
３
学
年
及
び
第
４
学
年 

各種の運動の行い方について知

っているとともに，基本的な動

きや技能を身に付けている。ま

た，健康で安全な生活や体の発

育・発達について理解している。 
自己の運動の課題を見付け，そ

の解決のための活動を工夫して

いるとともに，考えたことを他

者に伝えている。また，身近な

生活における健康の課題を見付

け，その解決のための方法を工

夫しているとともに，考えたこ

とを他者に伝えている。 

各種の運動の楽しさや喜びに触

れることができるよう，各種の

運動に進んで取り組もうとして

いる。また，健康の大切さに気

付き，自己の健康の保持増進に

ついての学習に進んで取り組も

うとしている。 
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年 

各種の運動の行い方について理

解しているとともに，各種の運

動の特性に応じた基本的な技能

を身に付けている。また，心の

健康やけがの防止，病気の予防

について理解しているとともに，

健康で安全な生活を営むための

技能を身に付けている。 

自己やグループの運動の課題を

見付け，その解決のための活動

を工夫しているとともに，自己

や仲間の考えたことを他者に伝

えている。また，身近な健康に

関する課題を見付け，その解決

のための方法や活動を工夫して

いるとともに，自己や仲間の考

えたことを他者に伝えている。 

各種の運動の楽しさや喜びを味

わうことができるよう，各種の

運動に積極的に取り組もうとし

ている。また，健康・安全の大

切さに気付き，自己の健康の保

持増進や回復についての学習に

進んで取り組もうとしている。 
＜中学校 保健体育＞ 

観点 
分野･学年 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

体
育
分
野 

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年 

各運動の特性や成り立ち，技の

名称や行い方，伝統的な考え方，

各領域に関連して高まる体力，

健康・安全の留意点についての

具体的な方法及び運動やスポー

ツの多様性，運動やスポーツの

意義や効果と学び方や安全な行

い方についての考え方を理解し

ているとともに，各領域の運動

の特性に応じた基本的な技能を

身に付けている。 

運動を豊かに実践するための自

己の課題を発見し，合理的な解

決に向けて，課題に応じた運動

の取り組み方や目的に応じた運

動の組み合わせ方を工夫してい

るとともに，自己や仲間の考え

たことを他者に伝えている。 
運動の楽しさや喜びを味わうこ

とができるよう，公正，協力，

責任，共生などに対する意欲を

もち，健康・安全に留意して，

学習に積極的に取り組もうとし

ている。 

第
３
学
年 
選択した運動の技の名称や行い

方，体力の高め方，運動観察の

方法，スポーツを行う際の健康･

安全の確保の仕方についての具

体的な方法及び文化としてのス

ポーツの意義についての考え方

を理解しているとともに，選択

した領域の運動の特性に応じた

基本的な技能を身に付けてい

る。 

生涯にわたって運動を豊かに実

践するための自己や仲間の課題

を発見し，合理的な解決に向け

て，課題に応じた運動の取り組

み方や目的に応じた運動の組み

合わせ方を工夫しているととも

に，自己や仲間の考えたことを

他者に伝えている。 

運動の楽しさや喜びを味わうこ

とができるよう，公正，協力，

責任，参画，共生などに対する

意欲をもち，健康・安全を確保

して，学習に自主的に取り組も

うとしている。 
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保
健
分
野 

健康な生活と疾病の予防，心身

の機能の発達と心の健康，傷害

の防止，健康と環境について，

個人生活を中心として科学的に

理解しているとともに，基本的

な技能を身に付けている。 
健康な生活と疾病の予防，心身

の機能の発達と心の健康，傷害

の防止，健康と環境について，

個人生活における健康に関する

課題を発見し，その解決を目指

して科学的に思考し判断してい

るとともに，それらを他者に伝

えている。 

健康な生活と疾病の予防，心身

の機能の発達と心の健康，傷害

の防止，健康と環境について，

自他の健康の保持増進や回復に

ついての学習に自主的に取り組

もうとしている。 
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（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 外国語＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣  
旨 

・外国語の音声や文字，語彙，

表現，文構造，言語の働きな

どについて，日本語と外国語

との違いに気付き，これらの

知識を理解している。 
・読むこと，書くことに慣れ親

しんでいる。 
・外国語の音声や文字，語彙，

表現，文構造，言語の働きな

どの知識を，聞くこと，読む

こと，話すこと，書くことに

よる実際のコミュニケーショ

ンにおいて活用できる基礎的

な技能を身に付けている。 

・コミュニケーションを行う目

的や場面，状況などに応じて，

身近で簡単な事柄について，

聞いたり話したりして，自分

の考えや気持ちなどを伝え合

っている。 
・コミュニケーションを行う目

的や場面，状況などに応じて，

音声で十分慣れ親しんだ外国

語の語彙や基本的な表現を推

測しながら読んだり，語順を

意識しながら書いたりして，

自分の考えや気持ちなどを伝

え合っている。 

外国語の背景にある文化に対す

る理解を深め，他者に配慮しな

がら，主体的に外国語を用いて

コミュニケーションを図ろうと

している。     

＜中学校 外国語＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・外国語の音声や語彙，表現，

文法，言語の働きなどを理解

している。 
・外国語の音声や語彙，表現，

文法，言語の働きなどの知識

を，聞くこと，読むこと，話

すこと，書くことによる実際

のコミュニケーションにおい

て活用できる技能を身に付け

ている。 

コミュニケーションを行う目的

や場面，状況などに応じて，日

常的な話題や社会的な話題につ

いて，外国語で簡単な情報や考

えなどを理解したり，これらを

活用して表現したり伝え合った

りしている。 
外国語の背景にある文化に対す

る理解を深め，聞き手，読み手，

話し手，書き手に配慮しながら，

主体的に外国語を用いてコミュ

ニケーションを図ろうとしてい

る。  
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１－２．特別支援学校（知的障害）小学部及び特別支援学校（知的障害）中学部における

各教科の学習の記録  生 活  
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学部 生活＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

活動や体験の過程において，自

分自身，身近な人々，社会及び

自然の特徴やよさ，それらの関

わり等に気付いているとともに，

生活に必要な習慣や技能を身に

付けている。 
自分自身や身の回りの生活のこ

とや，身近な人々，社会及び自

然と自分との関わりについて理

解し，考えたことを表現してい

る。 
自分のことに取り組もうとした

り，身近な人々，社会及び自然

に自ら働きかけ，意欲や自信を

もって学ぼうとしたり，生活を

豊かにしようとしたりしてい

る。   国 語  
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学部 国語＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 日常生活に必要な国語について，

その特質を理解し使っている。 「聞くこと・話すこと」，「書

くこと」，「読むこと」の各領

域において，日常生活における

人との関わりの中で伝え合う力

を身に付け，思い付いたり考え

たりしている。 

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり，思い付いたり考えたり

しながら，言葉で伝え合うよさ

を感じようとしているとともに，

言語感覚を養い，言葉をよりよ

く使おうとしている。 

＜中学部 国語＞  
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

日常生活や社会生活に必要な国

語について，その特質を理解し

適切に使っている。 

「聞くこと・話すこと」，「書

くこと」，「読むこと」の各領

域において，日常生活や社会生

活における人との関わりの中で

伝え合う力を高め，自分の思い

や考えをまとめている。 

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり，思いや考えをまとめた

りしながら，言葉がもつよさに

気付こうとしているとともに，

言語感覚を養い，言葉をよりよ

く使おうとしている。  
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（１）評価の観点及びその趣旨 
＜中学部 社会＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

地域や我が国の国土の地理的環

境，現代社会の仕組みや役割，

地域や我が国の歴史や伝統と文

化及び外国の様子について，具

体的な活動や体験を通して理解

しているとともに，経験したこ

とと関連付けて，調べまとめて

いる。 

社会的事象について，自分の生

活と結び付けて具体的に考えた

り，社会との関わりの中で，選

択・判断したことを適切に表現

したりしている。 
社会的事象について，国家及び

社会の担い手として，よりよい

社会を考え主体的に問題解決し

ようとしている。 
  算数・数学  
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学部 算数＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・数量や図形などについての基

礎的・基本的な概念や性質な

どに気付き理解している。 
・日常の事象を数量や図形に着

目して処理する技能を身に付

けている。 
日常の事象の中から数量や図形

を直感的に捉える力，基礎的・

基本的な数量や図形の性質など

に気付き感じ取る力，数学的な

表現を用いて事象を簡潔・明瞭

・的確に表したり目的に応じて

柔軟に表したりする力を身に付

けている。 

数学的活動の楽しさに気付き，

関心や興味をもち，学習したこ

とを結び付けてよりよく問題を

解決しようとしたり，算数で学

んだことを学習や生活に活用し

ようとしたりしている。 
＜中学部 数学＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・数量や図形などについての基

礎的・基本的な概念や性質な

どを理解している。 
・日常の事象を数理的に処理す

る技能を身に付けている。 
日常の事象を数理的に捉え見通

しをもち筋道を立てて考察する

力，基礎的・基本的な数量や図

形の性質などを見いだし統合的

・発展的に考察する力，数学的

な表現を用いて事象を簡潔・明

瞭・的確に表現したり目的に応

じて柔軟に表したりする力を身

に付けている。 

数学的活動の楽しさや数学のよ

さに気付き，粘り強く考えたり，

学習を振り返ってよりよく問題

を解決しようとしたり，数学で

学んだことを生活や学習に活用

しようとしたりしている。 
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（１）評価の観点及びその趣旨 
＜中学部 理科＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

自然の事物・現象についての基

本的な性質や規則性などについ

て理解しているとともに，器具

や機器などを目的に応じて扱い

ながら観察，実験などを行い，

それらの過程や得られた結果を

記録している。 
自然の事物・現象について観察，

実験などを行い，疑問をもつと

ともに，予想や仮説を立て，そ

れらを表現するなどして問題解

決している。 
自然の事物・現象に進んで関わ

り，学んだことを学習や生活に

生かそうとしている。 
  音 楽  
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学部 音楽＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・曲名や曲想と音楽のつくりに

ついて気付いている。 
・感じたことを音楽表現するた

めに必要な技能を身に付け，

歌ったり，演奏したり，音楽

をつくったり，身体表現で表

している。 
音楽を形づくっている要素を聴

き取り，それらの働きが生み出

すよさや面白さ，美しさを感じ

取りながら，聴き取ったことと

感じ取ったこととの関わりにつ

いて考え，どのように表すかに

ついて思いをもったり，曲や演

奏の楽しさなどを見いだし，音

や音楽を味わって聴いたりして

いる。 

音や音楽に親しむことができる

よう，音楽活動を楽しみながら

主体的・協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとして

いる。 

＜中学部 音楽＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・曲名や曲想と音楽の構造など

との関わりについて理解して

いる。 
・表したい音楽表現をするため

に必要な技能を身に付け，歌

ったり，演奏したり，音楽を

つくったり，身体表現で表し

ている。 

音楽を形づくっている要素を聴

き取り，それらの働きが生み出

すよさや面白さ，美しさを感じ

取りながら，聴き取ったことと

感じ取ったこととの関わりにつ

いて考え，どのように表すかに

ついて思いや意図をもったり，

曲や演奏のよさなどを見いだ

し，音や音楽を味わって聴いた

りしている。 

音や音楽に親しむことができる

よう，音楽活動を楽しみながら

主体的・協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとして

いる。 
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（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学部 図画工作＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・形や色などの造形的な視点に

気付いている。 
・表したいことに合わせて材料

や用具を使い，表し方を工夫

してつくっている。 
形や色などを基に，自分のイメ

ージをもちながら，造形的なよ

さや美しさ，表したいことや表

し方などについて考えるととも

に，発想や構想をしたり，身の

回りの作品などから自分の見方

や感じ方を広げたりしている。 
つくりだす喜びを味わい主体的

に表現及び鑑賞の学習活動に取

り組もうとしている。 
＜中学部 美術＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・造形的な視点について理解し

ている。 
・表したいことに合わせて材料

や用具を使い，表し方を工夫

する技能を身に付けている。 
造形的な特徴などからイメージ

を捉えながら，造形的なよさや

面白さ，美しさ，表したいこと

や表し方などについて考えると

ともに，経験したことや材料な

どを基に，発想し構想したり，

造形や作品などを鑑賞し，自分

の見方や感じ方を深めたりして

いる。 

創造活動の喜びを味わい主体的

に表現及び鑑賞の学習活動に取

り組もうとしている。   体育・保健体育  
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学部 体育＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

遊びや基本的な運動の行い方に

ついて知っているとともに，基

本的な動きを身に付けている。

また，身近な生活における健康

について知っているとともに，

健康な生活に必要な事柄を身に

付けている。 
遊びや基本的な運動についての

自分の課題に気付き，その解決

に向けて自ら行動し，考えてい

るとともに，それらを他者に伝

えている。また，健康について

の自分の課題に気付き，その解

決に向けて自ら考えているとと

もに，それらを他者に伝えてい

る。 

遊びや基本的な運動に楽しく取

り組もうとしている。また，健

康に必要な事柄に取り組もうと

している。 
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＜中学部 保健体育＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

各種の運動の特性に応じた技能

等を理解しているとともに，基

本的な技能を身に付けている。

また，自分の生活における健康

・安全について理解していると

もに，基本的な技能を身に付け

ている。 
各種の運動についての自分の課

題を見付け，その解決に向けて

自ら思考し判断しているととも

に，それらを他者に伝えている。

また，健康・安全についての自

分の課題を見付け，その解決に

向けて自ら思考し判断している

とともに，それらを他者に伝え

ている。 

運動の楽しさや喜びを味わうこ

とができるよう，運動に進んで

取り組もうとしている。また，

健康を大切にし，自己の健康の

保持増進に進んで取り組もうと

している。 
 
 職業・家庭  
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜中学部 職業・家庭＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

将来の家庭生活や職業生活に係

る基礎的な知識や技能を身に付

けている。 将来の家庭生活や職業生活に必

要な事柄を見いだして課題を設

定し，解決策を考え，実践を評

価・改善し，自分の考えを表現

するなどして，課題を解決する

力を身に付けている。 
よりよい家庭生活や将来の職業

生活の実現に向けて，生活を工

夫し考えようとしたりして，実

践しようとしている。 
  
 外国語  
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜中学部 外国語＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 外国語を用いた体験的な活動を

通して，外国語の音声や基本的

な表現に慣れ親しんでいる。 

身近で簡単な事柄について，外

国語で聞いたり話したりして自

分の考えや気持ちなどを伝え合

っている。 

外国語を通して，外国語やその

背景にある文化の多様性を知

り，相手に配慮しながらコミュ

ニケーションを図ろうとしてい

る。 
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２－１．小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小学部に

おける外国語活動の記録 
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 外国語活動の記録＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

・外国語を通して，言語や文化

について体験的に理解を深め

ている。 
・日本語と外国語の音声の違い

等に気付いている。 
・外国語の音声や基本的な表現

に慣れ親しんでいる。 
身近で簡単な事柄について，外

国語で聞いたり話したりして自

分の考えや気持ちなどを伝え合

っている。 
外国語を通して，言語やその背

景にある文化に対する理解を深

め，相手に配慮しながら，主体

的に外国語を用いてコミュニケ

ーションを図ろうとしている。 
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２－２．特別支援学校（知的障害）小学部における外国語活動の記録 
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学部 外国語活動の記録＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 ・外国語を用いた体験的な活動

を通して，日本語と外国語の

音声の違いなどに気付いてい

る。 

・外国語の音声に慣れ親しんで

いる。 

身近で簡単な事柄について，外

国語に触れ，自分の気持ちを伝

え合っている。 

外国語を通して，外国の文化な

どに触れながら，言語への関心

を高め，進んでコミュニケーシ

ョンを図ろうとしている。 
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３．総合的な学習の時間の記録 
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 総合的な学習の時間の記録＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

探究的な学習の過程において，

課題の解決に必要な知識や技能

を身に付け，課題に関わる概念

を形成し，探究的な学習のよさ

を理解している。 
実社会や実生活の中から問いを

見いだし，自分で課題を立て，

情報を集め，整理・分析して，

まとめ・表現している。 
探究的な学習に主体的・協働的

に取り組もうとしているととも

に，互いのよさを生かしながら，

積極的に社会に参画しようとし

ている。 
＜中学校 総合的な学習の時間の記録＞ 

観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

探究的な学習の過程において，

課題の解決に必要な知識や技能

を身に付け，課題に関わる概念

を形成し，探究的な学習のよさ

を理解している。 
実社会や実生活の中から問いを

見いだし，自分で課題を立て，

情報を集め，整理・分析して，

まとめ・表現している。 
探究的な学習に主体的・協働的

に取り組もうとしているととも

に，互いのよさを生かしながら，

積極的に社会に参画しようとし

ている。 
 



－ 127 －

文部科学省通知　抜粋

４．特別活動の記録 
（１）評価の観点及びその趣旨 
＜小学校 特別活動の記録＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

多様な他者と協働する様々な集

団活動の意義や，活動を行う上

で必要となることについて理解

している。 
自己の生活の充実・向上や自分

らしい生き方の実現に必要とな

ることについて理解している。 
よりよい生活を築くための話合

い活動の進め方，合意形成の図

り方などの技能を身に付けてい

る。 

所属する様々な集団や自己の生

活の充実・向上のため、問題を

発見し，解決方法について考え，

話し合い，合意形成を図ったり，

意思決定をしたりして実践して

いる。 
生活や社会，人間関係をよりよ

く築くために，自主的に自己の

役割や責任を果たし，多様な他

者と協働して実践しようとして

いる。 
主体的に自己の生き方について

の考えを深め，自己実現を図ろ

うとしている。 
＜中学校 特別活動の記録＞ 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
趣  
旨 

多様な他者と協働する様々な集

団活動の意義や，活動を行う上

で必要となることについて理解

している。 
自己の生活の充実・向上や自己

実現に必要となる情報及び方法

を理解している。 
よりよい生活を構築するための

話合い活動の進め方，合意形成

の図り方などの技能を身に付け

ている。 

所属する様々な集団や自己の生

活の充実・向上のため，問題を

発見し，解決方法を話し合い、

合意形成を図ったり，意思決定

をしたりして実践している。 
生活や社会，人間関係をよりよ

く構築するために，自主的に自

己の役割や責任を果たし，多様

な他者と協働して実践しようと

している。 
主体的に人間としての生き方に

ついて考えを深め，自己実現を

図ろうとしている。 
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５．行動の記録 
（１）評価項目及びその趣旨 
＜小学校 行動の記録＞ 

項  目 学  年 趣         旨 

基本的な生活習慣 第１学年及び第２

学年 安全に気を付け，時間を守り，物を大切にし，気持ちのよいあ

いさつを行い，規則正しい生活をする。 
第３学年及び第４

学年 安全に努め，物や時間を有効に使い，礼儀正しく節度のある生

活をする。 
第５学年及び第６

学年 自他の安全に努め，礼儀正しく行動し，節度を守り節制に心掛

ける。 
健康・体力の向上 第１学年及び第２

学年 心身の健康に気を付け，進んで運動をし，元気に生活をする。 
第３学年及び第４

学年 心身の健康に気を付け，運動をする習慣を身に付け，元気に生

活をする。 
第５学年及び第６

学年 心身の健康の保持増進と体力の向上に努め，元気に生活をする。 
自主・自律 第１学年及び第２

学年 よいと思うことは進んで行い，最後までがんばる。 
第３学年及び第４

学年 自らの目標をもって進んで行い，最後までねばり強くやり通す。 
第５学年及び第６

学年 夢や希望をもってより高い目標を立て，当面の課題に根気強く

取り組み，努力する。 
責任感 第１学年及び第２

学年 自分でやらなければならないことは，しっかりと行う。 
第３学年及び第４

学年 自分の言動に責任をもち，課せられた役割を誠意をもって行う。 
第５学年及び第６

学年 自分の役割と責任を自覚し，信頼される行動をする。 
創意工夫 第１学年及び第２

学年 自分で進んで考え，工夫しながら取り組む。 
第３学年及び第４

学年 自分でよく考え，課題意識をもって工夫し取り組む。 
第５学年及び第６

学年 進んで新しい考えや方法を求め，工夫して生活をよりよくしよ

うとする。 
思いやり・協力 第１学年及び第２

学年 身近にいる人々に温かい心で接し，親切にし，助け合う。 
第３学年及び第４

学年 相手の気持ちや立場を理解して思いやり，仲よく助け合う。 
第５学年及び第６

学年 思いやりと感謝の心をもち，異なる意見や立場を尊重し，力を

合わせて集団生活の向上に努める。 
生命尊重･自然愛護 第１学年及び第２

学年 生きているものに優しく接し，自然に親しむ。 
第３学年及び第４

学年 自他の生命を大切にし，生命や自然のすばらしさに感動する。 
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第５学年及び第６

学年 自他の生命を大切にし，自然を愛護する。 
勤労・奉仕 第１学年及び第２

学年 手伝いや仕事を進んで行う。 
第３学年及び第４

学年 働くことの大切さを知り，進んで働くようにする。 
第５学年及び第６

学年 働くことの意義を理解し，人や社会の役に立つことを考え，進

んで仕事や奉仕活動をする。 
公正・公平 第１学年及び第２

学年 自分の好き嫌いや利害にとらわれないで行動する。 
第３学年及び第４

学年 相手の立場に立って公正・公平に行動する。 
第５学年及び第６

学年 だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく，正義を

大切にし，公正・公平に行動する。 
公共心・公徳心 第１学年及び第２

学年 約束やきまりを守って生活し，みんなが使うものを大切にする。 
第３学年及び第４

学年 約束や社会のきまりを守って公徳を大切にし，人に迷惑をかけ

ないように心掛け，のびのびと生活する。 
第５学年及び第６

学年 規則を尊重し，公徳を大切にするとともに，我が国や郷土の伝

統と文化を大切にし，学校や人々の役に立つことを進んで行う。 
＜中学校 行動の記録＞ 

項  目 学  年 趣         旨 

基本的な生活習慣 第１学年，第２学年

及び第３学年 自他の安全に努め，礼儀正しく節度を守り節制に心掛け調和の

ある生活をする。 
健康・体力の向上 第１学年，第２学年

及び第３学年 活力ある生活を送るための心身の健康の保持増進と体力の向上

に努めている。 
自主・自律 第１学年，第２学年

及び第３学年 自分で考え，的確に判断し，自制心をもって自律的に行動する

とともに，より高い目標の実現に向けて計画を立て根気強く努

力する。 
責任感  第１学年，第２学年

及び第３学年 自分の役割を自覚して誠実にやり抜き，その結果に責任を負う。 
創意工夫  第１学年，第２学年

及び第３学年 探究的な態度をもち，進んで新しい考えや方法を見付け，自ら

の個性を生かした生活を工夫する。 
思いやり・協力  第１学年，第２学年

及び第３学年 だれに対しても思いやりと感謝の心をもち，自他を尊重し広い

心で共に協力し，よりよく生きていこうとする。 
生命尊重･自然愛護  第１学年，第２学年

及び第３学年 自他の生命を尊重し，進んで自然を愛護する。  
勤労・奉仕  第１学年，第２学年

及び第３学年 勤労の尊さや意義を理解して望ましい職業観をもち，進んで仕

事や奉仕活動をする。 
公正・公平  第１学年，第２学年

及び第３学年 正と不正を見極め，誘惑に負けることなく公正な態度がとれ，

差別や偏見をもつことなく公平に行動する。 
公共心・公徳心 第１学年，第２学年

及び第３学年 規則を尊重し，公徳を大切にするとともに，我が国の伝統と文

化を大切にし，国際的視野に立って公共のために役に立つこと

を進んで行う。 





「指導と評価の一体化」のための

学習評価に関する参考資料

（令和元年11月　国立教育政策研究所資料抜粋）

其の２
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第１編 総説 

 

本編においては，以下の資料について，それぞれ略称を用いることとする。 

 

 答申：「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善

及び必要な方策等について（答申）」 平成 28年 12月 21日 中央教育審議会 

 報告：「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」 平成 31年１月 21日 中央教

育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会 

 改善等通知：「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習

評価及び指導要録の改善等について（通知）」 平成 31年３月 29日 初等中等

教育局長通知 

 

 

第１章 平成 29年改訂を踏まえた学習評価の改善 

１ はじめに 

学習評価は，学校における教育活動に関し，児童生徒の学習状況を評価するものである。

答申にもあるとおり，児童生徒の学習状況を的確に捉え，教師が指導の改善を図るととも

に，児童生徒が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにするため

には，学習評価の在り方が極めて重要である。 

各教科等の評価については，学習状況を分析的に捉える「観点別学習状況の評価」が学

習指導要領に定める目標に準拠した評価として実施するものとされている 1。観点別学習

状況の評価とは，学校における児童生徒の学習状況を，複数の観点から，それぞれの観点

ごとに分析する評価のことである。児童生徒が各教科等での学習において，どの観点で望

ましい学習状況が認められ，どの観点に課題が認められるかを明らかにすることにより，

具体的な学習や指導の改善に生かすことを可能とするものである。各学校において目標

に準拠した観点別学習状況の評価を行うに当たっては，観点ごとに評価規準を定める必

要がある。評価規準とは，観点別学習状況の評価を的確に行うため，学習指導要領に示す

目標の実現の状況を判断するよりどころを表現したものである。本参考資料は，観点別学

習状況の評価を実施する際に必要となる評価規準等，学習評価を行うに当たって参考と

なる情報をまとめたものである。 

以下，文部省指導資料から，評価規準について解説した部分を参考として引用する。 

 

                                                      

1
 各教科の評価については，観点別学習状況の評価と，これらを総括的に捉える「評定」

の両方について実施するものとされており，観点別学習状況の評価や評定には示しきれな

い児童生徒の一人一人のよい点や可能性，進歩の状況については，「個人内評価」として

実施するものとされている。
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（参考）評価規準の設定（抄） 

（文部省「小学校教育課程一般指導資料」（平成５年 9月）より） 

 

 新しい指導要録（平成３年改訂）では，観点別学習状況の評価が効果的に行われるよ

うにするために，「各観点ごとに学年ごとの評価規準を設定するなどの工夫を行うこ

と」と示されています。 

 これまでの指導要録においても，観点別学習状況の評価を適切に行うため，「観点の

趣旨を学年別に具体化することなどについて工夫を加えることが望ましいこと」とされ

ており，教育委員会や学校では目標の達成の度合いを判断するための基準や尺度などの

設定について研究が行われてきました。 

 しかし，それらは，ともすれば知識・理解の評価が中心になりがちであり，また「目

標を十分達成（＋）」，「目標をおおむね達成（空欄）」及び「達成が不十分（－）」ごと

に詳細にわたって設定され，結果としてそれを単に数量的に処理することに陥りがちで

あったとの指摘がありました。 

 今回の改訂においては，学習指導要領が目指す学力観に立った教育の実践に役立つよ

うにすることを改訂方針の一つとして掲げ，各教科の目標に照らしてその実現の状況を

評価する観点別学習状況を各教科の学習の評価の基本に据えることとしました。したが

って，評価の観点についても，学習指導要領に示す目標との関連を密にして設けられて

います。 

 このように，学習指導要領が目指す学力観に立つ教育と指導要録における評価とは一

体のものであるとの考え方に立って，各教科の目標の実現の状況を「関心・意欲・態

度」，「思考・判断・表現」，「技能・表現（または技能）」及び「知識・理解」の観点ご

とに適切に評価するため，「評価規準を設定する」ことを明確に示しているものです。 

 「評価規準」という用語については，先に述べたように，新しい学力観に立って子供

たちが自ら獲得し身に付けた資質や能力の質的な面，すなわち，学習指導要領の目標に

基づく幅のある資質や能力の育成の実現状況の評価を目指すという意味から用いたもの

です。 

 

２ 平成 29年改訂を踏まえた学習評価の意義 

（１）学習評価の充実 

平成 29年改訂小・中学校学習指導要領総則においては，学習評価の充実について新

たに項目が置かれた。具体的には，学習評価の目的等について以下のように示し，単元

や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら，児童生徒の主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業改善を行うと同時に，評価の場面や方法を工夫して，学習の過程

や成果を評価することを示し，授業の改善と評価の改善を両輪として行っていくこと

の必要性を明示した。 
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・児童のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し，学習したことの意義や価値を実

感できるようにすること。また，各教科等の目標の実現に向けた学習状況を把握する

観点から，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を

工夫して，学習の過程や成果を評価し，指導の改善や学習意欲の向上を図り，資質・

能力の育成に生かすようにすること。 

・創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう，組織的かつ計画的な

取組を推進するとともに，学年や学校段階を越えて児童の学習の成果が円滑に接続さ

れるように工夫すること。 

 （小学校学習指導要領第１章総則 第３教育課程の実施と学習評価 ２学習評価の充実） 

 （中学校学習指導要領にも同旨） 

 

（２）カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価 
各学校における教育活動の多くは，学習指導要領等に従い児童生徒や地域の実態を

踏まえて編成された教育課程の下，指導計画に基づく授業（学習指導）として展開され

る。各学校では，児童生徒の学習状況を評価し，その結果を児童生徒の学習や教師によ

る指導の改善や学校全体としての教育課程の改善等に生かしており，学校全体として

組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図っている。このように，「学習指導」と「学

習評価」は学校の教育活動の根幹に当たり，教育課程に基づいて組織的かつ計画的に教

育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担っている。 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善と評価 
指導と評価の一体化を図るためには，児童生徒一人一人の学習の成立を促すための

評価という視点を一層重視し，教師が自らの指導のねらいに応じて授業での児童生徒

の学びを振り返り，学習や指導の改善に生かしていくことが大切である。すなわち，平

成 29年改訂学習指導要領で重視している「主体的・対話的で深い学び」の視点からの

授業改善を通して各教科等における資質・能力を確実に育成する上で，学習評価は重要

な役割を担っている。 

 

（４）学習評価の改善の基本的な方向性 
   （１）～（３）で述べたとおり，学習指導要領改訂の趣旨を実現するためには，学習

評価の在り方が極めて重要であり,すなわち，学習評価を真に意味のあるものとし，指

導と評価の一体化を実現することがますます求められている。 

このため，報告では，以下のように学習評価の改善の基本的な方向性が示された。 

① 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 

② 教師の指導改善につながるものにしていくこと 

③ これまで慣行として行われてきたことでも，必要性・妥当性が認められないもの

は見直していくこと 
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３ 平成 29年改訂を受けた評価の観点の整理 

今回の学習指導要領改訂に向けた中央教育審議会における議論においては，「生きる力」

という理念をより具体化し，学校教育法第 30 条第２項が定めるいわゆる学力の三要素

（「基礎的な知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力その他の能力」，「主体的に学習に

取り組む態度」）を議論の出発点としながら，教育課程全体を通して育成を目指す資質・

能力を以下の三つに整理した。（図１参照） 

ア 「何を理解しているか，何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」 

イ 「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・

判断力・表現力等」の育成）」 

ウ 「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生か

そうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵
かん

養）」 

 

図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習指導要領の各教科等における目標や内容についても，資質・能力の三つの柱に基づ

いて再整理された。 

観点別学習状況の評価については，こうした教育目標や内容の再整理を踏まえて，小・

中・高等学校の各教科を通じて，４観点から３観点に整理された。（図２参照） 
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 図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 平成 29年改訂学習指導要領における各教科の学習評価 

各教科の学習評価においては，平成 29年改訂においても，学習状況を分析的に捉える

「観点別学習状況の評価」と，これらを総括的に捉える「評定」の両方について，学習指

導要領に定める目標に準拠した評価として実施するものとされた。改善等通知では，以下

のように示されている。 

【小学校児童指導要録】 

［各教科の学習の記録］ 

Ⅰ 観点別学習状況 

   学習指導要領に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を観点ごとに評価し

記入する。その際， 

    「十分満足できる」状況と判断されるもの：Ａ 

    「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：Ｂ 

    「努力を要する」状況と判断されるもの：Ｃ 

  のように区別して評価を記入する。 

 Ⅱ 評定（第３学年以上） 

   各教科の評定は，学習指導要領に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を， 

「十分満足できる」状況と判断されるもの：３ 

    「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：２ 

    「努力を要する」状況と判断されるもの：１ 

  のように区別して評価を記入する。 

  評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり，「観点別学習状況」に

［平成 20年改訂］     ［平成 29年改訂］ 
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おいて掲げられた観点は，分析的な評価を行うものとして，各教科の評定を行う場合

において基本的な要素となるものであることに十分留意する。その際，評定の適切な

決定方法等については，各学校において定める。 

 

【中学校生徒指導要録】 

（学習指導要領に示す必修教科の取扱いは次のとおり） 

［各教科の学習の記録］ 

Ⅰ 観点別学習状況（小学校児童指導要録と同じ） 

   学習指導要領に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を観点ごとに評価し

記入する。その際，  

    「十分満足できる」状況と判断されるもの：Ａ 

    「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：Ｂ 

    「努力を要する」状況と判断されるもの：Ｃ 

  のように区別して評価を記入する。 

 Ⅱ 評定 

   各教科の評定は，学習指導要領に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を， 

「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるもの：５ 

「十分満足できる」状況と判断されるもの：４ 

    「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：３ 

    「努力を要する」状況と判断されるもの：２ 

    「一層努力を要する」状況と判断されるもの：１ 

   のように区別して評価を記入する。 

評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり，「観点別学習状況」

において掲げられた観点は，分析的な評価を行うものとして，各教科の評定を行う

場合において基本的な要素となるものであることに十分留意する。その際，評定の

適切な決定方法等については，各学校において定める。 

 

また，観点別学習状況の評価や評定には示しきれない児童生徒一人一人のよい点や可

能性，進歩の状況については，「個人内評価」として実施するものとされている。改善等

通知においては，「観点別学習状況の評価になじまず個人内評価の対象となるものについ

ては，児童生徒が学習したことの意義や価値を実感できるよう，日々の教育活動等の中で

児童生徒に伝えることが重要であること。特に『学びに向かう力，人間性等』のうち『感

性や思いやり』など児童生徒一人一人のよい点や可能性，進歩の状況などを積極的に評価

し児童生徒に伝えることが重要であること。」と示されている。 

「３ 平成 29年改訂を受けた評価の観点の整理」も踏まえて各教科における評価の基

本構造を図示化すると，以下のようになる。（図３参照） 
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図３ 
上記の，「各教科における評価の基本構造」を踏まえた３観点の評価それぞれについて

の考え方は，以下の（１）～（３）のとおりとなる。なお，この考え方は，外国語活動（小

学校），総合的な学習の時間，特別活動においても同様に考えることができる。  
（１）「知識・技能」の評価について 

「知識・技能」の評価は，各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得

状況について評価を行うとともに，それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用

したりする中で，他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等を理解したり，技

能を習得したりしているかについても評価するものである。   「知識・技能」におけるこのような考え方は，従前の「知識・理解」（各教科等にお
いて習得すべき知識や重要な概念等を理解しているかを評価），「技能」（各教科等にお

いて習得すべき技能を身に付けているかを評価）においても重視してきたものである。  
（２）「思考・判断・表現」の評価について    「思考・判断・表現」の評価は，各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する
等のために必要な思考力，判断力，表現力等を身に付けているかを評価するものである。    「思考・判断・表現」におけるこのような考え方は，従前の「思考・判断・表現」の
観点においても重視してきたものである。  

（３）「主体的に学習に取り組む態度」の評価について    答申において「学びに向かう力，人間性等」には，①「主体的に学習に取り組む態度」
として観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分と，②観点別学習状況
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の評価や評定にはなじまず，こうした評価では示しきれないことから個人内評価を通

じて見取る部分があることに留意する必要があるとされている。すなわち，②について

は観点別学習状況の評価の対象外とする必要がある。 

   「主体的に学習に取り組む態度」の評価に際しては，単に継続的な行動や積極的な発

言を行うなど，性格や行動面の傾向を評価するということではなく，各教科等の「主体

的に学習に取り組む態度」に係る観点の趣旨に照らして，知識及び技能を習得したり，

思考力，判断力，表現力等を身に付けたりするために，自らの学習状況を把握し，学習

の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら，学ぼうとしているか

どうかという意思的な側面を評価することが重要である。 

   従前の「関心・意欲・態度」の観点も，各教科等の学習内容に関心をもつことのみな

らず，よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む態度を評価するという考え

方に基づいたものであり，この点を「主体的に学習に取り組む態度」として改めて強調

するものである。 

   本観点に基づく評価は，「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観

点の趣旨に照らして， 

① 知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすることに

向けた粘り強い取組を行おうとしている側面 

② ①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面という二つの

側面を評価することが求められる 2。実際の評価の場面においては，双方の側面を

一体的に見取ることも想定される。（図４参照） 

 ここでの評価は，児童生徒の学習の調整が「適切に行われているか」を必ずしも判断

するものではなく，学習の調整が知識及び技能の習得などに結び付いていない場合に

は，教師が学習の進め方を適切に指導することが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2
 これら①②の姿は実際の教科等の学びの中では別々ではなく相互に関わり合いながら立

ち現れるものと考えられることから，実際の評価の場面においては，双方の側面を一体的

に見取ることも想定される。例えば，自らの学習を全く調整しようとせず粘り強く取り組

み続ける姿や，粘り強さが全くない中で自らの学習を調整する姿は一般的ではない。 
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図４ 
  

   なお，学習指導要領の「２ 内容」に記載のない「主体的に学習に取り組む態度」

の評価については，後述する第２章１（２）を参照のこと 3。   
５ 改善等通知における特別の教科 道徳，外国語活動（小学校），総合的な学習の時
間，特別活動の指導要録の記録 

  改善等通知においては，各教科の学習の記録とともに，以下の（１）～（４）の各教科

等の指導要録における学習の記録について以下のように示されている。   

（１）特別の教科 道徳について 

   小学校等については，改善等通知別紙１に，「道徳の評価については，28文科初第 604

号「学習指導要領の一部改正に伴う小学校，中学校及び特別支援学校小学部・中学部に

おける児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」4に基づき，学習活

動における児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を個人内評価として文章で端的

に記述する」こととされている（中学校等についても別紙２に同旨）。 

                                                      
3 各教科等によって，評価の対象に特性があることに留意する必要がある。例えば，体育・

保健体育科の運動に関する領域においては，公正や協力などを，育成する「態度」として学

習指導要領に位置付けており，各教科等の目標や内容に対応した学習評価が行われること

とされている。 
4 全文は，（http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1376204.htm）を参照。 
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（２）外国語活動について（小学校） 
   改善等通知には，「外国語活動の記録については，評価の観点を記入した上で，それ

らの観点に照らして，児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴を記入する

等，児童にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述すること」とされている。

また，「評価の観点については，設置者は，小学校学習指導要領等に示す外国語活動の

目標を踏まえ，改善等通知別紙４を参考に設定する」こととされている。 

 

（３）総合的な学習の時間について 
   小学校等については，改善等通知別紙１に，「総合的な学習の時間の記録については，

この時間に行った学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で，それ

らの観点のうち，児童の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する

等，児童にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述すること」とされている。

また，「評価の観点については，各学校において具体的に定めた目標，内容に基づいて

別紙４を参考に定めること」とされている（中学校等についても別紙２に同旨）。 

 

（４）特別活動について 
小学校等については，改善等通知別紙１に，「特別活動の記録については，各学校が

自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，

評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に，○印を

記入する」とされている。また，「評価の観点については，学習指導要領等に示す特別

活動の目標を踏まえ，各学校において改善等通知別紙４を参考に定める。その際，特別

活動の特質や学校として重点化した内容を踏まえ，例えば『主体的に生活や人間関係を

よりよくしようとする態度』などのように,より具体的に定めることも考えられる。記

入に当たっては，特別活動の学習が学校や学級における集団活動や生活を対象に行わ

れるという特質に留意する」とされている（中学校等についても別紙２に同旨）。 

なお，特別活動は学級担任以外の教師が指導する活動が多いことから，評価体制を確

立し，共通理解を図って，児童生徒のよさや可能性を多面的・総合的に評価するととも

に，確実に資質・能力が育成されるよう指導の改善に生かすことが求められる。 
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６ 障害のある児童生徒の学習評価について   学習評価に関する基本的な考え方は，障害のある児童生徒の学習評価についても変わ
るものではない。   障害のある児童生徒については，特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，個々の
児童生徒の障害の状態や特性および心身の発達の段階に応じた指導内容や指導方法の工

夫を行い，その評価を適切に行うことが必要である。また，指導内容や指導方法の工夫に

ついては，学習指導要領の各教科の「指導計画の作成と内容の取扱い」の「指導計画作成

上の配慮事項」の「障害のある児童生徒への配慮についての事項」についての学習指導要

領解説も参考となる。   
７ 評価の方針等の児童生徒や保護者への共有について    学習評価の妥当性や信頼性を高めるとともに，児童生徒自身に学習の見通しをもたせ
るために，学習評価の方針を事前に児童生徒と共有する場面を必要に応じて設けること

が求められており，児童生徒に評価の結果をフィードバックする際にも，どのような方

針によって評価したのかを改めて児童生徒に共有することも重要である。   また，児童生徒の学習評価の妥当性・信頼性を高めるためには，新学習指導要領下で
の学習評価の在り方や基本方針等について，様々な機会を捉えて保護者と共通理解を図

ることが非常に重要である。    
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第２章 学習評価の基本的な流れ 
１ 各教科における評価規準の作成及び評価の実施等について 

（１）目標と観点の趣旨との対応関係について 
   評価規準の作成に当たっては，各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うた

めに，「評価の観点及びその趣旨 5」が各教科等の目標を踏まえて作成されていること，

また同様に，「学年別（又は分野別）の評価の観点の趣旨 6」が学年（又は分野）の目標

を踏まえて作成されていることを確認することが必要である。 

   なお，「主体的に学習に取り組む態度」の観点は，教科等及び学年（又は分野）の目

標の（3）に対応するものであるが，観点別学習状況の評価を通じて見取ることができ

る部分をその内容として整理し，示していることを確認することが必要である。（図５，

６参照）  
図５ 
【学習指導要領「教科の目標」】 
学習指導要領 各教科等の「第１ 目標」 

（1） （2） （3） 

（知識及び技能に関する

目標） 

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標） 

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）7
 

 

 

【改善等通知「評価の観点及びその趣旨」】 
改善等通知 別紙４ 評価の観点及びその趣旨 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣旨 （知識・技能の観点の趣

旨） 

（思考・判断・表現の観

点の趣旨） 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨）  
 

 

 

                                                      

5
 各教科等の学習指導要領の目標の規定を踏まえ，観点別学習状況の評価の対象とするも

のについて整理したものが教科等の観点の趣旨である。 

6
 各学年（又は分野）の学習指導要領の目標を踏まえ，観点別学習状況の評価の対象とす

るものを整理したものが学年別（又は分野別）の観点の趣旨である。 

7
 学びに向かう力，人間性等に関する目標には，個人内評価として実施するものも含まれ

ている。※学年（又は分野）の目標についても同様である。 
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図６ 
【学習指導要領「学年（又は分野）の目標」】 
学習指導要領 各教科等の「第２ 各学年の目標及び内容」の学年ごとの「１ 目標」 

（1） （2） （3） 

（知識及び技能に関する

目標） 

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標） 

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標） 

 

 

【改善等通知 別紙４「学年別（又は分野別）の評価の観点の趣旨」】 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣旨 （知識・技能の観点の趣

旨） 

（思考・判断・表現の観

点の趣旨） 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

  

  

（２）「内容のまとまりごとの評価規準」とは 

本参考資料では，評価規準の作成等について示す。具体的には，学習指導要領の規定

から「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の手順を示している。ここでの「内

容のまとまり」とは，学習指導要領に示す各教科等の「第２ 各学年の目標及び内容 

２ 内容」の項目等をそのまとまりごとに細分化したり整理したりしたものである 8。

平成 29年改訂学習指導要領においては資質・能力の三つの柱に基づく構造化が行われ

たところであり，学習指導要領に示す各教科等の「第２ 各学年（分野）の目標及び内

容」の「２ 内容」において，「内容のまとまり」ごとに育成を目指す資質・能力が示さ

れている。このため，「２ 内容」の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものであ

                                                      

8 各教科等の学習指導要領の「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」１(1)に「単元（題

材）などの内容や時間のまとまり」という記載があるが，この「内容や時間のまとまり」と，

本参考資料における「内容のまとまり」は同義ではないことに注意が必要である。前者は，

主体的・対話的で深い学びを実現するため，主体的に学習に取り組めるよう学習の見通しを

立てたり学習したことを振り返ったりして自身の学びや変容を自覚できる場面をどこに設

定するか，対話によって自分の考えなどを広げたり深めたりする場面をどこに設定するか，

学びの深まりをつくりだすために，児童が考える場面と教師が教える場面をどのように組

み立てるか，といった視点による授業改善は，１単位時間の授業ごとに考えるのではなく，

単元や題材などの一定程度のまとまりごとに検討されるべきであることが示されたもので

ある。後者（本参考資料における「内容のまとまり」）については，本文に述べるとおりで

ある。 
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る 9。学習指導要領の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，児童生徒

が資質・能力を身に付けた状況を表すために，「２ 内容」の記載事項の文末を「～する

こと」から「～している」と変換したもの等を，本参考資料において「内容のまとまり

ごとの評価規準」と呼ぶこととする 10。 

ただし，「主体的に学習に取り組む態度」に関しては，特に，児童生徒の学習への継

続的な取組を通して現れる性質等を有することから，「２ 内容」に記載がない 11。その

ため，各学年（又は分野）の「１ 目標」を参考にしつつ，必要に応じて，改善等通知

別紙４に示された学年（又は分野）別の評価の観点の趣旨のうち「主体的に学習に取り

組む態度」に関わる部分を用いて「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する必要が

ある。 

なお，各学校においては，「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえて，

学習評価を行う際の評価規準を作成する。 

 

（３）「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順 

各教科における，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順の

流れは以下のとおりである。 

①，②については，第２編において詳述する。同様に，【観点ごとのポイント】につ

いても，第２編に各教科等において示している。 

 

（４）評価の計画を立てることの重要性    学習指導のねらいが児童生徒の学習状況として実現されたかについて，評価規準に
                                                      

9
 教育課程を編成する主体である各学校が，学習指導要領に基づきつつ児童生徒や学校，地

域の実情に応じた目標や評価規準を設定することが必要である。 

10
 小学校家庭，中学校技術・家庭（家庭分野）については，学習指導要領の目標及び分野の

目標の（２）に思考力・判断力・表現力等の育成に係る学習過程が記載されているため，こ

れらを踏まえて「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する必要がある。 

11
 各教科等によって，評価の対象に特性があることに留意する必要がある。例えば，体育・

保健体育科の運動に関する領域においては，公正や協力などを，育成する「態度」として学

習指導要領に位置付けており，各教科等の目標や内容に対応した学習評価が行われること

とされている。 

 学習指導要領に示された教科及び学年（又は分野）の目標を踏まえて，「評価の観点

及びその趣旨」が作成されていることを理解した上で， 

① 各教科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認する。 

 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。  
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照らして観察し，毎時間の授業で適宜指導を行うことは，育成を目指す資質・能力を

児童生徒に育むためには不可欠である。その上で，評価規準に照らして，観点別学習

状況の評価をするための記録を取ることになる。そのためには，いつ，どのような方

法で，児童生徒について観点別学習状況を評価するための記録を取るのかについて，

評価の計画を立てることが引き続き大切である。 

   毎時間児童生徒全員について記録をとり，総括の資料とするために蓄積することは

現実的ではないことからも，児童生徒全員の学習状況を記録に残す場面を精選し，か

つ適切に評価するための評価の計画が一層重要になる。  
（５）観点別学習状況の評価に係る記録の総括 

適切な評価の計画の下に得た，児童生徒の観点別学習状況の評価に係る記録の総括

の時期としては，単元（題材）末，学期末，学年末等の節目が考えられる。 
総括を行う際，観点別学習状況の評価に係る記録が，観点ごとに複数ある場合は，例

えば，次のような方法が考えられる。 

・ 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を基に総括する場合 
    何回か行った評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数が多いものが，その観点の学習の実施状況

を最もよく表現しているとする考え方に立つ総括の方法である。例えば，３回評価を

行った結果が「ＡＢＢ」ならばＢと総括することが考えられる。なお，「ＡＡＢＢ」

の総括結果をＡとするかＢとするかなど，同数の場合や三つの記号が混在する場合

の総括の仕方をあらかじめ各学校において決めておく必要がある。 

・ 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に置き換えて総括する場合 
   何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，Ｃを，例えばＡ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のように数値

によって表し，合計したり平均したりする総括の方法である。例えば，総括の結果を

Ｂとする範囲を［2.5≧平均値≧1.5］とすると，「ＡＢＢ」の平均値は，約 2.3［（３

＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。 

 

（６）観点別学習状況の評価の評定への総括 
評定は，各教科の観点別学習状況の評価を総括した数値を示すものである。評定は，

児童生徒がどの教科の学習に望ましい学習状況が認められ，どの教科の学習に課題が

認められるのかを明らかにすることにより，教育課程全体を見渡した学習状況の把握

と指導や学習の改善に生かすことを可能とするものである。 

評定への総括は，学期末や学年末などに行われることが多い。学年末に評定へ総括す

る場合には，学期末に総括した評定の結果を基にする場合と，学年末に観点ごとに総括

した結果を基にする場合が考えられる。 

観点別学習状況の評価の評定への総括は，各観点の評価結果をＡ，Ｂ，Ｃの組合せ，

又は，Ａ，Ｂ，Ｃを数値で表したものに基づいて総括し，その結果を小学校では３段階，

中学校では５段階で表す。 
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Ａ，Ｂ，Ｃの組合せから評定に総括する場合，各観点とも同じ評価がそろう場合は，

小学校については，「ＢＢＢ」であれば２を基本としつつ，「ＡＡＡ」であれば３，「Ｃ

ＣＣ」であれば１とするのが適当であると考えられる。中学校については，「ＢＢＢ」

であれば３を基本としつつ，「ＡＡＡ」であれば５又は４，「ＣＣＣ」であれば２又は１

とするのが適当であると考えられる。それ以外の場合は，各観点のＡ，Ｂ，Ｃの数の組

合せから適切に評定することができるようあらかじめ各学校において決めておく必要

がある。 

なお，観点別学習状況の評価結果は，「十分満足できる」状況と判断されるものをＡ，

「おおむね満足できる」状況と判断されるものをＢ，「努力を要する」状況と判断され

るものをＣのように表されるが，そこで表された学習の実現状況には幅があるため，機

械的に評定を算出することは適当ではない場合も予想される。  

また，評定は，小学校については，小学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照ら

して，その実現状況を「十分満足できる」状況と判断されるものを３，「おおむね満足

できる」状況と判断されるものを２，「努力を要する」状況と判断されるものを１，中

学校については，中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして，その実現状況

を「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるものを５，「十分

満足できる」状況と判断されるものを４，「おおむね満足できる」状況と判断されるも

のを３，「努力を要する」状況と判断されるものを２，「一層努力を要する」状況と判断

されるものを１という数値で表される。しかし，この数値を児童生徒の学習状況につい

て３つ（小学校）又は５つ（中学校）に分類したものとして捉えるのではなく，常にこ

の結果の背景にある児童生徒の具体的な学習の実現状況を思い描き，適切に捉えるこ

とが大切である。評定への総括に当たっては，このようなことに十分に検討する必要が

ある 12。 

そして，評価に対する妥当性，信頼性等を高めるために，各学校では観点別学習状況

の評価の観点ごとの総括及び評定への総括の考え方や方法について共通理解を図り，

児童生徒及び保護者に十分説明し理解を得ることが大切である。 

  
２ 総合的な学習の時間における評価規準の作成及び評価の実施等について 
（１）総合的な学習の時間の「評価の観点」について 

平成 29 年改訂学習指導要領では，各教科等の目標や内容を「知識及び技能」「思考

力，判断力，表現力等」「学びに向かう力，人間性等」の資質・能力の三つの柱で再整

                                                      

12
 改善等通知では，「評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり，『観点別

学習状況』において掲げられた観点は，分析的な評価を行うものとして，各教科の評定を

行う場合において基本的な要素となるものであることに十分留意する。その際，評定の適

切な決定方法等については，各学校において定める。」と示されている。
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理しているが，このことは総合的な学習の時間においても同様である。 
総合的な学習の時間においては，学習指導要領が定める目標を踏まえて各学校が目

標や内容を設定するという総合的な学習の時間の特質から，各学校が観点を設定する

という枠組みが維持されている。一方で，各学校が目標や内容を定めるに際には，学習

指導要領において示された以下について考慮する必要がある。 
【各学校において定める目標】 
・ 各学校において定める目標については，各学校における教育目標を踏まえ，総合
的な学習の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。  （第２の３⑴） 
総合的な学習の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すとは，各学校における教

育目標を踏まえて，各学校において定める目標の中に，この時間を通して育成を目指す

資質・能力を「三つの柱」に即して具体的に示すということである。 
【各学校において定める内容】 
・ 探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については，次の事
項に配慮すること。 
ア 知識及び技能については，他教科等及び総合的な学習の時間で習得する知識及
び技能が相互に関連付けられ，社会の中で生きて働くものとして形成されるよう

にすること。 
イ 思考力，判断力，表現力等については，課題の設定，情報の収集，整理・分析，
まとめ・表現などの探究的な学習の過程において発揮され，未知の状況において

活用できるものとして身に付けられるようにすること。 
ウ 学びに向かう力，人間性等については，自分自身に関すること及び他者や社会
との関わりに関することの両方の視点を踏まえること。    （第２の３⑹） 
各学校において定める内容について，今回の改訂では新たに，「目標を実現するにふ

さわしい探究課題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二

つを定めることが示された。「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能

力」とは，各学校において定める目標に記された資質・能力を，各探究課題に即して具

体的に示したものであり，教師の適切な指導の下，児童が各探究課題の解決に取り組む

中で，育成することを目指す資質・能力のことである。この具体的な資質・能力も，「知

識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」という資質・

能力の三つの柱に即して設定していくことになる。 
このように，各学校において定める目標と内容には，三つの柱に沿った資質・能力が

明示されることになる。 
したがって，資質・能力の三つの柱で再整理した新学習指導要領の下での指導と評価

の一体化を推進するためにも，評価の観点についてこれらの資質・能力に関わる「知識・

技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の三観点に整理し示した

ところである。  
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（２）総合的な学習の時間の「内容のまとまり」の考え方 
学習指導要領の第２の２では，「各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の

総合的な学習の時間の内容を定める。」とされており，各教科等のようにどの学年で何

を指導するのかという内容を明示していない。これは，各学校が，学習指導要領が定め

る目標の趣旨を踏まえて，地域や学校，児童生徒の実態に応じて，創意工夫を生かした

内容を定めることが期待されているからである。 
この内容の設定に際しては，前述したように「目標を実現するにふさわしい探究課

題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二つを定めること

が示され，探究課題としてどのような対象と関わり，その探究課題の解決を通して，ど

のような資質・能力を育成するのかが内容として記述されることになる。（図７参照）   
本参考資料第２章の１（２）では，「内容のまとまり」について，学習指導要領に示

す各教科等の「第２ 各学年の目標及び内容 ２ 内容」の項目等をそのまとまりごと
に細分化したり整理したりしたもので，「内容のまとまり」ごとに育成を目指す資質・

能力が示されている，と説明されている。したがって，総合的な学習の時間においては，

「目標を実現するにふさわしい探究課題」と「探究課題の解決を通して育成を目指す具

体的な資質・能力」がこれらに相当するものと考えることができる。        
図７ 
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（３）「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順    総合的な学習の時間における，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基
本的な手順の流れは以下のとおりである。  
① 各学校において定めた目標（第２の１）と「評価の観点及びその趣旨」を確認する。  
② 各学校において定めた内容の記述（探究課題ごとに作成した「探究課題の解決を通
して育成を目指す具体的な資質・能力」）が，観点ごとにどのように整理されている

かを確認する。   
③ 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。    

３ 特別活動の「評価の観点」とその趣旨，並びに評価規準の作成及び評価の実施等につい
て 

（１）特別活動の「評価の観点」とその趣旨について 
特別活動においては，改善等通知において示されたように，特別活動の特質と学校の

創意工夫を生かすということから，設置者ではなく，「各学校で評価の観点を定める」

ものとしていることから，「評価の観点」とその趣旨の設定について示している。  
（２）特別活動の「内容のまとまり」    小学校においては，学習指導要領の内容の〔学級活動〕「（１）学級や学校における生
活づくりへの参画」，「（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」，

「（３）一人一人のキャリア形成と自己実現」，〔児童会活動〕，〔クラブ活動〕，〔学校行

事〕（１）儀式的行事，（２）文化的行事，（３）健康安全・体育的行事，（４）遠足・集 
団宿泊的行事，（５）勤労生産・奉仕的行事を「内容のまとまり」とした。    中学校においては，学習指導要領の内容の〔学級活動〕「（１）学級や学校における生
活づくりへの参画」，「（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」，

「（３）一人一人のキャリア形成と自己実現」，〔生徒会活動〕，〔学校行事〕（１）儀式的

行事，（２）文化的行事，（３）健康安全・体育的行事，（４）旅行・集団宿泊的行事，

（５）勤労生産・奉仕的行事を「内容のまとまり」とした。  
（３）特別活動の「評価の観点」とその趣旨，並びに「内容のまとまりごとの評価規準」を

作成する際の基本的な手順 
各学校においては，小学校学習指導要領に示された特別活動の目標及び内容を踏ま
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え，自校の実態に即し，改善等通知の例示を参考に観点を作成する。その際，例えば，

特別活動の特質や学校として重点化した内容を踏まえて，具体的な観点を設定するこ

とが考えられる。 
また，学習指導要領解説では，各活動・学校行事の内容ごとに育成を目指す資質・能

力が例示されている。そこで，学習指導要領で示された「各活動・学校行事の目標」及

び学習指導要領解説で例示された「資質・能力」を確認し，各学校の実態に合わせて育

成を目指す資質・能力を重点化して設定する。 
次に，各学校で設定した，各活動・学校行事で育成を目指す資質・能力を踏まえて，

「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。その際，小学校の学級活動においては，

学習指導要領で示した「各学年段階における配慮事項」や，学習指導要領解説に示した

「発達の段階に即した指導のめやす」を踏まえて，低・中・高学年ごとに評価規準を作

成することが考えられる。基本的な手順は以下のとおりである。                          
学習指導要領に示された「特別活動の目標」を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」

が作成されていることを理解した上で， 
① 学習指導要領の「特別活動の目標」と自校の実態を踏まえ，改善等通知の例示を
参考に，特別活動の「評価の観点」とその趣旨を設定する。  

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
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（参考）平成 23年「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」からの

変更点について 

 

今回作成した本参考資料は，平成 23年の「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善

のための参考資料」を踏襲するものであるが，以下のような変更点があることに留意が

必要である 13。 

まず，平成 23年の参考資料において使用していた「評価規準に盛り込むべき事項」

や「評価規準の設定例」については，報告において「現行の参考資料のように評価規準

を詳細に示すのではなく，各教科等の特質に応じて，学習指導要領の規定から評価規準

を作成する際の手順を示すことを基本とする」との指摘を受け，第２編において示すこ

とを改め，本参考資料の第３編における事例の中で，各教科等の事例に沿った評価規準

を例示したり，その作成手順等を紹介したりする形に改めている。 

次に，本参考資料の第２編に示す「内容のまとまりごとの評価規準」は，平成 23年

の「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」において示した「評価

規準に盛り込むべき事項」と作成の手順を異にする。具体的には，「評価規準に盛り込

むべき事項」は，平成 20年改訂学習指導要領における各教科等の目標，各学年（又は

分野）の目標及び内容の記述を基に，学習評価及び指導要録の改善通知で示している各

教科等の評価の観点及びその趣旨，学年（又は分野）別の評価の観点の趣旨を踏まえて

作成したものである。 

また，平成 23年では「評価規準に盛り込むべき事項」をより具体化したものを「評

価規準の設定例」として示している。「評価規準の設定例」は，原則として，学習指導

要領の各教科等の目標，学年（又は分野）別の目標及び内容のほかに，当該部分の学習

指導要領解説（文部科学省刊行）の記述を基に作成していた。他方，本参考資料におけ

る「内容のまとまりごとの評価規準」については，平成 29年改訂の学習指導要領の目

標及び内容が育成を目指す資質・能力に関わる記述で整理されたことから，既に確認の

とおり，そこでの内容のまとまりごとの記述を，文末を変換するなどにより評価規準と

することを可能としており，学習指導要領の記載と表裏一体をなす関係にあると言え

る。 

さらに，「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科等・各学年等の評価の観点の趣

旨」についてである。前述のとおり，従前の「関心・意欲・態度」の観点から「主体的

に学習に取り組む態度」の観点に改められており，「主体的に学習に取り組む態度」の

観点に関しては各学年（又は分野）の「１ 目標」を参考にしつつ，必要に応じて，改

                                                      

13
 特別活動については，これまでも３つの観点に基づいて児童生徒の資質・能力の育成を

目指し，指導に生かしてきたところであり，上記の変更点に該当するものではないことに

留意が必要である。 
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善等通知別紙４に示された学年（又は分野）別の評価の観点の趣旨のうち「主体的に学

習に取り組む態度」に関わる部分を用いて「内容のまとまりごとの評価規準」を作成す

る必要がある。報告にあるとおり，「主体的に学習に取り組む態度」は，現行の「関

心・意欲・態度」の観点の本来の趣旨であった，各教科等の学習内容に関心をもつこと

のみならず，よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む態度を評価することを

改めて強調するものである。また，本観点に基づく評価としては，「主体的に学習に取

り組む態度」に係る各教科等の評価の観点の趣旨に照らし， 

① 知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすること

に向けた粘り強い取組を行おうとする側面と， 

② ①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面， 

という二つの側面を評価することが求められるとされた 14。 

以上の点から，今回の通知で示した「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科等・

各学年等の評価の観点の趣旨」は，平成 22年通知で示した「関心・意欲・態度」の

「各教科等・各学年等の評価の観点の趣旨」から改められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

14
 各教科等によって，評価の対象に特性があることに留意する必要がある。例えば，体

育・保健体育科の運動に関する領域においては，公正や協力などを，育成する「態度」と

して学習指導要領に位置付けており，各教科等の目標や内容に対応した学習評価が行われ

ることとされている。 
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